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初 心 に 返 っ て

電気事業連合会 副会長

外 門 一 直

禽
彰

いよいよ今世紀 も残す ところあと四年足 らず となった・かつて一世紀 百年塒 代の一 彰

単位だったとすれば この二+世 紀は三+年 さらにスピー ドアップして+年 が返 切 り 彰

と・文字どお り+恥 昔になっ憾 じがする・ 彰

Hli`EliO)6月_事業連合会副_任 して_筋 過翫 辮 業連合会1

=謝 書篠 驚 説 灘 裕とPtet.pa"らストツ　 での日米欧1

辮 業連合会__一 シ_際 化の流れや変__今 日1

饗 徽 灘 欝 鷲 二謡 凝 黛 鞭 臨paix?,

篭難 盤 鷹 繍 灘 禦 瓢 繰 瓢 総 蒲 磯
向を目指し鰯 ような撚 調整すること畷 である.1

灘 劉 響糠1耀ll欝灘1
紫簾 憲製 醗 灘 窪倉議 離 う激撃騰享繍1

梨欝 灘騰 婆驚 製欝 熱灘1

嬬 鰍 器 灘峯蓋轡線 最鷺 ミ/
疎慧甥隣瓢二灘励 饗__謡
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帰国 して半年間の所感

秋山 谷口審議官は,か つてOECD(経 済協

力開発機構)科 学技術工業局の次長を務めら

れ,そ の後資源エネルギー庁公益事業部原子

力発電課長,技 術課長等の要職 を歴任されま

した。また最近では,OECD/IEA(国 際エネル

ギー機関)の 石油市場 ・緊急時対策局長を務め

られた後,昨 年6月,フ ランスより資源エネル

ギー庁長官官房審議官 として帰任されました。

2

一 口にエネルギー ・環境行政 といいまして

も,審 議官がかつて在任 されていた頃 とはエ

ネルギー ・環境を巡 る諸情勢は著 しく変転 し

てお り,ま すます重要な時期に着任 されたと

いう印象 をお持ちか と思います。

最初に,帰 国後半年間のご感想 をお伺いし

たい と思います。

よくやっている

恵まれている日本の原子力

谷ロ フランスか ら帰国 しまして皆さんから
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先ず言われましたことは,「原子力に大きな逆

風の吹 くなか,大 変ですね」の言葉 でした。

しか し,私 自身の第一の感想は,「アメリカも

含めた欧米諸国と比べて,日 本は非常 によく

やってる,ま たある意味で恵まれている」 と

いう感 じでして,「む しろ恵まれ過 ぎていると

ころに問題があるのかな」 との思いさえいた

します。

「よくやっている」 といいますのは,や は

り原子力に51基,4,300万 キロワットの発電体

制ができると同時に,核 燃料サイクルにつ き

ましても,コ ス トとか国際協調 とかの課題が

あるにせ よ,着 実に大規模 なプロジェク トが

進行 していることです。今後につ きましても,

欧米には発電所の新規建設がほとんどないの

ですが,日 本は,曲 が りな りにも2010年 に向

けてかなりの数の発電所建設が予定され,あ

るいは計画 されてお ります。

このように恵まれた状況のなかで,日 本の

よさをいかに生か してい くかが決め手 と考 え

ています。

変革が求められ る2つ の課題

グローバル化 と日本的民主主義への対応

谷 口 第二点は,さ はさりなが ら,「もん じゅ」

以降あるいは阪神大震災のあと,私 なりに原

子力を巡 る情勢 も相当厳 しくなっていると感

じています。

厳 しさの中身に二つあって,原 子力固有の

問題 と,日 本社会が迎えている大 きな転換期

が重な り,そ のなかで原子力自体が大 きな転

換期に直面 しているという,一 つの峠に到達

したとい うのか,一 つのサ ドルポイン トにい

るのではないか,と 思 うわけです。

ですから,従 来のや り方だけで進めていて

は,む しろ下降線を辿 りかねないところです

が,軸 を変えれば,さ らに高い峰や頂に向け

大 きな飛躍 というか,さ らなる向上が可能 と

見ています。

大競争時代 という意味で国際社会全体の転

換期 と重ね合わせてみます と,や は り大きな

変化の一つはよく言われるグローバル化 でし

て,特 にそのなかで,地 球環境のような課題

に腰 を据えて取 り組まざるをえない時期 にき

ていると思います。

また,規制緩和 とか市場開放が進むなかで,

原子力 も含めて,電 力,エ ネルギー産業全体

が,世 界市場 と連動 した形で動か ざるをえな

くなってきています。そういう面で,グ ロー

バル化 にいかに対応 してい くかが一つの大 き

な課題 です。

もう一つは,冷 戦後の民主主義の新 しい転

換 といいますか,成 熟といいますか,日 本的

民主主義が いかなる展開をす るかであ りま

す。これもグローバル化 と大いに関係するわ

けですけれども,行 政改革なり,特 に地方の

力が相対的に強 くなっているなかで,行 政の

透明性 とか住民参加などと,質 的に従来 と違

った方向を目指す必要があり,パ ブ リック ・

アクセプタンス,地 元の受入れ一 これには

国のレベル と発電所立地地域の視点 と両方あ

ると思いますけれども,対 応 としてこれらの

思い切った変革が要 るか と考えています。

同時に求められる技術の革新

谷ロ それか ら,原子力プロパーの問題では,

技術の革新が強 く求め られています。 これ

は,ほ かのエネルギー分野一 石油,天 然ガ

スなどはこの10年 間で目ざましい技術革新を

しています し,さ らに広 くハイテク分野を見
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渡 します と,世 界的に極めてダイナ ミックで

熾烈な競争が展開されてお り,技 術の急速な

イノベー ションが起 こっています。

それに対 して原子力は,一 面に極めて保守

的な,あ るいは技術変化が しに くい色々な要

素がいわばビル トインし蓄積 されているわけ

で して,こ の際思い切った改革,革 新が要る

か と見ています。特に,若 い世代の優秀な頭

脳を引きつけ結集するためにも,ま た同時に,

先ほ ど申しました,も ろもろの社会的要 因を

うまく技術のなかに取 り込む という意味か ら

も,技 術の革新が必要です。

技術プロパーの変革 と,技 術 と社会 なり経

営 との接点での組み合わせの変革 とが重なら

ないと,大 きなイノベーシ ョンにならないわ

けです。 こういう意味で,イ ノベー ションが

求め られていると思います。

秋山 日本 と欧州 とを比較 します と,基 本的

なものの考え方,世 界観,あ るいは未来観に

東西の違いもあ りましょうし,さ らには地政

学的ファクター,あ るいは宗教的 ・人種的な

ファクターによる相違 も見られ るか と思いま

す。

そこで,そ うした点 も含めて通商産業省 と

OECD,あ るいはOECD/IEAと の関係,ま た

は在欧中特に印象を持たれたことなどがあ り

ましたらお聞かせいただきたいと思います。

国際対応には

足腰の強さとグローバルな視点を

谷 ロ 通産省は,ア ジアの問題,ま た欧米 と

の通商摩擦 も含めま して,国 際的に非常 に

華々 しく活躍 しているように見えます。けれ

ども,今 日のグローバル化の進展 とかアジア

のダイナ ミズムを考えます と,こ れらに対応

する足腰の強さの点では これは特に通産

省に限らず 日本全般の縮図であ り,通 産省は

そのなかでは相対的に進んだところではあ り

ますけれども やは りそれで も,マ ルチラ

テラルな多国間の場で,日 本が取 りまとめ役

として積極的に貢献してい くには,ま だまだ

いま一つの感があ ります。

裏返 して見 ます と,通 産省内の審議会の議

論などを聞いていましても 「わが国の何 とか

政策」「わが国のあ り方」 とか,「 わが国」が

やたらとたくさん出て きます。グローバル化

が進む世界にあって,そ の中のいわば閉鎖的

ビレッジ,あ るいはアジア という把えか ら脱

却 して,地 球全体 をどうするのか,だ か ら日

本の経済,産 業,技 術などはか く対応す るの

だとい う,発 想のコペルニクス的な転換が必

ず しもまだ十分行 われてないという気が しま

す。

やは り,日 本 という島国中心の感覚か ら地

動説的な 「自らが動 く」という感覚にすれば,

「日本が」あるいは 「わが国が」 ということ

ではなくて,グ ローバルな脈絡の中どこまで

やれるか という発想が出て きます。

望 まれ る 「セ キ ュ リテ ィ ・マ イ ン ド」

谷 口 もう一つの大 きな点 といいます と,セ

キュ リティ意識の落差です。 日本は平和ボケ

といいます と言い過 ぎで しょうが,ヨ ー ロッ

パは,こ の1000年 ぐらいの歴史の中で,国 境

が地続きのこともあり,大 変な殺 し合いや駆

け引きを繰返してお り,国 とか地域が存続す

るためにはたゆ まぬ努力や工夫が要 ること

が,実 感 として国民の骨身に染みついていま

す。ですか ら,国 を引っ張 り支えていく,政

治家,行 政官,経 営者などの,指 導的な役割
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を演 じるエ リー トを,日 本です といとも気軽

にバ ッシングして悪者にしますが,ヨ ーロッ

パでは,厳 しい批判を行 っても,彼 らが しっ

か りしていないといけない ということは,自

分たちの存続の問題,あ るいはまさに生存の

ためのセキュリティの問題 として,む しろ本

能的に,長 い歴史の間に根づいてきています。

日本の場合は,ま あ元冠 とか黒船 とかの脅

威 もあ りましたけれ ど,幸 い神風 もあってう

まく乗 り切 ってきました。そのような歴史の

中で,や は り"安 全 と水はタダ"と いう感覚

が国民の中にあ ります。水はちょうど環境 と

か資源エネルギーに相当し,安 全は広い意味

でのセキュ リティと思います。そのような「セ

キリュティ ・カルチャー」の違いが歴史的 ・

社会的底流にあるなかで,21世 紀に向けて 日

本が国際社会でしかるべ き地位 を占め,ま た

恵 まれた生活 レベ ルを維持 してい くために

も,国 民の中にもう少 し 「セキュ リティ ・マ

イン ド」とか 「セキュリティ ・カルチャー」

が芽ばえぬ ものか と懸念 しています。

これは,先 ほどの 日本中心主義 といいます

か,日 本単独セキュ リティ論のような,「わが

国が」「わが国さえよければ」というようなと

ころとつなが るのですけれども,大筋 として,

その辺がいちばん痛感されたところです。

エネルギー ・環境問題 を巡 る動向

秋山 ここでエネルギー ・環境全般の動向に

ついてもう少 しお伺いしたいと思います。

平成8年7月 より,「総合エネルギー調査会

基本政策小委員会」におきまして 「2000年目

標達成のための対策」あるいは 「2010年以降

の超長期エネルギー需給についてのマ クロモ

デル」,そ の後,い わゆる 「エネルギー ・セキ

ュ リティに関する問題」も検討 されて きまし

た。私 も,及 ばずなが らこの小委員会に委員

として参加させていただいてお ります。

お話に出ました「セキュ リティ」,こ れはエ

ネルギーだけに限 らない非常に重要な大 きな

安全保障の概念だ と思います。わけて もその

なかで,基 幹資源であるエネルギーの 「セキ

ュリティ」をどうするかが 「基本政策小委員

会」で議論 されているわけです。

委員会にこうした主要議題が提案 されて き

ました背景,現 在 までの中間的なとりまとめ

状況,今 後の見通 し等のご紹介をお願い した

いと思います。

短期のエネルギー政策

COP3を 睨み思 い切った省エネを

谷 口 今回の 「基本政策小委員会」の関心事

は,二 つあります。

一っは比較的短期の話でして,地 球環境問

題で我が国は一 人当 りCO2排 出量 を2000年

の時点で1990年 のレベルに安定化するという

国際約束をしてお ります。 その前提 となって

いるエネルギー消費の見通しでは,伸 びをお

よそ1%ぐ らい見込んでいたのですが,こ の

数年,む しろ3%を 超えるようなテンポで伸

びています。

この国際約束 を達成 す るには,現 に もう

2000年 の 目標値 を先食いしてますので,今 後,

相当思い切った省エネをやらなければなりま

せん。省エネを行ってもなお未達になる部分

は,CO2排 出量 自体 の削減が必要で,そ れに

は,太 陽光 とか風力のような比較的足が短 く

て効果がある新エネルギーの導入に相当努力
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谷 口 富 裕 氏

(難 講 議書源エネルギー庁)

しなければなりません。このほか,大 規模な,

効率的な電源開発 ももちろん必要ですが,リ

ー ドタイムが長いので,2000年 に向けては,

先ず省エネが第一で,次 いで量的には限 りが

ありますが,補 完的に新エネルギー導入 とな

らざるをえません。

我が国は,本 年12月,COP3(気 候変動枠

組み条約の第3回 締約国会議)を 主催 して,

2000年 以降のCO2削 減 目標値 をまとめ るこ

とになってお ります。主催国が2000年 の目標

値 さえ守 りえないようでは,会 議の取 りまと

めは不可能なこともあ り得 ますので,そ こは,

相当厳 しい姿勢 意気込みを示 していかな く

てはならないところです。

長期のエネルギー政策

環境面,セ キュリティ面か らも原子力

谷 ロ もう一つの点は,さ らに長期的に見た

CO2排 出の総量安定化の問題でして,2030年

を展望 したシミュレー ションをいろいろや っ

てみました。省エネ,新 エネは最大限の実施

を前提 としてお り,例 えば太陽光発電でいい

ます と,新 築家屋の半数以上で日照のある屋

根などに光発電パネルを設置す るぐらいの極

端な仮定をしまして も,や は り原子力発電を

今の計画 どお りに推進 しないと,CO2排 出の

目標値 をクリアできないというシミュレーシ

ョン結果が出ています。

また,地 球環境問題だけではな く,セ キュ

リティの観点か らも,今 後,中 国を初めとす

るアジアのエネルギー消費量が急増 し,同 時

に,石 炭から石油,天 然ガスへのシフ トが進

むなかで,中 近東への石油依存度が再び非常

に高 くなってきます。中近東の政治的不安定

性をも考 えます と,わ が国の 「エネルギー ・

セキュ リティ」は,脆 弱性 を増加す る方向に

あります。

石油需給は,い まや,国 内問題 とい うより

も,ア ジア全体が一つのマーケットとしてま

とまりつつあ り,そ のなかでは,中 国で起 こ

るエネルギー危機 も,世 界の産業経済活動 を

マヒさせ うるという点では,日 本に も直接影

響する話にな ります。 日本一国だけで備蓄 を

含めた危機対策をとった としても,決 して解

決する問題ではなく,い ずれにせ よ,そ のよ

うな石油危機の発生 を防止す ること,ま たた

とえ発生 して も,ア ジア地域全体 として対応

を可能ならしめることが重要です。セキュ リ

ティ面か ら中東石油依存度の上昇を抑え,さ

らには環境保全をにらんで石炭燃焼をそうは

増やさない,そ れには 日本で原子力を着実に

進め,か つ,ア ジアで も必要に応 じた開発 を

することが,ア ジア地域 として必要ではない

か と思っています。

わが国が開発 目標 とする原子力発電規模

は,2010年 で7,050万kW,2030年 で1億kWと

なってお り,目 標達成には,現 在の厳 しい社

会的逆風下での立地 を考 えます と,相 当思い
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切 った政策努力が必要 と感 じています。

「一 日エネ調」か らの感想

活かすべき地方の活力と熱意

重要な次世代若者への原子力教育

秋山 今のお話に関連 しまして,L日 総合エ

ネルギー調査会」いわゆる 「一 日エネ調」が,

国が進め ている委員会での審議模様 の紹介

と,広 く各界各層の方々か らの意見聴取 を目

的 とし,北 海道か ら沖縄 まで全国的に開催 さ

れました。

審議官 も,説 明側 として精力的に参加 され

たわけですが,開 催の狙 い,ま た成果,感 想

などをお聞かせ いただきたいと思います。特

に,一 般市民の方々 との意見交換を通 じて強

くお感 じになったこと,ま た認識を新たにさ

れたことはどんなことで したでしょうか。

谷 口 「一 日エネ調」 を各主要地域で開いて

いる趣旨は,い ま理事長が申されたとお りで

して,各 界各層の人たちの意見を幅広 く聞 く

ことですが,特 に,地 域での意見をなるべ く

丁寧に吸い上げること,ま た地域の方にエネ

ルギーに関する理解 を深め,広 めてもらうこ

とを目的 としてお ります。

こういうことは 「一 日エネ調」だけではな

く,並 行 して 「一 日資源エネルギー庁」 とい

うもう一一つの 「一 日エネ庁」もやってます し,

各種のエネルギー ・フォーラム という形で,

識者に出席願 い地域での対話集会 もや ってい

るわけです。

実際に参加 してみて,私 が改めて認識 しま

したのは,地 方の方々が持つエネルギー問題

への熱意と活力でした。「地方分権」あるいは

「地方の時代」 とよく言われますけれども,

さきほど申しました省エネルギーの推進が当

面第一の課題であ り,次 いで分散型の新エネ

ルギー導入 も重要で,こ れらは地域か らの盛

り上が りに期待が大きいところです。

さらに,大 型エネルギー施設新設に対する

地元の受け容れが,原 子力 を中心に非常に難

しくなっている現状 を考 えます と,地 域の

方々のそのような活力,関 心 と熱意を,ぜ ひ,

建設的な前向きの方向,と いいますか地域の

長期的発展につながる方向に向けて頂 きたい

し,我 々も,一 緒になって考え一緒に行動す

るよう,踏 み出さねばならないと痛感 しまし

た。

翻ってみます と,今 までのエネルギー政策

の論議は,東 京中心のところがあ り,東 京の

議論なり考 え方を誇張していいます と,世 紀

末的シニシズムというのでしょうか,も う一

つ関心 とか気力の度合いが弱 く,これからは,

む しろ地方のほうに期待をかけるべ きか とい

う感 じがあらたにしています。

具体的な話を一つ紹介 しますと,今 回は,

教育現場にみえる校長先生をは じめ とした教

育関係者にも多数参加 していただきました。

これ らの方々が,教 育における原子力等の取

り上げ方にいかに苦労されているかを伺いま

す と同時に,や は りこの分野は,次 の世代 を

担 う若い人達にぜひ理解 してもらい,関 心 を

持ってもらうこと,そ してむしろ彼 らのイニ

シアティブなり総意により新 しい解決法 を見

いだしていくことが非常に重要である,と の

印象 を受けました。

秋山 最後におっしゃった,次 世代後継者 と

なる若 い人々への啓蒙を進めた り,ま た若い

人々から広 く意見を聞かれることは,今 後ま

す ます重要になって くると思います。その意

味で,お 役所 を初め としまして,産 業界も学
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界 も,若 い 人 た ち との コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を

強 め よ う と し て お られ る こ とは,本 当 に す ば

ら しい こ とだ と思 い ます 。

「地球再生計画」の再構築

技術的ブレークスルーを目指 して

秋 山 ところで,環 境庁では,来 年度から,

1990年11月 に策定 された 「地球温暖化防止行

動計画」の見直し作業に入るとも聞いてます。

また 「産業構造審議会の環境政策部会」は,

通商産業省が90年 に提案 されました 「地球再

生計画」の再構築作業に着手 し,今 年内終了

を目指す と発表されてお ります。そうなりま

す と,1994年 に改訂されました 「長期エネル

ギー需給見通 し」 との関係が どうなるかが関

心の的になると思います。

この辺につ きまして,審 議官のご意見,ご

感想をお聞かせいただければ と存 じます。

谷 口 「地球再生計画」は,2100年 まで展望 し

た超々長期の計画でして,私 は,日 本が超長

期 でこの種の地球 レベルの ビジョンな り計画

を打ち出したこと自体,国 際的に も非常に評

価 を受け,貴 重なことだ と思 っています。い

ずれにしましても,6,7年 前に出された計

画を,そ の後の進展に合わせて手直 しするの

は極めて大事 なことと考えます。

「総合エネルギー調査会」のほ うは
,2010年

なり2030年 までの展望 ですから,ど ちらか と

いいますと,こ れらは相互補完的な関係で地

球環境問題を考えています。

もちろん,両 者の重なる部分 についての経

済成長率その他の前提は,最 終 まとめ段階ま

でに調整は必要ですが,「 地球再生計画」のい

ちばん大 きな特徴は,日 本的特徴 といえるも

ので,21世 紀の中頃以降の技術革新あるいは

革新的技術による解決策に非常に大 きな期待

をかけているということです。他 の先進国で

は財政難その他を背景に して,技 術革新に対

する期待は冷めてお ります。経済的手段であ

る価格 メカニズムとか環境税 という形である

程度の解決を目論んでいるのに対 して,日 本

はむ しろ前向きに,新 しい技術のブレークス

ルーによる地球再生を目指 し,こ この ところ

を強調 している点が特徴 と思います。 日本の

資源は,人 材の頭脳 と技術 しかないというこ

とから言えば,や はりこうい う方向で積極的

にチャレンジすべきと考 えてお ります。

秋山 今 のお話にありました技術開発に関 し

まして,欧 米諸国がやや消極的だ とい うお話

ですが,そ の理由,な いし背景についても少

しご説明頂けますか。

谷 口 これにはいろいろなことが言われてい

ます。やは り19世紀,も っと遡れば産業革命

以来,科 学技術に対する大変な期待感,楽 観

主義がずっとありました。最近になり欧米で

かなり技術に関す る懐疑主義が出てきていま

す し,ま た国の財政難か ら大 きな予算 を出 し

に くくなっています。民間企業に も経営合理

化,構 造改革,競 争激化が進むなかで,長 期

の大型技術開発 をや りに くくなっている背景

があり,政 府 も民間も,現 実主義的で,ど ち

らか とい うと短期的な最適化 を目指すように

なっています。言ってみます と,政 治も行政

も民間産業 も,時 間的視野がどん どん短 くな

ってきているようですね。

私がもう一つ大 きいと思 うのは,メ ディア

もじっ くり考える活字型か ら,映 像型へ と移

行 し,世 の風潮が感性重視あるいは直感型へ

と傾斜 していく中で,息 の長い,理 知的な努

力の積み重ねを要 し,リ スクが大 きい大型技
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術の開発に地道に取 り組むのを忌避する風潮

が,社 会の成熟の負の側面 として,欧 米では

だいぶ出て きているという感 じがします。

原子力開発を巡る動向

住民投票,円 卓会議などを中心に

世界への貢献が大きい日本の原子力開発

秋 山 ところで,今 後のエネルギーの長期確

保の観点から,原 子力発電の意義,役 割は非

常に大 きい と考えちれますが,こ の点につ き

まして,審議官が 日頃思っておられることを,

グローバルな視点も含めてお話 しいただ きた

い と存 じます。

谷ロ エネルギー ・環境の観点か らみた原子

力の重要性は,先 ほど申し上げた とお りです。

それに加 えて申し上げ ます と,原 子力の特性

は大規模 な先端技術 システム とい うことで

す。これは,天 然資源,エ ネルギー資源は殆

どないが,人 材や知恵なら豊かにある日本の

ような国が,そ うい う技術 を率先 して活用す

ると同時に,今 後の世界の環境問題な りエネ

ルギー ・セキュ リティ問題の解決,緩 和に役

立ってい くという役割 を果すことが非常に重

要 と考 えます。

特に,先 ほど申し上げましたように,欧 米

先進国には技術に関す るある種のシニシズム

みたいなものと,財 政,経 営上の制約 とかが

あ り,特 に原子力の開発にコンサーバティブ

になっています。そのような状況の もとで,

日本がこの分野で大 きな貢献 をすることは,

日本 自身のセキュリティなり存続なりに係 わ

るのみではな く,今 後の世界の貴重な共有財

秋 山 守 氏

((霧 ぞルギー総合工学研究所)

産になるし,そ こで日本が中心的な役割を果

たし得れば,セ キュリティ上もグローバルな

観点からも,非 常 に大 きなプラスになると感

じています。

巻町の背後 にあった不安 と不信

秋山 そこで,重 要な意義を持つ原子力発電

の推進に関 し,昨 年8月,巻 町で住民投票が

あ りました。その結果 をどのように受け止め,

また今後の原子力行政にどのように反映すれ

ばいいのか,と いった辺 りについてお聞かせ

いただきたいと存 じます。

谷 ロ 巻町の投票は,町 有地を売って町に原

子力発電所 を受け入れるか否かを問う争点一

つのいわゆるシングル ・イシューの投票でし

たから,結 果は反対 ということにな り易いの

はおよそ予想 されたところでした。

そ ういうわけで,率 直に申しまして,4割

の方の賛成があったこと自体,非 常に貴重な

ことと思っています。同時に,反 対された6

割の方のなかに も,原 子力の必要性は分か る

けれ ども自分の ところに受け入れるのは嫌だ

とい う人が,そ の過半数だったとい う調査 も
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あります。その辺をどうしてい くかが重要な

ところです。

反対する理由のなかには,安 全問題,廃 棄

物問題に関す る不安,電 力会社な り政府に対

す る不信が,背 景 として圧倒的に強いのです。

イデオロ・ギーな り,思 想,主 義でもって反対

す る人はご く少数でして,原 子力に対す るあ

る種の漠然 とした不安,不 信が非常に大 きな

背景になっています。やは り,「自分のところ

には嫌だ」とい う「ニンビー(NIMBY,Not

inMyBackYard)」 の感情 との重ね合わせ

と思います。

巻町の説明会に私 も出かけまして,連 続講

演会の最終回,新 潟県知事さん と一緒に出さ

せてもらいました。その ときに言われて非常

に印象に残 っていますのが 「もう少 し早い時

期に対話がなされれば,町 を二分す る大騒ぎ

にはならなかったでしょうに」 というコメン

トです。町が町長賛成派,反 対派の間で揺れ

てきたこともあるのですが,そ の辺の実態を

踏まえて,も うちょっときめ細かい,息 の長

い,地 域に密着 した努力が要 るん じゃないか

と考えています。

同時に,既 設発電所の地域についても,発

電所を受け入れて本当によかったという印象

が,地 域住民のみではな く,そ の地 を訪れた

人々にも一 目瞭然 とわか るほどに,発 電所立

地地域の長期発展への支援が必要 と思ってい

ます。

地方に求められる自主責任の意識

秋 山 住民投票に関係 して,よ く「市民運動」

とか 「住民運動」と言われる運動があります。

これにつ きましては西部遽先生が政治形態の

観点か ら,ま た歴史的観点かち大変明快 な分

析 をなさっておられますけれ ども,わ が国で

市民運動的な活動が,原 子力に限らず公共的

施設の立地等に関 して,今 後次々と出て くる

可能性があると思います。その辺 りの ことで,

特に西欧社会 と日本の社会 との相違 とか,あ

るいは今後考慮すべ き点についてお話願いま

す。

谷ロ 今申し上げました不安 とか不信 という

問題 につ きましては,も っと掘 り下げて分析

し,か つ,払 拭するよう努めねばなりません。

25年か30年 前にわが国が原子力を始め まし

た当初の5年,10年 間は,原 子力に対 して期

待感,夢,あ るいは誇 りが充溢 していました。

それが,い まや痛み,被 害,あ るいは苦しみ,

悩み,負 担,迷 惑 とい うような事態になって

しまいました。

いず こにその原因があったか率直に申しま

す と,や は り 「本来,そ んなものはない」 と

説明 されていたいろいろな事故,ト ラブルが

起 りました。さらに,発 生後の対応がもう一

つ信頼感 を損ったことにあった と思います。

それから,先 ほど申しました地元の長期発

展に,必 ず しもつながっていないこともあり

ます。地元に長 く住んでいる人たちから見れ

ば,昔 に比べ地域の発展は十分理解 して もら

えるのですが,た だ,住 民の若返 りが進み,

豊さ,便利 さが当た り前の今 日にな ります と,

地域 との共存は,継 続的,発 展的に地元に貢

献す る形での対応が求め られます。

迷惑施設 と見 られやすい発電所 を受け入れ

た見返 りをす るのではな く,基 本的には,発

電所あるいは会社その ものが,良 き市民,良

き町民,良 き村民として,地 元 と共存共栄の

形に進んでい くのが基本ではないか と思いま

す。
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同時に,ヨー ロッパの社会 と比較 します と,

個人なり地域なり,自 分のことは 自分で責任

を持つ という自主責任体制が民主主義の基本

として根づいているのに対 して,日本の場合,

誰かのせいに し,誰 かに頼る。結局は国に頼

る,あ るいは国や電力会社 を悪者にす るとい

う傾向があ り,被 害者,加 害者的な対立意識

に陥 りやすい風潮があ ります。

逆に,自 らの町な り村を良 くするために,

自らの主体性,意 志において電力会社な り発

電所 と共存を図る一 これはうまく活用 して

い くということですが という姿勢が,本

当は民主主義の基本 としてほ しい ところで

す。現状は,他 力本願か,自 力本願かの選択

になって くるんですね。

政府が小 さい政府 を目指せば目指すほど,

政府の役割は,自 力本願で行 う住民努力を側

面からできるだけ支援するということにな り

ます。一方に,国 が地方に替わって,あ るい

は前に出てやれ という強い声も聞かれます。

しか し,私 は,原 子燃料サイクルのような全

国的な話については国が もっと積極的にやっ

たらいい と思いますが,発 電所立地の問題な

どは,国 が出過 ぎないほうが長期的には うま

く運ぶ と考 えています。

折 り合いが欲 しい

民主主義 とハイテク技術

秋山 市民 としての権利,義 務 を相伴った,

いわゆる正統的な,本 来の意味での市民運動

が,原 子力に限らず公共的施設の立地等 も含

め,育 ってほしい感 じがしますね。

谷 口 日本の歴史に都市国家がないのに市民

があ りうるか とい う根源の問題 もあ ります

が,成 熟 した民主主義が今 日のハイテク社会

といかに折 り合ってい くか ということです。

私 たちが出会 ういろいろの議論や反対運動

も,原 子力の技術体系 と日本社会の民主主義

が,と もに成熟に進む一つの試行錯誤のプロ

セスであ り,け っして否定的にとらえるべ き

ものではあ りません。む しろ,日 本型の資本

主義社会,民 主主義社会へ,そ れこそ日本の

存続にいちばんの拠 り所 となるこうしたハ イ

テクをいかに取 り込み,定 着 させ るかの問題

でして,大 げさにいいます と,人 類文化史的

な課題 との感を強 くしています。欧米型の個

人主義的色彩が強い民主主義が,け っしてい

いわけではあ りません。

古代のギ リシャです と,市 民は,基 本的な

役割 として,都 市の防衛があ り,体 を張って

やってましたが,そ こまで行かなくても,や

は り今 日の 日本流の民主主義は,ハ イテク技

術の原子力 ぐらいとは折 り合 って,こ れをう

まく活用するような方向で進んでほしいとい

う感 じはしています。

「新円卓会議」につなげたい参加者の意見

秋山 市民参加 とい うお話がありましたが,

学識経験者,産 業界の代表者に原子力推進反

対派の人も含めて,広 く国民の各分野,各 界,

各層の方々か ら原子力の今後の展開に関して

意見をお伺いする 「原子力政策円卓会議」が,

これまで11回 にわたって開催 されました。

そして,こ の会議の結論 としまして,今 後

に 「新円卓会議」 と 「高速増殖炉懇談会」の

設置も決まってお ります。この辺 を含めまし

て,お 考えや今後の役所の取 り組みなどお話

しいただければ と思います。

谷口 「円卓会議」は,私 もずうっと参加 さ

せ てもらいましたが,非 常に幅広いいろいろ
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な意見が出て,極 めて貴重な場であったと思

っています。ただ,反 対派 と称 される人たち

と,推 進の主体 になっている電力会社や動燃

の人たちとの意見が必ず しも十分かみ合 って

ない という感じは受けましたが,こ れも一つ

の試行錯誤のプロセスですか ら,ぜひ次の「新

円卓会議」につなげたいと思 っています。

われわれ としましては,原 子力委員会がこ

ういう公開の場で広 く意見 を聞 き,政 策に反

映 してい くのは非常にいいことと思っていま

す。現在,総 合エネルギー調査会の原子力部

会で今回の議論 も踏 まえた形で政策 をまと

め,引 き続 き設置され る 「新 円卓会議」では

説明したいとしています。

私が大切だと思っていますのは,さ きほど

申しました賛成,反 対 という両対極にある方

よりも,中 間的な ところで不安 とか不信 を漠

然 と持 ってい るマ ジョ リティの人たちでし

て,そ の方々の理解の増進,意 見の反映 をい

かに行 うかが,残 されたもう一つの重要な課

題 と思っています。

課題が多い原子力発電の推進

秋 山 確か に,中 間的 な立場に ある多数 の

人々が理解 を深めて下 さるこ とが大切です

ね。

ところで,今 後の原子力発電の推進には,

関係各方面で取 り組まねばならない課題がた

くさんあると思います。 これに関連 して私が

日頃感 じてお り,ま た多 くの人 も同様に指摘

している点 を簡単 に述べ させていただ きま

す。

まず,当 面の課題 としましては,今 まさに

審議官がおっしゃった,原 子力発電関係者の

側から広 く公衆にアプローチしてい くこと,

これが非常に重要だと思います。

次に,わ が国の場合,こ れまで立地は大都

市か ら離れた臨海地域に限られて きたわけで

すが,今 後の対策 としては,需 要地域の消費

者が立地の問題 をもっ と真剣 に考 えるよう

に,都 市住民への状況説明とか,あ るいは都

市側での意見 を汲み取る努力を強め ることな

どが必要だ と思います。

第三は,わ が国の原子力は,こ れまでの実

績のとお り十分安全であ りますけれども,最

近,い わゆ る 「安全か ら安心へ」 と言われて

お りますように,専 門家から見た技術的安全

から,一 般人への社会的安心へ と,考 え方の

転換も必要になっていると思います。

第四に,こ れに関連することですが,原 子

力の用語が難 しいと言われています。テクニ

カルタームも,概 念 も,普 通の言葉 に近い表

現 を心掛けていくことが必要です。多重防護

の重構造になっていることで一層分か りに く

いのですが,ソ フ ト,ハ ー ドを含めて,こ れ

らを一般市民に,も っ ともっと分か りやす く

することが大切 です。

最後に,こ れは言わずもがなですが,原 子

力に携わる人々の内部から,絶 えざる自己革

新,自 己点検による見直 しが必要です。
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これ らの取組みを積極的に進め る一方で,

中長期的には,学 校教育を通 じて若者へ,そ

して適切な情報提供 によ りマス コ ミの方々

へ,原 子力に対す る理解 を一層深めてもらう

よう働 きかけてい くことも重要です。

さらに対策の輪 を拡げて い く上では,社

会 ・政治の場や環境に西欧合理主義の優れた

面 をさらに取 り入れると同時に,東 洋文明に

根 ざした融和的な考 え方一 岡倉天心の 『東

洋の理想』 という理念がありますけれども,

これらを複眼的に把 えなが ら,あ るいは両者

を巧みに ミックスしていくことも必要か と思

います。

これ らのことを含めまして,ご 意見 を伺い

たい と思います。

重要 となる中間層の意見の吸い上げ

谷 口 今,秋 山理事長が言われたことで,付

け足すことはありません。やは り,広 く国民

な り市民の声を聞 くことでいちばん難 しいの

は,不 安や不信 を持 ちながらもサイレン ト・

マジョリティが,な かなか明示的な明確 な声

を発 して くれないことです。

このマジョリティに対 して,マ スメディア

と反対派が主なる情報供給元 という状況は,

特 に改善が必要なところです。多数 を占める

中間層の人たちにいかにうまく語 りかけ,そ

の意見を聞 くかが,出 発点でありポイン トで

あると思っています。そのプロセスで,透 明

性の維持 と情報の公開により,で きるだけ不

安,不 信を解消 してい くことが大切 です。

これらは,言 うは易 く,行 うは難 しの問題

ですが,今 後,ぜ ひ思い切って進めたいとこ

ろです。

地元の長期発展対策などの支援を

谷 ロ 私 どもも,最 近,電 力消費地の東京や

大阪といった大都市 と発電立地地域 との対話

を進めようということで,知 事レベルから実

務者 レベルまで含めて,い ろいろな形での集

団方式による対話の場 を設けております。「一

日資源エネルギー庁」は,ま さにそれその も

のです。

ここでお話 してお きたい一つの大事なポイ

ン トは,巻 町の一人当た りの電力消費量が東

北で一番高 く,東 京の平均 よりも高いという

ことです。これは,巻 町が新潟のベ ッ トタウ

ン化が進み,住 民に比較的裕福 な若い世代の

カップルが増えたとい うこ ともあるようで

す。 また,柏 崎や浜岡などの比較的アクセス

のいい発電地域は,行 かれると実感すると思

いますが,す でに立派な都市になってお りま

す。豊かさ,情 報化の進展,交 通手段の改善

などにより,日 本全国が多元的な多様な都市

の集合体 にな りつつあり,そ のような状況変

化の下 での電源地域振興には,長 期的持続的

な地域の振興 ・発展 という視点が求められる

ことになります。

これまで通産省で採 ってきた立地促進策の

柱は,電 源三法に基づ く交付金ですが,交 付

期間が発電所の稼動後5年 間という期限付 き

であることから,「釣 った魚には餌 はや らな

い」という椰楡 もされました。今度,発 電所

の運転期間中は40年 でも50年 でも継続交付す

る 「長期発展対策交付金」 という制度の導入

を検討 してお り,立 地の促進にもっと知恵を

出したいと思ってお ります。

大事な点は,今 や豊かな時代だ,リ アルタ

イムでボーダー レスな情報の時代だ,と い う

第19巻 第4号(1997)
一13一



ことを前提にして,地 域の長期発展のための

知恵を出していくことだ と思 っています。

技術革新については,継 続的,発 展的革新

がおっしゃるとお り大事ですが,こ れは技術

プロパーの問題ではな くて,社 会的ファクタ

ー,あ るいは社会 とのインターフェイスを取

り込んだ革新でない と,こ れから時代の要請

に応えられないとい う感 を強 くしてます。

エネルギー分野の国際展開

秋山 ここで話が変わりますが,次 に,ま す

ます進展するエネルギー分野の国際展開につ

いてお話を伺いたい と思います。

資源エネルギー庁や関係機関 を中心に,電

力 ・ガス等の海外事業展開,ア ジアにおける

民活 インフラ事業,さ らに国際協力 といった

キー ワー ドでの各種の委員会,懇 談会が活発

化 しているとの印象 を持 ってお ります。

審議官は,こ れまで広 く国際社会の場で活

躍 されてこられました。そのときのご経験 を

もとに,こ のあたりについてのお話を賜 りた

いと思います。

先ず自分 自身にいいものを持つこと

谷 口 国際 化 時 代 に お け る 日本 の 役 割,国 際

化 へ の 対 応 とい うこ とは,よ く取 り上 げ られ

て い る とこ ろ で す が,「 国 際 化 」と い う言葉 自

体 は,日 本 に しか あ り ませ ん 。 英 語 の"lnter・

nationalization"は あ る に は あ って も,あ ま り

通 用 し な い 言 葉 です 。

私 は,国 際 化 の対 応 で い ち ば ん 重 要 な の は,

日本 自身 が 明確 な独 自性 を持 ち,そ れ を分 か

りや す く主 張 す る,ま た 主 張 で き る こ とだ と

考 えています。そういう意味で,顔 とか姿が

見える日本の文化や価値観に,さ らに技術 ・

エンジニア リングの基本的思想 を含 めまし

て,確 とした独 自性,主 体性 を持つことが,

国際舞台で世界 と共存してい く第一歩 と考 え

ます。

共存の中には,当 然,競 争 と協力とがあり,

ときにはケンカも必要ですが,や はり相互に

理解 し合 うためにも,自 分 自身が しっか りし

ていることと,自 分の ものを持っていて,か

つ,分 か りやす くできるだけ普遍的な言葉で

話せ ることが基本 と思っています。国際化の

対応を急 ぐより,足 元 を固めることが第一で

す。

共存す るためには,相 手 と交換できるいい

ものを,自 分 自身が持っていないといけませ

ん。図体ばか りが大 きいが,主 体性がなくフ

ワフワ,フ ラフラして受け身で,あ っちで叩

かれ,こ っちで叩かれというのがいちばん良

くない という感 じです。

と同時に,や はり多様性 とか異質性に対す

るきめ細かな思いや りも大切で,日 本は長い

発展の歴史のなかで,異 質なものに対 して極

めて寛容でないところがありました。

これは,今 後,革 新的,創 造的な技術や企

業を育成す るにも,か な り根本的な問題だと

みています。乱暴な言い方をします と,日 本

の社会は,安 全面でも経済面でも,今 まで非

常に恵 まれた温室の中に置かれてきており,

そ ういう意味での温室効果により,勤 勉では

あるが 自分の世 界に閉 じこもりやすい傾向が

あ ります。思い切って温室か ら飛び出す,あ

るいは温室の窓を開けて,外 に向け開かれた

対応をしてい くなかで生き残るには,自 分 自

身がいいものを持っていることに尽 きると思
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い ます 。

バ ックァップ したい

電気 ・ガス業界の海外進出

谷ロ そういう観点か らは,日 本の電力 ・エ

ネルギーの分野は,コ ス ト面を別にして,環

境対策,安 全対策は もちろんのこと,す でに

非常にいいものを持っていると思います。

ですから,日 本の企業がこれか らアジアに

進出すれば,そ れぞれが持ついいものを世界

の市場,ア ジアの市場に出すことになります。

そのとき,善 意の経済協力だけではな く,ビ

ジネスとしてのや り取 りが,新 しい相互依存

関係 をつ くり,国 際化 を進める上での基本的

な手段であるわけですので,エ ネルギー産業,

企業は,も っと積極的な進 出を図ってはと思

います。

電力業界 ・ガス業界 とも,こ れまで,地 域

独 占とい う性格 を持つ公益事業であるという

ことから,事 業展開を国内に止めがちな面が

ありました。世界のエネルギー市場は,電 力・

ガス市場 も含めて,い まや急速に,ダ イナ ミ

ックなグローバル化が進行 しています。電力

業界 ・ガス業界は,そ のような認識の もと,

最近はむ しろ通産省の予想す る以上に,産 業

界のイニシアティブをもって,ア ジアを中心

とする世界への進出を望 んでいるとみていま

す。

これには,地 球環境面,セ キュリティ面か

ら,国 内エネルギー消費はもはや大巾に伸 ば

すべ きではないという社会環境があ り,企 業

はそれぞれが持つ優秀な人材の活躍舞台をア

ジア,世 界に広げたいという背景 も出てお り

ます。高い授業料 を払い,失 敗 もあるとは思

いますけれ ども,通 産省 も,そ ういう民間の

イ ニ シア テ ィ ブ に よ る 国 際 進 出 を,最 大 限 バ

ッ クア ップ して い き た い と思 っ て い ます 。

グローバルな貢献と

対アジアの二国間協力を

秋山 先ぼ どご指摘のように,ア ジアは今後

の長期的かつ広域的な時代の流れのなかで,

非常に重要性 を増 してまい ります。その中で

の日本の役割や西欧諸国の進出の動向を見極

めてお くことは,こ れまで以上に大事 なこと

になるで しょう。

そうした状況の中で,「総合エネルギー調査

会原子力部会」で も近隣アジア地域 を視野に

含めた国際協力を積極的に推進す ることが重

要だ と指摘 しています。

そこで,原 子力についての国際協力の現状

と今後の協力に当っての指針などについてお

聞かせ いただければと思います。

谷 口 原子力分野の国際協力機関は,ウ ィー

ンにあるIAEA(国 際原子力機関),先 進国

問だけです とパ リにあるNEA(原 子力機

関),そ の他,産 業界,学 会の協力機関を含め

ます と,非 常にた くさんあ ります。最近では,

新設よりも長期稼動中の発電所が増えて運転

時の安全問題 に注 目が集 まるよ うにな り,

WANO(世 界原子力発電事業者協会)と いう,

共有す る運転経験 をもとに改善,向 上を図る

機関が非常 に活躍 しています。 日本は,こ れ

らの機関に対 して,技 術面 とそれにも増 して

財政面で,積 極的な貢献 をしてお ります。

従来,先 進国との関係が うまく行かぬが故

にアジアに向かう,と いう発想 もありました

が,私 はそれは絶対にうまくいかないと思い

ます。アジアの人たちは,依 然 として,日 本

よ りは欧米の社会 に尊敬,敬 意 を表してお り,
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ヨー ロッパやアメリカとさえうまく協調でき

ないものが,日 本が歴史的に非常に複雑な過

去 を抱えるアジア との関係をうまくこなせ る

わけがありません。

岡倉天心流にいいます と"ア ジアは一つ"

なのですが,実 態は,文 化人類学者が言って

いますように,ア ジア ぐらい多様で,か っ,

各地域が孤立している地域はないのです。 そ

この全体 をまとめてい く,あ るいは引っ張っ

てい くことになりますと,大 変な努力 と力量

が必要 とな ります。む しろ,先 進国 と一緒に

なって,グ ローバルな観点から多様な対応を

してい くのが,二 国間の きめ細かい対応と併

せて,重 要か と思っています。

ま と め

重 要 な2つ の 「カ ル チ ャ ー」

「セキ ュ リテ ィ」 と 「イ ノベ ー シ ョン」

秋 山 最後に,こ の対談のメインテーマは,

「原子力開発 と21世紀を迎 えてのエネルギー

戦略」であ りました。

ここで 「戦略」 という言葉を使 って,今 後

の基本方針を議論する場合に,そ もそも戦略

的な思考,あ るいは戦略的な計画 と行動につ

いて,我 が国は西欧諸国からまだまだ学ぶ点

が多いと思います。

これらも含め まして,エ ネルギー問題 に関

する戦略的観点から,今 後の心すべ き方針,

あるいはそれに沿った具体的なアクションに

ついてお話 しいただきたいと思います。

谷ロ 私は,日 本社会 の特徴は,最 初に申し

上げましたように,"安 全 と水はタダ"と いう

考 えがあ ります とともに,地 震 とか台風等の

自然災害にしば しば襲われて,諦 め,空 しさ,

はかなさの境地 も一方に抱いていると見てい

ます。逆に,立 ち直 りの速さも持 っていると

思っています。

その ような見方で申します と,論 理的な言

葉や思考 を重視 し,か つ,石 の文化で長い間

社会を築いてきたヨーロッパの歴史に比べ ま

す と,日 本の文化はなかなか戦略 というもの

に馴染みに くく,特 に長期の大 きな戦略をつ

くるの を不得手 とす る面があ るか と思いま

す。

西欧の一般的な戦略には,自 然や外界 と対

決 しながら人間や 自分 としての主張 をしてい

くという戦略が基本にあるとしますと,日 本

の戦略は,む しろ自然や世界 と調和 しなが ら

自分たちの和 を求めてい くところがあ り,全

体 として うま くやってい くという方向です。

これは,ま あ戦略というより,自 然体に近 く,

無作為の作為 というような ところ もあ りま

す。そういう日本の伝統のなかにいい面 も相

当あるか という気 もしています。

戦略は,や は り先ほど理事長が言われまし

た欧米的な伝統のいいところと日本的なもの

とを融合させ,特 に自然 との関係 も入れ,資

源問題,セ キュ リティ問題 も含めて,21世 紀

に向けまさにグローバル化 した経済の下で,

資源 と技術 とを前提に模索 してい くことと思

います。

そのなかで,非 常に重要 なのは,先 ほ ど申

しました 「セキュ リティ」に関す る 「カルチ

ャー」です。原子力では 「セーフティ ・カル

チャー」が厳 しく言われ,安 全をきめ細か く

追究 して きました。これからは,「 セー フテ

ィ・カルチャー」を前提 としつつ,「 セキュリ
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テ ィ 」 に 観 点 を置 い た 「カル チ ャー 」 を 醸 成

して い くこ と,さ らに そ の 補 完 と し て,常 に

技 術 や 経 営 の 革 新 を 目指 す 「イ ノ ベ ー テ ィ

ブ ・カ ル チ ャー 」 を合 わせ 持 つ こ と です 。

「セ キ ュ リテ ィ ・カ ル チ ャー 」 は
,ど ち らか

とい い ます と,現 状 を変 えず,持 続 させ る と

い う観 念 です が,「 イ ノベ ー テ ィ ブ ・カ ル チ ャ

ー 」 は
,状 況 を変 え て い く力 で す 。 ヨー ロ ッ

パ で は,意 識 的 に 自然 や 外 界 と対 決 しな が ら

変 え て い く とい う伝 統 が 結 構 強 い の です が,

日本 の 場 合 は,周 囲 との 和 を重 ん じる伝 統 の

な か で,自 ら立 ち 向 か い 積 極 的 に 変 化 を求 め

る こ とは,少 なか っ た の です 。 最 近,異 質 の

もの を大 事 に す る こ と と合 わせ,こ れ らが 重

視 され る よ う に な りま した。

「セ キ ュ リテ ィ ・カ ル チ ャー 」 と 「イ ノベ ー

テ ィブ ・カ ル チ ャ ー 」,こ の二 つ は,エ ネ ル ギ

ー 戦 略 に は と りわ け 重 要 とみ て い ます 。

秋 山 審議官 と全 く同感です。

それぞれの国家民族集団が,自 然環境や他

の国家民族集団の中で生存 と独立主権を確保

し,そ の理念 とす るところの実現を可能にす

る総合的な力が,カ ルチャー,す なわち文化

だ といわれています。そういう意味では,ま

さに戦略 とは文化だということになります。

大雑把なまとめにな りましたが,今 おっし

ゃった 「セキュリティ ・カルチャー」 と 「イ

ノベーティブ・カルチャー」,こ の概念をわが

国に定着 させ,審 議官のご指導により,そ の

理解が国民の中により一層滲透するのを念願

してお ります。

それでは,予 定の時間にもな りました。 こ

の辺で本 日の対談 を終 了させていただきたい

と思います。長時問いろいろとお話をお聞か

せ いただき,ど うもありがとうございました。

第19巻 第4号(1997)
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〔寄 稿〕

古'日
同温ガス炉 と原子力エネルギー利用の拡大

安 成 弘(東 京大学 名誉教授)

・、 帰 》,1・ 〉.,)".・tS.、 ・ 、,'♂・/:・},蔦't::t>`',、 、

1.高 温ガス炉導入の意義

世界の人口は,現 在,58億 入 を超 えている。

今後,先 進国では人口増加は僅少であるか,

むしろ減少傾 向す ら見られるが,一 方開発途

上国では急速に増加する故,21世 紀半ばには,

約100億 人に達するであろうと予測され る。開

発途上国では生活 レベルも格段に向上すると

考えられる。このような21世 紀においては,

経済 ・社会の発展,エ ネルギー問題,環 境問

題を,互 に矛盾することな く解決する方策の

確立が,人 類社会の平和維持 と福祉向上のた

めに,心 須のものである。

特に,エ ネルギー問題に着目すると,石 油・

石炭 ・天然ガスの利用は,酸 性雨や地球温暖

化のごとき環境問題を誘発するものであ り,

水力エネルギーもまた新規立地の限界や 自然

環境への影響が懸念されている。 また,太 陽

光利用等の新エネルギーについても,利 用効

率や経済性向上のためなお多 くの要素技術の

開発が必要であると言われてお り,量 的にも

多 くを望む ことは困難であろう。

一方,原 子力エネルギーは,環 境への負荷

が少な く,既 に開発されている技術 レベルや

利用可能な資源量 を考慮す ると,も ちろん,

安全性や経済性の一層の向上が望 まれるが,

上述 した課題に現実に応え得 るものとして期

待される。それ故,原 子力エネルギーの利用

を,更 に拡大することが望 まれる。

ところで,原 子力エネルギーの利用形態 と

しては,電 力利用 と非電力(熱)利 用 とがあ

る。我々が消費するエネルギーの中で電力の

割合は,日 本を例にすると現在約40%で あ り,

電力の うち原子力発電によるものは,現 在 日

本の場合30%程 度である故,原 子力エネルギ

ー を電力利用のみに限るとすれば,消 費エネ

ルギーのうち約12%が 原子力によることとな

る。それ故,原 子力エネルギー利用を拡大す

るためには,電 力利用のみならず非電力(熱)

利用を推進することが大切 となる。

上述の ような原子力エネルギー利用の拡

大 を可 能 にす る もの と して,高 温 ガ ス炉

(HTGR,HighTemperatureGas-cooled

Reactor)が 注目される。その理由について

は,以 後の章で詳述するので,要 点のみを以

下に記述する。

① 原子炉出口冷却材温度が高いので,発

電の熱効率を高 くすることができる。 ま

事務局注:本 稿は,㈲ エネルギー総合工学研究所が開催 した 「第136回 月例研 究会」(平成8年5月)に おける講演

内容 を,本 誌への掲載 のため文章化 していただいたものです。
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た,高温の熱利用が可能 となり,原子力の

利用分野がより広 くなると期待される。

② この型式の炉の特徴 として,固 有の安

全特性が高 く,原 子炉の立地可能地域が

拡大される可能性がある。

③ ユニ ット当りの出力が大 きくない,い

わゆるモジュール型式の炉 を採用す るこ

とにより,エ ネルギー需要に対 し,柔 軟

性 をもって対応できる。

高温ガス炉の実用化,高 度化のためには,

高温材料,種 々な熱利用技術,高 温ガス炉用

ガスタービン等についての研究開発が必要で

あり,こ れ らの研究開発からの成果は,高 温

ガス炉のみならず,広 く他の分野への波及効

果があると見込 まれる。

最後に,高 温ガス炉導入に関 して,以 下の

ことを述べる必要がある。高温ガス炉の導入

は,軽 水炉 ・高速炉路線 と矛盾す るものでは

なく,高 温ガス炉は,そ の特徴,利 用分野,

利用地域か らみて,軽 水炉 ・高速炉路線 と相

補的なものであ り,軽 水炉 ・高速炉路線 との

適切な組合 わせにより,原 子力エネルギー利

用に貢献するものである。

2.高 温 ガ ス炉 の コ ン セ プ ト

(1)燃 料

高温ガス炉の燃料は,図1に 示す ような被

覆粒子燃料であ り,中 心に燃料核,そ のまわ

りを,低 密度熱分解炭素,高 密度熱分解炭素,

炭化ケイ素または炭化ジルコニウム,高 密度

熱分解炭素の層で被覆する。被覆粒子燃料の

直径は約1mmで ある。粒子燃料の被覆の役割

りを,表1に 示す。

粒子燃料で燃料要素 を作る場合,図2の よ

うに,球 状のいわゆるペブル型燃料 とす る場

合 と,図3の ようにブロック型燃料 とする場

合がある。後者の場合は,ま ず燃料 コンパク

トを作 り,次 に燃料棒,更 に燃料体 を作 る。

現在,ペ ブル型燃料 を使用する炉とブロック型

燃料 を使用する炉の2種 類が存在 している。

(2)炉 心

炉心構造体 は黒鉛である。図4に,ブ ロック

型燃料 を使用する高温ガス炉の例 として,モ

ジュール型高温ガス炉(MHTGR,Modular

高密度熱分解炭素
(PyO層)

炭化ケイ素(Sio層)

低密度熱分解炭素
(PyO層)

燃料核

(出典:E.E.ル イス著,原 子炉 の安全工学 上巻)

図1被 覆 粒 子燃料 の構 造

表1被 覆 の 役 割

構造物質
密度

(9/c㎡)
被覆の役割 備 考

燃 料 核 一 一 直径は数百μm

低密度熱分解炭素 ・核分裂破損の防止 多孔質である

(PyC層) 1.0～1.2 ・核分裂ガスの保持 緩衝層とも呼

・スエリングの吸収 ばれる

高密度熱分解炭素 1.8～1.9 低密度の熱分解炭素

(PyC層) 層を透過しやすい核

分裂ガスや核分裂生

成物の透過防止のた

め

炭素ケイ素 一
Cs,Ba,Srな ど の透

(Sic層) 過しやすい核分裂生

成物の透過防止のた

め

(参考文献(4)中の図よ り改作)
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HighTemperatureGas-cooledReactor)の

炉 心 の平 面 図 を示 す 。 炉 心 部 は,図3に 示 す

よ うな 燃料 体 が装 荷 され て い る。 反 射 体 は黒

鉛 で あ る。 ペ ブ ル 型 燃 料 炉 心 で は,反 射 体 の

内側 にペ ブ ル型 燃料 が 装 填 され て お り,炉 心

構 造 は単 純 で あ る。

直径60mm

〆嘩

黒鉛殻

黒鉛マ トリックス

被覆粒子燃料

(出 典:HTR-GmbH社 パ ン フ レ ッ ト)

図2ペ ブ ル 型 燃 料

高 温 ガ ス炉 の 燃 料 核 は,通 常 二 酸化 ウ ラ ン

で3～10%程 度 の 濃 縮 ウ ラ ンが 使 用 され る。

もち ろん,プ ル トニ ウ ム を燃 料 とす る こ と も

可 能 で あ る。 ま た,ト リウム を使 用 し,ウ ラ

ン ー233を 作 る こ と を 目指 す 設 計 もあ る。

制御棒

チャンネル
(内側6,外 側24)

内側反射体

外側反射体

(出典GA社 パ ンフレッ ト)

図4MHTGR炉 心平 面 図

燃料核
二酸化ウラン

(ウラン ・トリウム
混合酸化物)

炭化ケイ素(または
炭化ジルコニウム)_魎

量噛
φ26mm

燃料コンパク ト

震約1mm
被覆燃料粒子 躊

被覆燃料
粒子
＼黒鉛素地
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(出典:高 温工学試験研 究の現状,日 本原子力研究所,1996年)

図3ブ ロ ッ ク 型 燃 料
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(3)冷 却 材

冷 却 材 と して は ヘ リ ウム が 使 用 され る。 ヘ

リウ ム は 不 活 陸の 気 体 で,伝 熱 特 性 も よ く,

単 相 の 冷 却 材 と して 高 温 ガ ス炉 に 最 適 で あ

る。 主 要 設 計 項 目 と して,わ が 国 の 高 温 工 学

試 験 研 究 炉(HTTR,HgihTemperature

EngineeringTestReactor)の 例 を,表2に

示 す 。

表2HTTRの 主要設計項目

項 目 仕 様

原子炉熱出力 30MW

冷却材 ヘ リウ ム ガ ス

原子炉冷却材温度
(入口/出口)

395/850～950℃

1次 冷却材圧力 4MPa

炉心構造材 黒鉛

炉心有効高さ 2.9m

炉心等価直径 2.3m

出力密度 2.5MW/m・

燃料
二酸化ウラン

(被覆粒子/黒 鉛分散型)

ウラン濃縮度 3～10wt%(平 均6wt%)

燃料体形式 ブ ロ ッ ク型

原子炉圧力容器 鋼製(2%Cr～1Mo鋼)

主冷却回路数 1ル ープ(中 間熱交換器及び
加圧水冷却器)

(出典:高 温工学試験研究の現状,日 本原子力研 究所,1993)

(4)炉 型

高 温 ガ ス炉 の 炉 型 は,初 期 に は 大 型 炉 指 向

で あ っ た が,近 年 は,通 常 は,モ ジ ュー ル 炉

型 式 で あ る。1つ の モ ジ ュ ー ル に つ い て,

MHTGRを 例 と し て記 述 す る。MHTGRの1

モ ジ ュー ル の 断 面 図 を図5に,そ の 鳥 瞼 図 を

図6に 示 す 。 更 に,主 要 な 設 計 値 を表3に 示

す 。 ま た,1モ ジ ュ ー ル の 系 統 図 を 図7に 示

す 。 本 設 計 で は,1モ ジ ュ ー ル 当 りの 熱 出 力

は350MWで あ り,炉 心 出 口ヘ リウ ム 温 度 は

687℃ で,そ れ ほ ど高 温 で は な く,発 電 系 も蒸

気 ター ビ ン を用 い て い る。

(5)プ ラ ンF・ シ ス テ ム

小 規 模 発 電 か ら広 範 な 電 熱 併 給 ま で,そ の

使 用 目的 に よ っ て,種 々 の シ ス テ ム 構 成 が考

え られ る。 ま た,発 電 に 関 して も蒸 気 ター ビ

ンに よ る もの,ガ ス タ ー ビ ン に よ る も の が 可

能 で あ る。 モ ジ ュー ル 型 高 温 ガ ス炉 プ ラ ン ト

の代 表 的 な もの と して,MHTGRプ ラ ン ト・

シス テ ム とHTR-Mプ ラ ン ト・シス テ ム に つ

い て 記 述 す る。 表3にMHTGRとHTR-M
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①地表レベル
②ボロンホッパ
③環状炉心
④原子炉容器
⑤原子炉キャビティ冷却系(RCOS)
⑥炉心支持体
⑦停止時冷却系熱交換器
⑧停止時冷却系循環機

◎原子炉キャビティ
⑩給水
⑪伝熱管
⑫蒸気発生器容器
⑬過熱蒸気
⑭主循環機
⑮連結容器
⑯制御棒駆装置

(出典:GA社 パンフレッ ト)

図5MHTGRモ ジュー ルの 断面 図
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についての主要項目データを示す。1979年 に

発生 したス リー ・マイル ・アイラン ド原子力

発電所(TMI)2号 機の事故の教訓により,

米国では,よ り高い固有の安全性を有する中

小型炉に関心 を持つようになった。MHTGR

はその例である。電気出力約135MWの ユニ

ットをモジュール とす る約540MWの 発電プ

ラン トである。原子炉を小型化 し,炉 心出力

密度 を低 く押 さえ,か つ,受 動的,固 有な安

全特性により,安 全性の向上 をはか るととも

に,モ ジュラー化 による建設期間の短縮,シ

ステムの単純化等による建設費の低減,原 子

炉 と蒸気発生器のサイ ド・バイ ・サイ ド配置

等による保守性の向上 を目指 している。

HTR-Mは,西 独で開発が進められたモジ

ュール型高温ガス炉プラン トであ り,発 電 ・

蒸気併給を目的 としている。HTR-Mの 燃料

はペブル型燃料 である。図8に,HTR-Mの

系統図を示す。

また,ガ スター ビンを使用するシステムで,

屋根(高さ72'-6")
一

　 　

ld

(出典:DOE-HTGR-87-092)

図6MHTGRモ ジ ュ ー ル の 鳥 磁 図
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米 国 で 検 討 さ れ たGT-MHR(GasTur-

bine-ModularHeliumReactor)の 概 念 図

を,図9に 示 す 。

3.高 温ガス炉の特徴

高 温 ガ ス炉 は,燃 料 に被 覆 燃 料 粒 子 を用 い

て い る の で,高 温 に お け る核 分 裂 生 成 物(FP,

FissionProducts)の 保 持 性 能 が 高 い。そ の 理

由 は,2.(1)燃 料 の と こ ろ で 説 明 した よ うに,

セラ ミックの多層被覆粒子であ るか らであ

る。実際の試験結果を図10に 示す。 この図に

示されているように,燃料の温度が1,600℃ 位

まではFPの 放 出は殆んど起っていない。これ

はSiC被 覆の場合であるが,最 近行われてい

るZrC被 覆の場合には,更 に高温度までFPの

放出は殆ん ど生 じないことが実験で確かめ ら

れている。

高温ガス炉は出力密度が低 く,炉 心の熱容

制御棒駆動機構/
燃料交換スタンドパイプ

ρ

停止時
熱交換器

停止時
循環機

脱塩器

給水加熱器

(出典:GA社 パ ンフレッ ト)

図7MHTGRの 系 統 図
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表3モ ジュー ル型 高温 ガ ス炉 の 主要 デー タ

項 目 HTR-M MHTGR

基本データ

プラン ト総熱出力 200MW(th)×2 350MW(th)×4

発電端出力 160MW(e) 538MW(e)
一プロセス蒸気生産量最大 72MW(e) 一

一プロセス蒸気生産量最小 124MW(e) 一

プロセス蒸気生産量

一最大 115kg/s 一

一最小 47kg/s 『

プロセス蒸気 温度/圧力 17bar/272℃
一

原子炉(1モ ジュール)

燃料要素形式 球状燃料(ペプル) ブロック燃料

燃料要素数 360000 66カラム×10段

燃料要素寸法 外径6cm 面 間36cm
×高さ79.3cm

装荷方法 マルチパス バ ッチ交換

1次冷却材 ヘリウム ヘ リウム

定格ヘ リウム流量 85kg/s 157kg/s
ヘ リウム温度 250/700℃ 259℃/687℃

ヘ リウム平均圧力 60bar 64bar

平均炉心出力密度 3.OMW/m・ 5.9MW/m・

蒸気発生器(1モ ジュール)

主蒸気圧力(SG出 口) 190bar 173bar

主蒸気温度(SG出 口) 530℃ 541℃

主蒸気流量 77kg/s 137kg/s
給水入口温度 170℃ 193℃

(出 典:NuclearEngineeringandDesign

Vol.121,No2及 びDOE-HTGR-87-092,1987)

量が大 きいので,種 々の異常事象に対 して炉

心の温度変化が緩慢 になる。図11に,軽 水炉

と高温ガス炉の比較を示す。ここに示 されて

いるように,高 温ガス炉の出力密度は軽水炉

の約1/10で,熱 容量は約5倍 である。ただし,

熱容量については,高 温ガス炉では,FP放 出

の観点から1,600℃ まで,軽水炉では冷却材の

蒸発潜熱も含めている。例 として配管破断に

よる冷却材喪失事故(高 温ガス炉では,減 圧

事故の一種 となる)の 場合,高 温工学試験研

究炉では,図12の ような温度挙動 となる。

高温ガス炉は,減 速材に黒鉛を用いている

ので,即 発中性子寿命は0 .5msec程 度で長い。

また,反 応度の温度係数 は,負 側に大 きい。

さ らに,燃 料 は 減 速 材 で あ る黒 鉛 中 に 分 散 さ

れ て い る。 従 って,大 き な反 応 度 が 付 加 さ れ

て も,出 力 上 昇 の 巾 は小 さ く抑 え られ る。 ま

た,燃 料 温 度 や 炉 心 温 度 の 上 昇 も小 さ い。 こ

れ ら の こ とは,西 独 の 高 温 ガ ス 炉(AVR,

ArbeitsgemeinschaftVersuchsReaktor)に

お け る制 御 棒 引 抜 き実 験 に よ っ て,確 か め ら

れ て い る。 図13に,結 果 を示 す 。

炉 心 は黒 鉛 で 構 成 さ れ て お り,被 覆 粒 子 燃

料 を使 用 して い る の で,実 際 上,炉 心 溶 融 の

心 配 は な い。

ヘ リウ ム は化 学 的 に 不 活 性 で あ り,燃 料 や

構 造 材 との化 学 的 相 互 作 用 が 少 な い 。 ま た,

ヘ リウ ム,黒 鉛 は放 射 化 され に くい 。そ れ 故,

従 業 者 の 被 曝 線 量 が小 さ くな る。 図14に,炉

型別 の 被 曝 線 量 を示 す 。 ま た,放 射 性 廃 棄 物

の発 生 量 も少 な くな る。

高 温 の熱 が供 給 で き るの で,熱 の 利 用 効 率

が 高 くな る。 ス チー ム ター ビ ン発 電 の 場 合 の

熱 効 率 は約40%,ガ ス ター ビ ン の場 合 は,50

%近 くに な る。 更 に,コ ・ジ ェ ネ レー シ ョ ン

や 熱 の カ ス ケ ー ド利 用 を行 うこ とに よ っ て,

発 生 熱 の 全 体 の 利 用 効 率 が 上 り,約70～80%

の 利 用 効 率 に な る と言 わ れ て い る。

黒 鉛 は 中性 子 の 吸 収 が 少 な く,ヘ リウ ム 中

で 殆 ん ど腐 食 さ れ る こ とが な い 物 質 で あ る

故,燃 料 を長 期 間 燃 焼 させ る こ とが で き る。

実 績 と して,AVRで 最 高燃 焼 度137,000MWD/t

を達 成 して い る。100,000MWD/tは,そ れ ほ

ど 難 し く な く,将 来 は,150,000～200,000

MWD/tが 目標 とな っ て い る。ま た,炉 心 構 造

を ほ とん ど変 更 す る こ とな く,プ ル トニ ウ ム

や ト リウム を燃 料 と して使 用 で き る。 なお,

生 成 され たプ ル トニ ウ ム は,90%近 くま で炉

内 で燃 焼 す る とい わ れ て い る。
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田

'譲

②ーー

① 高温ガ ス炉

② 蒸気発生器

③1次 系循環機

④ 高圧 ター ビン

⑤ 中圧 ター ビン

⑪ ⑩

⑥ 低圧 ター ビン

⑦ ギアユニ ッ ト

⑧ 発電機

⑨ プロセス蒸気加熱器

⑩ 復水器

⑪ 主復水器ポンプ

⑫ 給水 タン ク

⑬ 主給水ポンプ

⑭ 冷却塔

⑮ 主冷却水 ポンプ

(出 典:NuclearEngineeringandDesignVoL121No2(1990))

図8HTR-Mプ ラ ン ト系 統 概 念 図

原子炉容器

ヘリウム

原子炉入口

ヘリウム

原子炉出口

(出典:GA社 パンフレッ ト)

図9GT-MHRの 概 念 図
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(出典:原 子炉 の夢 をひろげる高温ガス炉,日 本 原子力研 究所)

図10燃 料 の健 全性 試 験結果(温 度 と破 損割合)
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図11高 温 ガ ス 炉 と軽 水 炉 の 熱 容 量 及 び 出 力 密 度 の 比 較
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高温ガス炉 は,上 述のごとく,FPの 保持能

力,冷 却系機能喪失時や反応度即加時におけ

1600

1400

1200

温
璽10009

800

600

400

200
02040日090100

経過時間(h)

(出典:HTTR資 料,日 本原子力研究所)

図12一 次冷却材喪失事故(減 圧事故)時 の燃料最高温度と

原子炉圧力容器最高温度の挙動(HTTR)

る原子炉挙動に示されているように,高 い固

有の安全性を有 している。 また,以 下に記述

す るような受動的崩壊熱除去 も可能である。

図15に,MHTGRの 場合の受動的原子炉 キャ

ビティ冷却系 を示す。更に,こ の冷却系 も作

動せず,全 ての流路 も完全に閉鎖されて も,

コンクリー ト保護用の熱遮蔽が保持 されてい

る場合 には,熱 はコンクリー ト壁から土壌へ

と伝達放散され,燃料および炉容器の温度は,

許容温度以下におさえられることが,解 析に

より示されている。

4.高 温ガス炉の利用

(1)エ ネルギー利用上の新たな可能性

高温ガス炉は,既 述のとお り,1,000℃ 近い

高温の熱 を取 り出す ことが可能である故に,

熱エネルギーの利用範囲が,他 の種 類の原子

炉 よりも広 くなる。図16に,種 々の分野で利

用される熱エネルギーの温度条件を示す。

発電については,冷 却材の原子炉出口温度

1200

1100

1000

Illll響

一

燃料最高温度

一ヂ マ… 一 一 刷""}"一 一…-
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(出典:AVR資 料,ユ ー リ ッ ヒ研 究所)

図13AVRに お け る制 御 棒 引 抜 き 試 験 に お け る 燃 料 最 高 温 度 な どの 変 化
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図14放 射 線 業務 従事 者 の線量 当量(炉 型別)
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図15MHTGRの 受動 的 崩壊 熱 除去 システ ム
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温 度(℃)
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セ メン ト・ガ ラス製造 〔=====⇒ 〉

(出典:参 考文献(1))

図16各 種産 業 で使用 され る熱エ ネル ギー の温 度条件

が高いので,蒸 気 タービンの場合でも熱効率

が上昇するが,ガ スター ビンを使用すれば,

更に高い熱効率 となる(850℃ で約46%に なる

との試算もある)。 ガスタービンその ものは,

既に火力発電の分野でも花形 とな りつつある

が,高 温ガス炉 とガスター ビンとの組合せに

関 しては,西 独における過去の経験などをふ

まえて,な お研究 ・開発すべ き課題が多いと

いわれている。

非電力分野での高温ガス炉の利用について

は,紙 数に限 りがあるので,そ の代表的なも

のを,以 下に,簡 単に紹介する。

化石燃料を水蒸気改質 して,取 扱いが容易

でクリーンな燃料に転換する方法が開発され

ているが,こ こで必要 とする熱エネルギーに

高温ガス炉か らの核熱が利用される。水蒸気

改質法は,原 料である炭化水素 と水蒸気 を触

媒のもとに高温下で反応させ,H2,CO,CO2,

CH4,H、0か らなる合成ガスを得る方法で,こ

の合成ガスからさらに改質 して,水 素あるい

はメタノール等を製造することができる。原

子炉からの熱の温度が低 くなると,水 蒸気改

質プロセスへの利用率が急に低下するので,

原子炉か らの冷却材温度が高いことが必須条

件である。

高温での水素製造法の一つ として,高 温水

蒸気電解法があるが,こ れに対する高温ガス

炉 の利用が考 えられている。 この方法 は,

900℃ 位の高温水蒸気を,固体電解要素を用い

て水素 と酸素に電気分解する方法である。 こ

の電解法は,高 温で水蒸気を電気分解す るの

で,電 気エネルギーが少なくてよい。 また,

固体電解質型燃料電池の技術が利用できるな

どの特徴がある。高温ガス炉により高温の水

蒸気の供給 と,電 気分解 に必要な電力 を賄 う

ことができる。水素製造の他の例 として,高

温での吸熱反応 を含む化学反応の組み合せに
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より水 を分解 し,水 素 と酸素 を作る熱化学法

がある。 この場合,高 温ガス炉の核熱 を吸熱

反応の熱源 として用いる。

以上のほかにも,石炭のガス化・液化,重 質

油の回収 ・改質,タ ールサン ドの回収,産 業用

のプロセス蒸気生成,海水淡水化,地 域暖房等

も想定 されている。従 って,い わゆる熱のカス

ケー ド利用 も可能 となり,こ のことは,エ ネ

ルギー節約の視点か らも,ま た排熱が少な く

なるので,環 境影響 の点からも望 ましい。高

温ガス炉の核熱利用の形態を,図17に 示す。

(2)設 置場所(立 地)の 新たな可能性

モジュラー高温ガス炉は,以 下に述べる理

由から,設 置場所 の新たな可能性,換 言すれ

ば,原 子力エネルギーの利用地域の拡大が可

能 となろう。

第3章 高温ガス炉 の特徴で記述 したご と

く,モ ジュラー型高温ガス炉は,固 有の安全

特性が高 く,受 動的安全 システムの採用によ

り,実 際上,炉 心溶融を想定す る必要がない。

設計もシンプルであり,運 転 ・維持が容易で

ある。放射性物質の環境放 出が極めて少ない

のも,こ の型式の炉の特徴である。それ故,

需要地近接立地上有利である。

モジュール型高温ガス炉プラン トは,ユ ニ

ット当 りの出力が小 さいモジュールか ら構成

されてお り,建 設期間も短か く,初 期投資も

少な くてすむ。従って,電 源計画の柔軟性が

増加するとともに,需 要の不確実性への対応

力も強い。 また,運 転 ・維持の容易さも併せ

考 えると,開 発途上国,電 力グ リッ ドか ら隔

離された遠隔地や離島等で使用 される原子力

プラン トとしても適合性が高い。

(核熱供給) (エネルギー変換) (ユー ザ ー)

発電系

多

目

的
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⇒
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〉
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熱の直接産業利用
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12次 燃料供給事剰メ タ ノ ー ル 製 造
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(出典:参 考文献(4)の図よ り改作)

図17核 熱 利 用 の 形 態
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高温ガス炉は,既 記 したごとく,高 温のエ

ネルギー供給が可能であるので,小 型の発電

プラン トか ら,広範な電熱併給プラン トまで,

種々のプラン ト・システムが想定できる。す

なわち,原 子力エネルギー利用の高効率化 ・

高度化が実現 されることとなる。一方,上 述

のごとく,原 子力の新たな利用地域が開拓さ

れる。すなわち,高 温ガス炉は,そ の設置場

所の条件に適合 した利用が可能であろう。表

4に,高 温ガス炉の適用分野別の設置場所 を,

表4適 用分野別の設置場所

〈発電分野〉

ケー スA:都 市近郊(老 朽湾岸火力発電プ ラン トの代替な ど)

ケー スB:発 展途上国

運転や建 設に高度の技術 を必要 としないため,発 展途上 国での原子力利

用 を推進するのに適 している。

ケー スC:離 島 ・人工 エネル ギー島

モジュール構成のため,離 島 ・人工エネルギー 島などへ の設置が容易。

また,中 国のよ うに,広 大 な国土に孤立 した電力供給地帯 が存在す るよう

なケースに も対応 できる。

ケー スD:寒 冷地,山 間地

余熱 を効率 的に地域暖房用に供 給可能で,寒 冷地立地に も適 している。

また,高 効率 で廃熱が少 な く,大 量の冷却水 の得 られない山間地等の立地

に も適 している。

〈熱利用分野〉

熱利用で最 も重要なこ とは需要地(コ ンビナー ト等)と 近接 して立地がで きるこ

とであ る。モジュ ラー高温ガス炉 は,需 要側 に適合 した温度 を供給できるだけでな

く,需 要地近接立地に も適 してお り,熱 利用には最適である。

(出典:高 温ガス炉プ ラン ト研究会 資料)

(特徴) (設置場所) (効果)

高 い 安 全 性

中 ・低 温熱供給

発展途上国

離 島 ・人 工

エネルギー島

コ ン ビナー ト

・熱 利 用産 業

電 力 輸 送 コ ス ト

の低減 ・立地点拡大

原子力利用の拡大 ・

活性化 と高効率利用

(出典:高 温 ガス炉プラン ト研究会資料)

図18高 温ガス炉の特徴 と設置場所
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図18に 高温ガス炉の特徴 と設置場所の関係を

示す。

5.最 近の研究開発の動向

最近の内外における高温ガス炉の研究開発

の主たる動向として,以 下の3点 をあげるこ

とができる。第1に,海 外において(中 国,

南アフ リカ連邦,イ ン ドネシア,ロ シア等)

高温ガス炉導入への新 しい動 きがある。第2

に,高 温ガス炉の実用化のためには,国 際協

力の もとに研究開発 を進めてゆ くことが必要

であるとの認識が高 くなっている。第3に,

そのような高温ガス炉に関ず る研究開発 を進

めてゆ くうえで,わ が国の高温工学試験研究

炉が,重 要 な役割 を果すべ く,国 際的に期待

されている。以下に,内 外での研究開発の概

要を紹介する。

(1)海 外における最近の動向

(力 実験炉の建設

中国において,実 験炉HTR-10(熱 出力

10MW)が 建設中で,1999年 初頭に臨界予

定である。ペブルベ ット型炉心で,冷 却材

ヘ リウムの原子炉出口温度は,第1期 計画

では,700℃ であり,蒸 気タービン電熱併給

である。第2期 計画では,ヘ リウム出口温

度900℃ で,ガ スター ビン発電 と高温プロセ

ス熱利用(石 炭ガス化,液 化等)を 目指 し

ている。

(イ)実 用炉計画

米国:モ ジュラー型ガスタービン発電プ ラ

ン ト(GT-MHR,600MWt)の 概念設計

をロシア と共 同で実施 中。なお,商 用

HTGR開 発予算は打切 り。

ロシア=原 子力庁(MINATOM)が 米国

GA社 とGT-MHR実 証 プ ラ ン トの 開 発

協 定 を締 結(1993年4月),1995年2月 よ

り概 念 設 計 を開 始 。

ドイ ツ:電 熱併 給 実 用 炉(HTR一 モ ジ ュー

ル200MWe)の 予 備 安 全 審 査 を終 了(19

90年4月)以 降,計 画 は進 ん で い な い。

南 ア フ リカ連 邦:電 力供 給委 貝 会(ESCOM,

ElectricitySupPlyCommission)が,ガ

ス ター ビ ン発 電 プ ラ ン ト(100MWe/モ

ジ ュー ル)を,安 全 性 の 高 い 分 散 型 電 源

と して,導 入 を検 討 中。2003年 の運 転 開

始 を 目標 。

(ウ)FS/概 念 設 計

ドイ ツ:原 子 力 基 本 法 改正(1994年)を 背

景 に,ユ ー リッ ヒ原 子 力 研 究 所(KFA,

KernForschungsAnlageJttlich

GmbH)で カ タ ス トロ フ ・フ リー 原 子 炉

の概 念 検 討 とR&Dを 実 施 中 。

オ ラ ン ダ:WHITE(WidelyApplicable

HighTemperatureReactor)計 画 と し

て,原 子 力 再 興 の有 力 な候 補 炉 型 と して

検 討 中。

イ ン ドネ シア:天 然 ガ ス に含 まれ て い る 多

量 のCO2の メ タ ノー ル 化 フoラ ン トのFS

をIAEA(国 際原 子 力 機 関)と の 協 力 の も

とに計 画 中。 石 炭 ガ ス化 ・液化,重 質 油

回収,海 水 淡 水 化,小 型 発 電 プ ラ ン ト等

の 可 能 性 も検 討 中 。

(エ)研 究 開発

IAEA:国 際 協 力研 究(CRP,Coodinated

ResearchPrograme)と して,日 本 原 子

力 研 究 所 のHTTRを 利 用 し た 熱 利 用 シ

ス テ ム の 実 証 試 験 を計 画 中 。

ス イ ス:臨 界 実 験 装 置"Proteus"に よ るペ

ブ ルベ ッ ド炉 心 の 国 際 共 同実 験 を実 施 。
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(2)国 内における最近の動向

日本原子力研究所:高 温工学試験研究炉

(HTTR,熱 出力30MW)を 建設中で,

1997年10月 臨界予定。HTTRに 接続す る

水素製造 システムの設計 ・建設および高

温発電(ガ スター ビン発電),高 温ガス炉

熱 利 用 系 に つ い て研 究 中。IAEAの

CRP-4でHTTRに よる熱利用系実験

計画を原研 を中心 として検討中。図19に

HTTR建 設工程 を示す。

㈹ 日本原子力産業会議:原 子炉熱利用懇談

会において,高 温ガス炉の利用につ いて

検討 された。

高温ガス炉プラン ト研究会:技 術的,社 会

的側面からの調査 ・検討を実施中。(研 究

会メンバー構成は,現 在,電 力関係4社,

機器製造関係6社,燃 料関係1社 および

若干の学識経験者である。事務局は,㈱

エネルギー総合工学研究所)

学会関係:㈹ 日本原子力学会,㈹ 機械学会

において高温ガス炉関連の調査 ・検討が

行われている。

大学関係:幾 つかの大学においても,高 温

ガス炉およびその熱利用系関連の要素技

術研究 を実施 中。

原子力長計:平 成6年6月 に改訂 された原

子力長計では,第4分 科会報告書の中で,

HTTR計 画の推進 ならびに新 しい原子

力生産利用 システムの研究開発について

記述されている。

年度
項 目 平成2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

マ イル ス トー ン

▼ ▼
設着
置許

工
可

▼
支検持査

地
盤

▼
格組納

立
容完
器了

▼▼
圧中
力間
容熱
器交

▼ マ
炉 王
内 冷
構 却
造 系

▽
格
納
容
器

▽
初
臨
界

▽
全
出
力
達

原子炉建家工事

機器製作 ・据付

初装 荷用 燃料

試 験

敷地造成工事

1工事

べ 一 ス マ ッ ト,

搬換
入器
搬
入

地下階,士

物
組 圧
立 試
開 験始

也Lヒ階

漏

乙
率
試
験

凋

寸,調 整,試 験

成

1

出力上昇試 験

1

定常運転

掘 削

謎 、

調

1へ' 霊

格納容器, 圧 力容 器, 冷却設備機器 等,製 作,据 イ
,禽盗"

'・串無 、 、 ,'ざ 1 1

ウ ラ ン

匿 鴫 ・

手配
i

工場製作,現 地組立
睡 '1 1

系統別 ・総

装荷
1

合機能試験
1 1

臨 界試験
【

(出典:高 温工学試験研究 の現状(1993))

図19HTTR建 設工 程(実 績 と予 定)
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6.問 題 点 ・課 題

上述 したごとく,高温ガス炉は,な お研究・

開発 を続ける必要があるが,そ の際,特 に重

要 と思われる問題点・課題を以下に記述す る。

わが国のエネルギー政策におけ る原子炉熱

利用の位置づけ,開 発すべ き熱利用 システム

の選定 と開発計画および開発体制の検討が重

要である。

高温ガス炉プラン トの実用化のためには,

実証炉運転による実用プラン トとしての実証

が必要である。第1章 でも既述 したごとく,

高温ガス炉の導入は,世 界的視野で計画 され

るべ きものであ り,第5章 で記述 したように,

国際協力による実証炉計画の具体化が望 まれ

る。

高温ガス炉の高度化 ・実用化のためには,

固有の安全性の実証,高 温核熱利用系の開発,

実用炉用の機器の開発等,の 課題がある。こ

のような課題 の解決のために,HTTRが 有効

に利用 されねばならない。

高温ガス炉は,需 要地近接立地の可能性が

あることが特徴の一つであるが,そ れを可能

にす るためには,メ カニスティック ・ソース

ターム*の採用等,安 全設計や安全評価 に関

し,更 なる検討が必要である。

高温ガス炉の社会への導入に当っては,経

済性の評価が重要であることは,論 をまたな

い。経済性 の評価においては,環 境,資 源,

安全等の側面から,い わば高温ガス炉の社会

的効果についての経済的評価が行われること

が大切である。

7.結 言

高温ガス炉は,第1章 に述べたように,軽

水炉 ・高速炉路線 と相補的な役割 を果 し,原

子力エネルギーの利用の拡大に寄与し,国 内

外において,人 類の福祉に貢献することが期

待 される。 このような世界的視点に立って,

原子力先進国であるわが国において も,高 温

ガス炉の研究開発が推進される必要があり,

国際協力の面 も含めて,よ り具体的な方策の

検討が望 まれる。

最後になったが,㈲ エネルギー総合工学研

究所の関係者にも,心 か ら謝意を表す る。

〔参考文献〕

本稿を草するにあたって,以下に記する内外の

資料を参考にした。ここに,厚 く御礼申しあげる。

(1)「地球環境保護への貢献をめざして」㈹日

本原子力産業会議 原子炉熱利用懇談会 ・調

査研究グループ 平成4年3月

(2)原 子力 図面集 原子 力文 化振興 財団

1994年

(3)高 温工学試験研究関連諸資料 日本原子

力研究所
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(5)GA社 高温ガス炉関連諸資料
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*メ カニスティ ック・ソースターム:事 象の な りゆ きを解析 し,そ れに もとずいて評価 され る,格 納容器 内または

環境 中への放射性物質の放 出量

一34一
季報エネルギー総合工学



***********歯***********************敷*

〔寄 稿〕

米国における電気事業構造の現状 と将来*1

飯 沼 芳 樹((社)海 外電力調査会調査部 主任研究員)

革革苧革*革*・ 革苧革*藩 革革*・革革革*革 革革革革*・革苧革*・革革革苧革*・革*・

1.は じ め に

電気事業は,世 界的に大 きな変化の時代 を

迎えている。発電部 門の参入規制緩和による

競争導入,競 争 を前提にした電気事業への再

編の動 きは,英 米両国を初め として世界的な

潮流 となっている。さらには,電 気事業構造

の変化 とともに,電 気事業者が一国内に留ま

る単なる公益事業者か ら,国 境を越えたグロ

ーバルな事業者へ と変貌 しつつある。

このような電気事業構造におけ る変化の先

行例 として,ま た最近 とみに変化のスピー ド

を加速 させ注 目されているのが,米 国におけ

る電気事業再編 の動 きである。周知 の よう

に,米 国ではブッシュ政権i下の1992年 にエネ

ルギー政策法(EPAct)が 成立 し,競 争が連

邦大での電力政策 として採用された。 さらに

1996年4月 には,連 邦エネルギー規制委員会

(FERC)がMEGA規 則(送 電線の開放,回

収不能費用問題および情報ネッ トワークに関

わる規則)を 決定 し,卸 電力市場における競

争条件の整備が図られた。

州 レベ ル で の電 気 事 業 再 編 の 動 き も

EPAct成 立以来加速 している。カ リフォルニ

ア州公益事 業委員会(CPUC)が1995年12月

に決定 した小売部門での競争を前提 とした再

編政策を始めとして,殆 どの州の規制 当局あ

るいは議会の場で,電 気事業再編の問題が論

議されつつある。

本稿では,米 国電気事業が現在 どのような

規制緩和の流れの中にあるのかについて明 ら

かにするとともに,予 想 される新たな電気事

業構造 を傭轍する。具体的には,公 益事業規

制政策法(PURPA)発 効以来の規制緩和動向

を簡単に見た後,最 近の連邦 ・州両 レベルで

の再編動 向か ら,21世 紀初頭の米国電気事業

を特徴づけると思われる供給システムを展望

してみたい。

2.自 然独占性を失った発電部門

(D「 問題」の顕在化

米 国電気事業は,第 二次世 界大戦後か ら

1960年 代 中頃まで,最 も安定 していた時期 と

して特徴付けられる。豊富且つ低廉iな化石燃

料,技 術進歩による発電設備の大規模化 と熱

効率の改善などによる発電コス トの低減を反

映 し,米 国の電気料金は,こ の期間実質料金

は低減 している。いわゆる規模の経済による

利益 を供給側,需 要側 とも謳歌 していた時期

である。

*1本 稿 におけ る筆者の見解 は個人的見解 であ ることをお断 りしてお く。
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しかし,第 一次石油危機似 後のインフレ,

利子率の高騰によって,1970年 前後に計画 し

ていた大規模べ一スロー ド設備の建設コス ト

や資本コス トが大幅に増加 した。それに加え

て,電 気事業者は 「1970年国家環境政策法」

への対応を迫られたため,建 設計画が大幅に

遅れ,こ れも建設 コス ト高騰の一因 ともなっ

た。結果 として,電 気事業者は電気料金の大

幅 な値上げを迫られたが,お りからの不況 と

料金上昇による価格効果に よって,需 要が大

幅に落ち込むことになる。主要 な電源である

大規模汽力発電設備の技術進歩が停滞 し,熱

効率改善の頭打ちが見られ始めたの もこの時

期 である。

また,大 幅な料金値上げに対する消費者に

よる規制側への圧力の結果 として,州 規制当

局は適性審査制度(PrudenceReview)に よ

って電気事業者の経営判断を事後的に厳 しく

問 うようになった。BlackAndPierceの 研究

によれば,同 制度によって1985年 ～1992年 の

期間だけで,原 子力への投資 コス トの内224億

ドルが レー トベース算入 を認め られていな

い。この制度の存在が,電 気事業者が自ら発

電設備建設を逡巡するようになった主た る原

因でもある。

事 業 者 は これ ら施 設 か ら回 避 可能 原価

(AvoidedCost)で 買電する義務 を負 うこと

が定められた。

PURPAの 成立は,同 法に規定されている

要件 を満たせば発電市場への参入を可能にし

たという意味で,米 国電気事業の規制緩和の

始 まりということができる。 このような法律

の成立が,1994年 末 現在 の全米発電設備の

8.0%(エ ジソン電気協会デー タ),発 電電力

量の11.3%(1994年)を 賄 うまでに成長 した非

電気事業者*2を 育成す る上 で有効であった と

言える。非電気事業者による発電電力量は,

1979年 の714億kWhか ら1994年 に は3,720億

kWhと 約5.2倍 増 となっている。他方,電 気

事業者の発電電力量は,同 期間に2.2兆kWhか

ら2.9兆kWhへ と3割程度増加 しているにす ぎ

ず,非 電気事業者発電電力量の伸び率 には目

覚 ましい ものがある。 また,非 電気事業者の

発電電力量の内電気事業者 向けの比率 は,

1979年 時点では僅か8%で あったのが,1994年

にはこの比率が55%と なっている。この数値

か らも,PURPA発 効当時の非電気事業者発

電設備は主に自家消費用だったのが,最 近で

は電気事業者向けに売電することを目的 とし

て発電設備が建設されていることが窺える。

(2)PURPAの 成立

大規模発電施設の経済1生が低下 し始めてい

た時期 を同じくして,カ ーター政権下の1978

年にPURPAが 発効 した。PURPAは 資源の

効率的利用を定めた法律であり,一 定の資格

要件 を満たした小規模発電施設 とコージェネ

施設は認定施設(QF)の 資格が得 られ,電 気

(3)QFの 登場

非電気事業者発電設備は,1994年 末現在,

6,501万kWあ る。この内76%がQFで ある。

全米 レベルの比率 で見る限 りにおいてはそれ

程多 くはないが,特 定の州では,非 電気事業

者設備の州内設備 に占める比率,絶 対量から

して,既 に供給力 として不可欠な存在 になっ

*2非 電気事業者発電設備 には,QF,IPP ,自 家発 自己消費用設備が含 まれる。
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ている。地域的にバラツキが見 られるのは,

回避可能原価の高低,州 規制当局のPURPA

運用上の積極性,資 源の賦存状況の違いなど

によるものである。

米国で革新的な規制政策を打出す州の一つ

であるカリフォルニア州 を例にとれば,同 州

には地熱,風 力,太 陽といった再生可能エネ

ルギー源が賦存していることや,標 準契約様

式であるスタンダー ド・オファー(SO)制 度

を採用,取 分け長期契約で料金 を固定化 した

種類(SO4と 呼ばれている)の ものがQF育

成に効果があった。結果 として,同 州の主要

電気事業者であるサザンカ リフォルニア ・エ

ジソン(SCE)社 やパシフィックガス&エ レ

ク トリック(PG&E)社 の場合,最 近では最

終需要家に対す る販売電力量の3～4割 程度は

QFか らの買電に依存 している。

しかし,SO4は 固定料金であるが故に,回

避可能原価算定上の燃料価格が予想 とは異な

って低価格で推移 したこともあ り,結 果的に

最終需要家がQFに 対 し補助 を与えることに

なった。 したがって,QF取 引から得 られる

便益は全てQFに 帰属することになり,消 費

者にとってはエネルギーの安全保障 という公

共財は得 られたが,何 ら直接的な便益は得 ら

れなかった。 カリフォルニア州では,こ うし

た固定料金による電気事業者からQFへ の過

払い問題や,QFの オファーする設備量が過

剰気味になったため,1985年 にSO4は 実質的

に廃止され,そ の代わ りに競争入札制度が採

用されている。同様の例は競争入札が米国で

最初 に導入されたメーン州やニュー ヨー ク州

でも見 られた。

QFの 興隆が意味するところは,伝 統的な

垂直統合 した電気事業者のみが供給源である

必要がない,言 い換えれば発電部 門への競争

導入の可能性を示唆した ということであ り,

このような意味 でPURPAは その後 の電気

事業構造に多大なインパク トを与えることに

なった。

だが,現 在にいたって競争政策導入の成功

例 としてPURPAが とりあげられ るこ とが

あるが,当 初から競争を意図 していたわけで.

はない。公的規制によって実質的に参入が困

難 な発電市場に,QFの ような供給義務 を負

わない発電業者にも参入を認め る時代状況が

あったということがより重要である。

(4)IPPの 現状

PURPAのQFの 他,米 国発電市場 で大 き

な役割を果たしつつあるのが独立系発電事業

者(IPP)と 呼ばれているものである。I

PPに ついては,エ ネルギー政策法(EPAct)

発効 までは法律上存在 しない発電業者であっ

たが,同 法によって発電部門の参入障壁 とな

っていた公益事業持ち株会社法(PUHCA)が

改正され,「適用除外卸発電業者(EWG)」 と

い う新 しいタイプの発電業者が法的に認知 さ

れた。このEWGが 実質的にIPPと いうこと

になる*3。IPPを 法的に認知す るに至った

背景には,QFの 電源オプションとしての評

価が一応定着 し,発 電市場のプレーヤーを増

*3厳 密には,1990年 に改正 された大気浄化法の 中でIPPが 定義 されてお り,IPP施 設 とは,① 電気エネルギ

ーの発電に使用 され,そ の80%以 上が卸用に販売され,② 資金調達についてはノンリコースファイナ ンス,

③特定の場合 を除 いて,施 設の所有者あるいは運転者 の関係 者に売 る電気エネルギー を発電 しない,④ 排出

権 を所有す るこ とを義務付 けられた新規ユニ ッ トと定義 されている。
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やすことによって競争を促進することができ

る一方,現 実の市場に既にそのようなプレー

ヤーが出現 しつつあったという背景がある。

なお,連 邦レベルの電力政策 として,正 式に

競争政策が採用 され,ま た電気事業者が世界

的なレベルで事業 を展開 し始 めたの もこの

EPActか らである。ただ し,RCG/Hagler社

の調査によれば,1995年3月 現在で運転 中の米

国内のIPP施 設はプロジェク ト数で11,容

量では276万kWに 過 ぎない。開発中の ものは

44プ ロジェ ク ト,計1,551万kWと なってい

る。 したがって,IPP設 備が米国総発電設備

に占める割合は,現 在1%程 度 と未だ微々た

るものでしかない。

(5)小 規 模 発 電 技 術 の 進 歩

ま た,ガ ス ター ビ ン技 術 の進 歩 も近 年 急 速

で あ り発 電 部 門 を競 争 化 させ る一 要 因 とな っ

て い る。Studness論 文 に よれ ば,コ ンバ イ ン

ドサ イ クル ・ガ ス タ ー ビ ン の 技術 進 歩 は 目覚

ま し く,現 在20万kWク ラ ス の プ ラ ン トの 建

設 コス トは550ド ル/kWく らい で あ り,ガ ス

価 格 が2ド ル/100万BTU,資 本 コ ス トを12%

とす る と,発 電 コ ス トは 約3セ ン ト/kWhと な

り,非 常 に安 価 な 電 源 で あ る。 ま た,こ の 技

術 の 長 所 は,小 規 模 で も規 模 の 経 済 性 を得 る

こ とが で き る とい う点 で あ る。10年 前 に は,

石 炭 火 力 プ ラ ン トの 場 合,70万kW～100万kW

級(建 設 コ ス ト:10億 ドル ～15億 ドル)で 規

模 の 経 済 性 が 得 られ た が,現 時 点 で は コ ンバ

イ ン ドサ イ クル ・ガ ス ター ビン で あれ ば,10

万kW級(建 設 コ ス ト:5,000万 ドル ～6,000万

ドル)で 経 済 性 が得 られ る と言 わ れ て い る。し

た が っ て,特 定 の地 域 用 の 電 源 と して も費 用

対 効 果 が あ る と と もに,資 本 コス トが 発 電 市

場の参入障壁にもならない。FERCの 調査 で

も,1980年 代に建設された電気事業者の大規

模プラン トの発電コス トは,石 炭火力の場合

が4セ ント/kWh～7セ ン ト/kWh,原 子力が9

セ ン ト/kWh～15セ ン ト/kWhで あ るこ とか

ら,電 気事業者所有の大規模発電プラン トの

経済性 は,ガ ス焚 きの コンバ イン ドサイ ク

ル ・プラン トと比較す るとかなり劣 るものと

なっている。

3.送 電線の開放と託送料金

(1)送 電線開放 に至る経移

発電部門での自然独 占性が失われたとして

も,送 配電部 門については依然 として自然独

占性が残 る。したがって,発電市場の参入障壁

を撤廃 したとしても,そ れだけでは卸電力市

場は活性化 しない。電気の輸送手段である送

電線を電気事業者が独 占しているか らである。

このため,連 邦議会 は1992年 にEPActを

成立させ,こ の中で送電線に関わる規制法源

である連邦動力法(FPA)を 改正 し,規 制機

関であるFERCの 託送命令権限を強化 し,実

質的に米国の送電網は開放の方向で動 き出 し

た。EPAct発 効後,28件(1996年3月 末現在)の

託送命令 申請がFERCに 提出され,12件 の申

請については実際に託送命令が出されている。

しか しながら,FERCはFPAに よる託送

命令権限の強化だけでは,電 気事業者の送電

線利用に関わる差別的慣行 を是正す るには十

分ではない との認識を持っていた。また,仮

にFPAに よ って 是 正 され た と して も,

FERCが 最終的な判断を下す までには平均9

カ月を要 してお り,こ の間に,卸 電力市場が

益々競争的になっている状況下,経 済的利益

の機会が失われる懸念 を指摘 していた。合
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併 ・卸料金認可条件 としてオープンアクセス

を採用 している電気事業者について も,そ の

内容は,地 点間送電サービスだけであり限ら

れたものであるとの認識を持っていた。

このため,1995年3月FERCは,全 米の送

電線 をコモンキャリア化することを狙った規

則案 を公示 した。この規則案は回収不能費用

に関わる規則案,並 びに電気事業者に送電線

に関わる情報 システムの構築 を求めた規則案

とともに公示 された後,1996年4月 に規則と

して決定(オ ーダー888及 び889)さ れ,今 後

米国電気事業構造に歴史的変化 をもたらす も

の と思われる。

(2)MEGA規 則の 目的と骨子

MEGA規 則*4の 基本 目的は,卸 電力市場に

おける競争の障害を除去 し,電 気料金の低廉

化 を促進することにある。この競争的卸電力

市場の鍵 となるのが 自然独 占性が残る送電線

の開放である。非差別的な送電線利用が,売

電事業者にとっては公正 な競争上の能力,買

電事業者にとっては最小費用の発電源へのア

クセス能力を保証す る上で決定的に重要であ

ることは言 うまで もないであろう。

また,回 収不能費用の回収 を認めた規則は,

経済効率よ りもむ しろ政治的立場か ら,競 争

を前提 とした電気事業 システムへの秩序 ある

移行 を目的としたもの と言える。すなわち,

伝統的な規制システムの基で規制当局が認め

た費用は,社 会契約によって回収が認められ

た費用であ り,競 争 を前提 としたシステムへ

移行す るにあたり,こ れら費用についての規

制当局 と電気事業者の間の 「盟約」は尊重 し

ようとの考 え方である。

具体的には,MEGA規 則の骨子は以下の

ようなものである。

■ 州際通商用の電気エネルギー を送電す る

ための施設を所有,制 御あるいは運転す る

電気事業者は

① 送電線の開放 を前提 とした非差別的な

送電サービス供給規定によって自社,他

社を差別することな く送電線を運用 しな

ければならない

② 自社の卸用電力の売買についても,同

送電サービス供給規定によって自社の送

電線 を利用 しなければならない

③ 送電線利用者が利用可能 な送電容 量

等,送 電線に関わる情報に非差別的にア

クセスできるような情報 システムを構築

しなければならない。

■ 電気事業者は発送電サー ビス機能を分離

しなければならない。ここで,発 送電サー

ビス機能の分離 とは

① 電気事業者が新規に卸用電力を売買す

るために自社の送電線 を利用する際にも,

一般適用される非差別的送電サー ビス供

給規定 によって利用 しなければならない

② 電気事業者は卸用発電サービス,送 電

サービス,並 びに補助的サービスそれぞれ

について料金 を設定 しなければなちない

③ 送電線利用者が依拠する情報システム

*4送 電線の開放 を目的 とした規則,競 争 を前提 とした電力供給 システムへ の移行期に発生す るこ とが予想さ

れる回収不能費用 の問題に関わる規則,並 びに送電線利用者が送電線に関わる情報にアクセスで きるような

情報 システムの構築 を求めた規則か らな り,今 後大 きなインパ ク トを与え るこ とが予想され ることか ら,通

称MEGA規 則 と呼ばれている。
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と同じ情報システムによって電気事業者

は送電線関連の情報を得なければならない

の3つ の条件 を意味する。

■ 電気事業者は正 当(1egitimate)且 つ結果

として適正(prudent)で あ り,証 明可能

(verifiable)な 回収不能費用を回収するこ

とができる。回収不能費用を誰が負担す る

かについては,離脱する需要家が離脱料金,

あるいは送電料金に上乗せ される付加金に

よって負担す ることになる。

規則施行の結果 として,米 国の殆 どの送電

線(FERCが 規制する施設:全 米の送電施設

の約8割)は,本 規則の施行 により実質的にコ

モンキャリアとなり,送 電線利用者は差別 さ

れることな く送電線 を利用 で きることにな

る。また,発 送電機能を分離するため,発 電

価格,送 電価格,補 助的サー ビス等の価格 も

明記されることにな り,少 な くとも機能的に

は伝統的垂直統合形態が崩れることになる。

(3)送 電料金問題の現状

送電線問題でもう一つの重要な問題は,料

金問題である。託送料金は,米 国では伝統的

に簿価に基づ く平均費用(総 括原価)に よっ

て決められてきた*5。しか し,簿価であるため

現在価値 を反映してお らず,新 規送電線 を必

要 とするような送電サー ビスの料金は,実 質

よりも一般的には安いもの となる。また,限

界送電 ロスが平均送電 ロスよ りも高 くなれ

ば,平 均費用による料金ではロス分を全部回

収できない。 さらに,第 三者の送電線利用 を

優先 させ ることになれば,送 電線 を所有 して

いる電気事業者は経済融通用の送電線利用が

できな くな り,結 果 として経済融通による便

益を犠牲にしなければならな くなる。

こうした機会費用 も,平 均費用原理による

料金設定では考慮 されていなかった。 したが

って,送 電線を所有 している電気事業者に と

っての託送料金は低す ぎるものであ り,電 気

事業者が積極的に第三者に送電線を開放す る

インセンティブが乏 しか ったと言える。さら

には,ル ープフローのような契約上の送電ル

ー トを通 らないような潮流に関わる費用,い

わゆるフリー ライダーの問題 も考慮されてい

なかった。

こうした問題を考慮 して,FERCは 一時期

ケース ・バイ ・ケースではあるが,単 なる総

括原価による料金設定 ではな く,機 会費用及

び増分費用 も考慮に入れた設定も認め るよう

になった。さらに,1994年10月 には託送料金

設定のガイ ドラインとなる 「送電政策ステー

トメン ト」を発表 し,料 金設定に当たっての

原則 を明らかにしている。

このステー トメン トによって,料 金設定に

おけるコス ト計算方法,潮 流,送 電線の分類

方法それぞれについて,電 気事業者に選択肢

を与え,こ れら選択肢の組み合わせによる送

電料金設定が可能 となった。選択肢には,距

離 を反映 した料金設定方法や,実 際の潮流に

基づ く料金設定方法等 これまで認められてい

なかった料金設定方法 も含まれている。こう

した新 しい料金設定方法 をFERCに 認可 し

てもらうためには,経 済効率の改善,公 正の

促進等の条件 を満たす必要があるが,伝 統的

な料金設定方法に比べれば電気事業者にとっ

*5PostageStampあ るい はContractPathと 呼 ば れ て い る料 金 設定 方 法 で あ る。
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て裁量の余地が増えたと言うことができる。

また,最 近ではカ リフォルニア州の電気事

業再編政策に見 られるように,送 電線の混雑

費用を文字通 り機会費用 として送電料金 に反

映させるような設定方法(地 点別料金設定方

式)*6も 採用 され るようになり,送電部門にも

市場 メカニズムが導入されつつある。

以上のように,米 国の送電線は実質的にコ

モンキャ リア となりつつあ り,そ の料金 も伝

統的な設定方法か ち,実 潮流並びに混雑費用

のような限界費用 を反映 した料金設定方法が

採用されつつある。

4.小 売 り託送と再編問題

(1)現 実化する小売部門の競争

送電線利用が開放 となれば,次 の問題は最

終需要家を巡っての競争,具 体的には小売 り

託送を認めるか どうかの問題 となる。すなわ

ち,発 電部門での競争 を有効なもの とするた

めには,競 争を卸電力市場に留めるのか,あ

るいは最終需要家が直接発電事業者や供給事

業者から買電することが可能 となるようなシ

ステムが良いのか どうかの問題 を検討 しなけ

ればならないことになる。

小売託送が米国において制度的に採用 され

る可能性は,EPAct成 立時点頃までは伝統的

な電気事業体制や規制 システムを前提 として

お り,低 いと見るのが一般的であった。 しか

し,英 国等の先行例 もあり,最 近ではカ リフ

ォルニア州の電気事業改革に見られ るよう

に,電 気事業の再編 を前提 として,最 終需要

家が供給事業者 を選択できるような供給シス

テムを模索 し始めている。このような動 きは,

カリフォルニア州の他,ニ ューハンプシャー

州,ロ ー ドアイラン ド州,ニ ュー ヨー ク州,

ウィス コンシン州等16州 で具体化 しっつ あ

り,そ の他の州でも少なくとも14州 で小売託

送について検討 しつつある。

州レベルでの動 きに呼応 して,連 邦議会で

も電気事業再編問題が論議 されつつある。既

に再編法案が幾つか上程 されているが,中 で

もシェーファー下院議員が1996年7月 に上程

した 「1996年電力消費者選択法案」が注目さ

れている。同法案は,全 ての最終需要家に2000

年 までに供給事業者 を選択す る権利を与える

一方で
,供 給事業者の選択権 を需要家が持 っ

た場合,PURPAの 買電義務条項(210条)を

廃止す る等の内容 となっている。現議会では

成立 しない との見方が多いが,将 来的には成

立する可能性が高い と言われている。

(2)カ リフォルニア州が採用した電力供給シ

ステム

こうした小売託送制度の導入を含 め,新 た

な電気事業 システムを模索 している例 として

注目されているのが,CPUCが1995年12月 に

決定 した電気事業再編政策である。カリフォ

ルニア州 が電気事業再編 に着手 した背景 に

は,規 制 システムが実際の電力市場にそぐわ

な くなったこと,ま た電気料金が全米平均 と

比較 して も50%高 い という現実がある。

1992年 以来,同 州では州内の電気事業規制

*6地 点別料金設定方式は,短 期限界費用原理に基づ いてお り,一 般的に,送 電施 設の固定費用 についてはア

クセス料金によって回収す る二部料金制 になる。元々は,MITの シュエ ップ教授 を中心 としたグループが提

唱 したスポ ッ ト・プ ライシングが基になってお り,そ の後ハーバー ド大学 のホーガン教授が発展 させ,カ リ

フォルニア州やペ ンシルバニア ・ニュー ジャー ジー ・メ リー ラン ド・パ ワープール(PJM)等 で実際に応用

され はじめた料金設定方法 である。 また,ノ ルウェー等で も同様の料金 設定方法が採用 されている。
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について検討 を重ねていたが,公 益事業委員

会は,1995年5月,電 気事業再編案 として,卸

用電力のスポッ ト市場の設立 を再編の核 とす

る案(Poolco案)と 直接アクセス(小 売託送)

案を両論併記の形で発表 した。 この両論併記

自体,関 係者の間でコンセ ンサスが得ずらい

問題であることを象徴 していた。同州の主要

な電気事業者 で あるSCE社 がPoolco案,

PG&E社 が直接 アクセス案のスポンサーで

あ り,私 営電気事業者間で も意見を異に して

いたのみならず,大 口需要家,消 費者団体,

IPP,環 境保護グループ等多 くの関係者の利

害に関わる問題であることから,容 易にはコ

ンセンサスが得 られそうにないことだけは確

かであった。

この ような結果 として,1995年12月 に決定

「

された最終的な再編政策 は妥協の産物 と言 う

べ きものであ り,卸 用プール市場 と直接アク

セス制度 を1998年1月 まで に同時に導入す る

ハ イブ リッド型供給 システムを採用す ること

で決定 した。

決定により,私 営電気事業3社{SCE社,

PG&E社,サ ンディエゴガス&エ レク トリッ

ク(SDG&E)社}の 垂直統合形態の分離 を前

提 として,私 営電気事業者3社 の送電施設を

新 たに設立され る独立系統運用事業者(ISO)

に移管 し,卸 用電力のスポット市場 としての

電力取引所(PX)も 設立されるとともに,直

接アクセス制度導入による小売部門での競争

も実施 されることになった(図 参照)。

(3)カ リ7オ ル ニ ア州 供 給 シ ス テ ム の 特 徴

IPP SCE社
PG&E
社

SDG&E

社
IPP

州外の
電力会社

IPP

＼ /
げ 、

プー ル市場
PX(電 力取引所)が運営

㌧幽 」

「 「

SC

「 「

SC
L」㌧ ノ

1

送電会社
ISO(独 立系統運用事業者)が運営

一 一 需 一 一 一 一 一

SCE
UDC

PG&E
UDC

SDG&E

UDC

大 口
需要家

SCE

需 要 家

SCE

需 要 家

PG&E

需要 家

PG&E

需 要 家

PG&E

需 要 家

SDG&E

需要 家

SDG&E

需要 家

注1.SCは,ス ケジュー リング・コーディネー ターであ り,電 力取引に関 して売手 と買手及びISOの 間

の仲介的役割 を果す。

注2.UDCは,電 気事 業配電会社 であ り,全 ての需要家に配電サー ビスを提供 するのに加え,UDCか

ら供給 を受 けることを選択 した需要家 に対 し供 給す る。送電施設は所有す るが,運 転 はしない。。

注3.太 線 は直接 ア クセスに よる取引 を示 す。

出所:CPUC資 料 よ り作成

図 加州 新 電力供 給 システ ムの概 念 図
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私営電気事業者3社 の送電施設がISOに 移

管 されることになったのは,基 本的には自然

独 占性が残 る送電部門を私営3社 が所有 ・支

配することによる市場支配力の行使を未然に

防 ぐことを狙い としている。また,ISOとPX

をあえて分離 した理由としては,仮 に分離 し

ない としたならば,ISOが プール外での取引

よりプール内の取引が優先される懸念がある

一方,系 統運用 と系統の混雑についての情報

の透明性が確保 できる等分離による利点 を指

摘することができる。しか し,他 方で分離 さ

れる結果ISOとPXの 調整が複雑化 し,経 済

的給電 も妨げることになり,取 引費用がかな

り増加す る可能性がある。

このスポッ ト市場であるPXへ の参加は任

意であり,私 営電気事業者,連 邦の電力局,

IPP,州 外の電気事業者等全ての発電事業者

が参加できる。ただし,州 内の主要私営電気

事業者である,SCE社,PG&E社,SDG&E

社の3社 は,移行期間として設定された5年 間

についてはプールへの参加 を…翻 付けられる。

PXは,取 引前 日及び取引一時間前の先物

市場か らなり,発 電事業者は時間帯別 にプー

ルに入札することにより競争す る一方,買 電

事業者 も入札に参加す ることになる。しか し,

既存のQFと の買電契約及び卸契約 と,私 営

電気事業者の原子力 と水力プラン トについて

は入札か ら除外されることになる。 したがっ

て,プ ールで決定される価格が,本 来的に競

争が有効な市場で決定 される均衡価格からど

れだけ乖離 したものになるかは,現 在のとこ

ろ不透明である。

さらに,英 国の経験か らもSCE社 やPG&

E社 の水平市場での市場支配力の問題が懸念

されることか ら,両 社は化石燃料焚 きの火力

発電プラン トの少な くとも50%以 上 を売却,

あるいは分社化することを求め られている。

これに対 し,SCE社 は全ての化石燃料焚 きプ

ラン ト(1,000万kW),PG&E社 も300万kW分

を売却す る意向を既に明らかにしている。

一方最終需要家は,直 接,供 給事業者 を選

択できるようになる他,い くつかの選択肢が

与えられることになる。計画では1998年1月1

日までに,ISOとPXが 運営が開始されると

同時に直接アクセス制度の段階的導入が開始

され,5年 以内に全ての消費者がこの選択肢 を

有することになる。 また,メ ー ターを設置し

ている需要家には,リ アルタイム及び時間帯

別料金制度が利用可能 となる。消費者の選択

肢 として,差 額支払契約(ContractsforDif-

ference:CFD)の ようなリスクヘ ッジのため

の契約 を締結す ることも可能である。

以上のようなカ リフォルニア州の電気事業

再編の枠組みは,米 国における新 しい電力供

給システムの雛形 ともいうべ きものであ り,

カリフォルニア州の米国内における影響力 を

考えれば,他 州 もカ リフォルニア州に追随し,

同じような電力供給システムに収敏 していく

可能性が強い。このシステムとは小論で見たよ

うに,伝 統的な発送配電一貫システムは分離 さ

れ,競 争が馴染む分野については市場メカニズ

ムを利用 し,送 電線,配 電線のような自然独 占

性が残る部門についてはコモンキャリア化 し,

消費者が供給事業者について 「選択の自由」を

与えられるシステムということになる。

5.お わ り に

小論では,世 界的な潮流となった電気事業

規制緩和の代表的例 として,米 国 を取 り上げ
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た。本論からも察せ られるように,米 国の規

制緩和のスピー ドは英国等 とは異なり漸次的

なものであったが,90年 代に入 り急激に加速

し始め,小 売部 門での競争 も全米大 で西暦

2000年 前後に現実化 しそうな状況にある。

このような競争 を前提 とした電気事業に移

行 す るに あ た っ て,

さ れ た 課 題 は 多 い 。

供給義務の問題を含め残

しか し,米 国における変

化の流れの方向,あ るいは新 しい供給システ

ムの輪郭だけは明らかになりつつあるように

思える。その流れの基本的意味 とは,電 気 と

いう財がますます一般商品に近づ きつつある

とい う こ とで あ る。 言 い換 え れ ば,こ れ ま で

電気は単一の公共財 として捕 らえられてきた

のが,多 様なサービスから構成される財 とし

て様々なサー ビスに分離 されるとともに,文

字通 り私的財 として取 り扱われ る電気事業構

造が,米 国では形成されつつあると言える。
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〔寄 稿〕

CO2の 低 減 と処分 につ いての内外動 向
一CO

2海 洋処分技術 を中心 に 一

大 隅 多加志 儂麟 鱗研盤研難子研究所)

1.は じめ に

地球温暖化問題は,い まや国際政治上の大

きな問題 となっている。本年12月 には,わ が

国が主催国となって 「国際連合気候変動枠組

条約(い わゆる地球温暖化防止条約)」の第3

回締約国会議が京都で開催されるはこびであ

る。この会合では,2000年 以降,先 進国に対

する法的拘束力を持つ二酸化炭素(CO2)排 出

削減の数量目的が取 り決め られることになっ

てお り,先進諸国は,CO2排 出削減のための政

策措置の具体的な検討が急務 となっている。

豊富で安価な化石燃料資源の供給が,先 進

国における現在の高い生活水準を支えている

ことについては,こ こで改めて指摘するまで

もないであろう。その化石燃料の利用か ら不

可避的に大気中に放出されるのが,CO2気 体

である。進行 しつつある大気 中へのCO、の蓄

積を主な原因として,文 明社会が大 きな犠牲

なくしては適応できないほどの気候変動が到

来する危険性が高まりつつある。このことは,

「気候変動に関する政府間パ参ル(IPCC)」 の

1995年 の第2次 評価報告書にも指摘されてい

る。速やかな対策 を求める条約上の要請 と,

各国のエネルギー政策 ・産業政策 との調整に

関して,技 術 としての対応,特 にエネルギー

技術上の対応策について も,多 くの検討がな

されてきている。

本稿では,こ の数年,筆 者が携わってきた

CO2の 海洋処分技術 を中心 に,CO2の 低減 と

処分についての内外の動向を,今 後の見通 し

をまじえて紹介す る。筆者の専門は地球化学

(geochemistry)で あり,記 述が地球化学か

らの見方に偏っていることを容赦願いたい。

2.CO2処 分 の 前 提

一CO2の 分 離 ・回 収 一

ここで,CO2の 処分 とは,人 為起源で発生す

るCO2を 大気圏か ら隔離す る行為 を意味 して

いる。化石燃料の利用過程でCO2気 体が生成

す るのは,空 気を用いた燃焼の結果であるこ

とが通常であ るため,排 ガスが純粋 のCO2で

あることはない。ボイラーにせ よ内燃機関に

せ よ,排 気ガスの主成分は窒素であ り,処 分

の効率を考えるとCO2の みを分離す る工程が

必要 となる。

そのための技術は存在 している。CO2を 必

要 とす る産業で,な じみ深いのは清涼飲料水

のボ トリング事業であろう。た とえば清涼飲

料水製造工場へCO2を 供給する目的で,発 電

所排ガスか らCO2を 分離す ることは,米 国で

は実際に行われている。しかし,100万kW級 石
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炭火力発電所か らの年間CO2排 出量 は約400

万 トンに及 び,こ れに比較する とわが国の

CO2の 年間需要量(食 品工業や冷却剤 として

の用途など)は約100万 トンである。処分のた

めの排ガス脱炭工程では,桁 違いの大容量化

の実現 という技術課題が存在することが理解

されよう。そうはいっても,工業技術 として実

用化ずみのものの大容量化である。技術的な

見通 しが立たない問題ではない。む しろ,分

離 と回収に伴 う所要エネルギーの大 きさが,

燃焼で得 られる有効 なエネルギーの10～20%

に も及び,そ れが排ガスか らのCO2回 収処分

方策 をそもそも「エネルギー資源の無駄遣い」

であるとする躊躇 を生む主因である。

3.CO2の 輸 送

米 国 テ キサ ス 州 で は,CO2輸 送 の た め の パ

イ プ ラ イ ンが 存在 して い る。 油 田 か らの 原 油

の2次 ・3次 の 増 進 回 収 法(EOR:Enhanced

OilRecovery)と して,CO2攻 法 と呼 ば れ る

手 段 が 実 用 化 さ れ て お り,CO2を 地 下 の 油 田

に 圧 入 す る需 要 家(石 油 開 発 業 者)向 け に パ

イプ ラ イ ン に よ っ てCO2が 取 り引 き され て い

る。

わが 国 で の 一 般 的 な輸 送 方 法 は,タ ン ク ロ

ー リー に よ る トラ ッ ク輸 送 で あ り
,用 い られ

る耐 圧 容 器 内 に は,-20度,20気 圧 の 液 体CO2

が 充 填 され て い る。 船 舶 に よ る大 量輸 送 に な

れ ば,耐 圧 タ ン クの 重 量 を削 減 し大 容 量 化 を

はか る ため,CO2の 三 重 点 に よ り近 い,-55度,

7気 圧 程 度 の液 体CO2の 採 用 が 想 定 さ れ る。

4.CO2の 地 中 処 分

前節に述べたEORの 技術は,す でに実施中

のCO2地 中処分であると言える。今後,炭 素税

な どが広 く導入 されることになれば,ま ず

EOR向 け をね らってのCO2回 収が実行 され

るもの と予想されている。CO2処 分技術の模

一/

海底パイプライン

からの放流

航走船舶からの
中層放流

図1CO2処 分 技 術 の 模 式 図

一46一
季報エネルギー総合工学



式図を図1に 示す。

ここで,地 中処分 と石油開発 との関連で,

特 に注 目される事例 を一つ紹介 しよう。1996

年10月,ノ ルウェーの国有石油会社スタ トイ

ル社 をオペレータとする,北 海のスライプナ

ー西地区天然ガス田では
,沖 合地下帯水層へ

のCO2圧 入が開始された。これは,大 気環境保

全 を明確な目的 とする商業規模 でのCO2処 分

の最初の試みであ り,年 間規模100万 トンは,

ノルウェーのCO2総 排出量の3%に 当たる。

このガス田は,生 産する天然ガスに約9%

のCO2を 含み,こ の産出ガスの海底パイプラ

イン輸送にあたっては,腐 食防止の技術基準

に適合させ るため,開 発計画の当初から洋上

プラットホーム上でのCO2除 去が予定 されて

いた。今後20年 にわたる稼行予定期間中の総

除去量はCO22,000万 トンに及 び,そ の まま

大気放出になるところであったが,ノ ルウェ

ー政府が石油開発産業に対 して,燃 焼排ガス

以外について も今後炭素税の適用 をはかる可

能性を考慮 して,地 中処分 を選択 したもので

ある。

5.地 中処分 と海洋処分の比較

(1)地 中処分の安全性

大気圏か らのCO、隔離 とい う当面の目的達

成には,海 洋処分 も地中処分 も一見同等 と考

えられるものの,そ の実,両 者は大 いに異な

っている。大量のCO2の 地中処分 をねらった

とき,想定 される処分域は地下帯水層であ り,

ここに注入 されたCO2は 少 な くとも数千年間

は大気に還流して くることはない。また,地

下環境はCO2の 注入によって掩乱 を受け るも

のの,そ れが大気環境の変動,す なわち気候変

動 と密接な影響 をもつ ものとは思われない。

気候変動要因となるCO2を 大気圏か ら隔離す

るには,ま さに最適の場所 といえる。

しか し,一 方でその実現が困難である要因

も指摘されている。一般には,地 下は海洋 と

比較 して人間の居住環境に物理的に近接 して

いると認識されてお り,将 来の世代が居住す

る可能性は,た とえそれがどんなに不毛な地

であったとしても,海 域に比較 したとき,圧

倒的に高い。CO2気 体 は空気 より重 く,地上に

逸出した場合に窒息 という致命的な危険性を

排除できないため,地 中処分に対する安全面

か らの反論が,将 来世代への責任の議論 どし

て十分に予想 される。

実際に,1996年9月 にボス トンで開催され

た第3回CO、 除去国際会議では,1986年8月

カメルーンのニオス湖で発生 したCO2噴 出災

害(死 者約1,700人)を 含む火山ガス災害の例

が挙げられて,議 論が 白熱 した。実行段階に

入った地中処分の技術に対 して,社 会の理解

を得 るにはどうしたらよいのかが模索されは

じめている。

(2)海 洋処分 における隔離の効果

既存技術である地中処分技術に比較 して,

海洋処分に関しては技術以前の問題 として,

大気圏か らのCO2隔 離の効果についての微妙

な問題が残 っている。CO2を 海洋に注入 した

とき,海 水に溶解す ることが通常は想定 され

ている。 しかし,将 来の気候変動がある程度

不可避 であ るとすれば,海 洋 中に溶解 した

CO2が 気候変動がもたらされた ときにも,そ

の条件のもとで大気圏か ら効果的に隔離 され

うるのかについて,明 確に解明されているわ

けではない。このことは,わ れわれの文明が

CO、の海洋処分 という行為 を通 じて,ど れほ

第19巻 第4号(1997)
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ど将来にわたって,ま た どの程度,気 候のコ

ン トロールに責任をもてるのかという根本問

題にさかのぼる。 まさに,地 球温暖化対策技

術 としての海洋処分技術の基本的な存立の問

題であり,IPCCの ような場での科学的な評価

が求め られるゆえんである。

化石燃料の利用が地球温暖化 をもたらすこ

とを懸念 して,海 洋処分方策が提案されたの

は20年 前の欧州である。具体的に経済性 など

が検討されたのは,80年 代前半の米国であっ

た。これらを受けて,わ が国で具体的なCO2海

洋処分技術の検討が開始されて,8年 以上が

経過 した。 多くの研究費が投入され,精 力的

な検討が進められてきた。

次節以降では,わ が国のこれまでの研究の

到達点 を紹介 し,欧 米での研究の状況にも触

れつつ,特 に具体的な技術開発の方向性につ

いての私見を述べ ることとする。

6.深 海底貯留

(1)海 洋処分技術開発の端緒

わが国で海洋処分技術の検討がい くつかの

研究機関で一斉に開始された1989年,思 わぬ

新発見がもたらされた。この年の6月,海 洋

科学技術セン ターの潜水調査船 「しんか い

2000」は,沖 縄舟状海盆の氷深1,300mほ どの

海底カルデラ調査に従事 していた。偶然のこ

とであったが,そ こで不思議 な光景 を目のあ

た りにし,そ れをビデオに収めた。

海底か ら液状のものが漏れ出て浮上 して く

るのである。薄い膜に覆われた直径1cm程 度

の透明な液滴であ り,海 底の湧きだし部 を子

細に観察す ると,そ の膜は湧出液体 と海水 と

の反応で形成 されているように判断された。

幸 いに も液滴 を集めて採取す ることが でき

た。「しんかい2000」が浮上する際には,こ れ

が気化 して しまうことも観察 され,か ろうじ

て採取容器内に残 り,回 収 された気体の分析

結果か ら,液滴は液化CO、 であ り,膜状物質の

正体は,CO2を 主体 とする水和物(ハ イ ドレー

ト)で あることが判明した(図2参 照)。 これ

まで実験室内でのみ生成 され,人 為的生成物

質 としての研究対象であったものが,天 然物

としての存在がは じめて確認されたとして,

米国の科学雑誌 「Science」誌に報告された。

ところで,CO2の 海洋処分技術の一つの具

体案 として,従 来から"CO,lake"と 呼ばれ

るものが提唱されていた。鍵 となるCO2の 物

性は,水 と比較 して液体CO2の 圧縮率が大 き

いことである。CO2の 液化圧力である水深500

m相 当圧での液体CO2密 度は,0.9g/c㎡ 程度で

あるのに対 し,水深3,000m相 当圧以上では海

水の現場密度 を上 回るまでの圧縮 を受ける。

水深3,000m以 深の海底には液体CO2が 湖 の

出 所:"Science",1990

図2「 しん か い2000」 が観 察 した液体CO、

湧 出の模様
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よ うに貯 留 さ れ う る とい うイ メー ジ は,こ こ

か らで き あが っ た。

② 深海底貯留方式の可能性

実験研究は,実 験室の高圧装置内で,こ の

現象 を再現 し,あ わせ て海水 と液体CO2の 界

面に形成される膜状のCO2水 和物を観察する

ところか らスター トす る。世界中でもほとん

どわが国だけで実施され,数 多 くの研究室が

1990年 以来,こ の課題に取 り組んだ。これら

の研究を通 じて深海底貯留方式の可能性につ

いて解明されたことを筆者なりにまとめてみ

ると,以 下のように要約 され る。

①CO、 水和物 と平衡 にある海水 中のCO,気

体の飽和溶解度は,CO2水 和物が生成 され

ない非平衡状態で液体CO2が 海水に溶け込

んでいる場合の濃度の1/2程 度 になって

いる。この数値により,液体CO2液 面から溶

出す るCO2の 速度が,膜 状のCO2水 和物の

存在によって抑制 される効果の大 きさを説

明することが可能である。

② 高圧下においてもCO、が海水に溶解する

と海水密度は増加するため,深 海底の窪地

内に静置 されたCO2液 面上の海水 中には,

下方ほど密度が高 く重力的に安定 した成層

構造が形成される可能性が大きい。海底地

形 と関係づけてこの密度成層の強さや安定

性が十分 に理解 されてい るわけではない

が,密 度成層による物質拡散の抑制効果に

よって,数 千年にわたって液体CO2が 深海

底の窪みにとどまることが期待 される。

③ 膜状のCO、水和物の厚みが長期 にわたっ

て増大する可能性,液 体CO2と 海底堆積物

(鉱物粒子および間隙水 を含む)と の相互

作用による中和反応,貯 留深度 を大 きくす

ることなどによって水和物の ミクロな構造

に変化が もたらされ る可能性など,深 海底

貯留方式によって処分 されたCO2は,海 洋

環境全体や大気環境か らより確実に隔離さ

れ る可能性がある。

(3)深 海底貯留方式実現のための

研究シナ リオ

ここで強調 したい深海底貯留方式の最大の

特徴は,海洋大循環過程 を大 きく上 回る期間,

すなわち数千年以上 にわたって処分 された

CO、が大気圏か ら隔離 される点である。この

処分方式は,人 間の生活圏への干渉 を最小限

にできる点では,地 中処分 よりも優i位にある

とも考 えられ る。

隔離性能に焦点を絞って研究を進めてゆ く

場合,現 実的には,い かにしてその優れた性

能を確証 してゆ くのか,そ の道筋を明らかに

す ることが必要である。確証のための 「試験

貯留」プロジェク トの立案のためには,実 際

の深海底窪地内の流動 を把握 し解明する研究

を進めつつ,試 験貯留の規模 と,そ の規模に

応 じて究明できる隔離性能が何 なのかを見定

め ることなど,今 後何段階もの研究ステ ップ

を踏 まねばならない。

数万 トン以上の試験貯留規模が可能になる

のは,他 の方式による処分の開始後 と考えた

ほうが現実的である。ひとことで深海底貯留

と呼ばれている ℃021ake"と いう理想的な

処分方式が,よ り明確 な概念 をかたちづ くり,

その実現にむけての技術開発研究戦略が策定

されるためには,さ らに基礎的な研究が必要

である。
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7.溶 解型の海洋処分

(1)CO2の 隔離期間

地中処分 と海洋処分 との比較の項で述べた

ように,一 般の海洋処分は,気 体のCO2を 海水

中に溶解 させ ることを意図している。気体の

CO2は,海 洋の大循環に相当する期間,確 実に

大気圏へ と還流 して こない と考 え られてい

る。その理由を簡単に述べ よう。

海洋は,水 温に関 して沸か したての風呂の

ような鉛直構造 をもっている。大気 と熱や運

動量,ま た気体成分などを活発にや りとりす

る表層 と,そ れ以深 とは,水 温が急激に低下

す る深度である水温躍層によって区切 られて

いる。 ところで躍層以深の大洋水は,一 般に

CO2を 大量に含 んでいるこ とが知 られてい

る。 これは,海 洋表層の光合成作用によって

有機物に姿を変 えたCO2が,有 機物の深層へ

の沈降ののちに微生物による分解 を受けて,

再びCO、の形にもどったものである(図3参

照)。深層に溶解するCO2気 体が一度に大気に

放出され ると,大 気中のCO、濃度は現状の2

倍にも上昇するほどの量である。氷河時代に

はさらに多量のCO、が海洋 中に隔離 されてい

た可能性 も指摘 されている。化石燃料の利用

過程か ら回収 され るCO、を,こ のような天然

状態にある海水 中のCO2と 同様の存在状態に

溶か し込めば,天 然CO2と 処分 したもの とに

差が認め られない以上,海 洋中のCO2の 挙動

から海洋中での処分CO2の 隔離期間 を推定す

ることには,何 の問題 もない。

躍層以深の大洋水が表層へ ともどって き

て,過 剰に溶解 しているCO2を 大気へ と還流

させるのは,主 に熱塩循環 とよばれる海洋の

大循環過程である。世界の深層水が新たに形

成され るに相 当す る分だけ深層水が表層へと

戻 って くる。そこで海洋処分 されたCO,の 大

気圏か らの隔離期間は,平 均的には海洋大循

環の時定数で決まると考えてよいのである。

(2)CO2の 溶解方法

筆者が勤務す る(財)電 力中央研究所では,
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これまでCO2を 海洋中に溶解処分する方法 と

して,二 つの技術方式を提案 している。

ひとつは,ド ライアイスを船上か ら投棄す

る方法である。技術開発がほ とんど不必要な

ことが最大の特徴である。 また溶解の対象 と

する海水の体積が大 きい。 ドライアイスが沈

降 しなが ら海水に溶けるので鉛直方向に,ま

た投棄船が航走 していればその方向に も広 く

ばらま くことになるため,希 釈倍率が極端に

大 きく,局所的pH低 下 という環境影響がほと

んど無視できる。しか し,気体のCO2を ドライ

アイスに固化す るエネルギーは,液 化の際の

ほぼ倍 を要するため,恒 久的な対策 とはいい

難iく,当 面の打開策 としての位置付けが妥当

な ところであろう。

(財)電 力中央研究所は,1990年,ド ライア

イスの塊を海中を降下させて,昇 華および液

化(ド ライアイスは5.3気 圧以上であれば液化

してか ら気化す ることになる)す る過程お よ

び海中沈降速度 を観測す る実験を実施 した。

これ らの結果から,ド ライアイスの大 きさの

関数 として海中沈降にともなう溶解挙動の推

定が可能 となっている。

(財)電力中央研究所が発案 したもうひとっ

の技術方式に 「航走船舶が曳航する放流管か

らの液体CO2散 布」があるが,こ の方式を説明

す る前に,諸外国での研究状況を紹介 しよう。

わが国以外で検討がなされているCO2海 洋処

分の方式はまさに溶解型であ り,海 底敷設の

パ イプラインか らの放出によるものである。

8.海 底パイプラインを用いた溶解型の海洋

処分技術

欧米でのCO2海 洋処分の技術開発は,長 期

的なエネルギー供給シナ リオの中で,石 炭利

用 を考 える文脈において,不 可欠の技術 とし

て捉えられている。ただし,そ れはあ くまで

も地 中処分技術の控えの技術 としての位置付

けである。海洋中に処分可能なCO,量 が,地 中

に比較 して圧倒的に大 きいことに着 目しての

関心であるといってよい。

米国マサチューセ ッツ工科大学は,1991年,

海中の固定点から連続的に浮上するCO2液 滴

群の挙動をモデル化 している。翌1992年,ノ

ル ウェ ー の 研 究 者 は,英 国 の科 学 雑 誌

「Nature」 に発表 した論文により,CO2が 高

濃度に溶解 した海水 を固定放出口付近に形成

させ られれば,密 度流 となって深海へ到達す

る可能性を指摘している。この研究を支援 し

ていたのは,世 界で最初 の商業規模 に よる

CO、地中処分を実施 しているノルウェー国有

の石油会社スタ トイル社である。

一方,好 ましくない点 として,そ の後の研

究の進展により,CO2を 高濃度に溶解 した海

水(密 度流)の 到達深度が当初の予想ほ ど深

くはないこと,ま た密度流の沈降時に周囲の

海水 を巻 き込んで希釈 されてしまうことに抗

して,周 囲の水 との密度差を維持するために

は,海 底谷地形を利用 して巻 き込みの効果 を

抑制することを期待 したいのであるが,そ れ

は,と りもなおさず海底谷斜面の生態系を低

pH海 水に恒常的にさらすことになる,な ども

指摘されている。

海底パイプラインか ら液体CO、 を海中に放

出し,周 囲の海水への溶解 を期待する技術に

おいては,海 底への石油 ・天然ガスバイプラ

イン敷設が可能な限界の深度 まで深 くするこ

とを前提に議論 されている。これは,大 気か

らの隔離期間を十分に長 く確保 したいこと,

および生物への影響を最小限にとどめたいと
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の 理 由 に よ る。

9.航 走船舶からの放流希釈方式

海洋 を海水 を満 たした容器 と考えると,容

器にあたる海底面 と,大 気 との接触面にあた

る海洋表層 とは,と もに生物の豊富に生息す

る場 として,ま ず保全の対象 としたい場であ

る。そこで,海 底パイプラインからの放流で

は,放 流点の選定が大 きな課題 となる。放流

点近傍では,定 常的にpHの 低下 した海域が出

現することとなり,海 域の流動状況によって

は海底面への影響 を避けることが困難な場合

も多いと考 えられ る。

その点,船 舶で沖合にCO2を 運び,さ らに最

大限の希釈 を達成するように海洋の中深層へ

と放流散布する方式では,ド ライアイスの投

下方式 と同様の希釈効率が期待 できる。

深海底貯留の方式は魅力的であるが,最 大

の隔離効果 を発揮す るための条件でさえ十分

には把握されていない。また,船 舶か らの水

深1,000mな い し2,000mの 海洋中へ放流管 を

下 ろして液体CO2を 送 り込む技術の延長線上

に深海底貯留技術 を想定す るほうが理にかな

っている。

具体的な技術開発の 目標や,当 面の環境影

響評価の対象を 「航走船舶からの放流希釈方

式」 とすることを提案 したい。(図4参 照)

19.環 境 影 響 評 価

(1)実 施の必要性

そもそも,IPCCの 活動 自体が,CO2を はじ

め とする温室効果ガスに起因する気候変動へ

の対処 を求めてお り,一面か らみれば,化石燃

料の使用について主に地球規模の環境影響 を

評価する国際的な役割 を果たしている。海洋

処分が,長期的に,ま た地球環境全体に,い か

一.動.

『翼_

諸

1,000m
～2

,000m

出所:MTSJournalVol.29,No.3

図4航 走 船 舶 か ら の 放 流 希 釈 方 式
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なるメリットをもたらし,ま た一方でどのよ

うなリスク増大の可能性があるのかについて

は,気 候変動予測における精度向上への努力

とあいまって,地 球科学(earthsciences)の

多 くの分野の専門家による検討の継続が必要

である。これらが2000年 にも予定されている

次のIPCC報 告書に反映されることは,広 い意

味での環境影響評価の手続 きとして,重 要な

ステップである。

さて,1992年 開催の リオデジャネイロの国

連環境開発会議が,気 候 という地球大気の問

題に国際社会が真剣に取 り組む上での画期 で

あったとすれば,そ の20年 前 に開催 され た

1972年 の国連環境人間会議(ス トックホルム)

では,主 に海洋環境に大 きな関心を呼び,そ

の後,海 洋環境の保全 について多くの国際的

な枠組みが整備されて きた。

海洋汚染防止には,い わゆる海洋投棄 を禁

止する国際条約 として,ロ ン ドン ・ダンピン

グ条約(LDC)が あ り,国 際海事機構(IMO)

が事務局 としてその運用に当たっている。投

棄禁止物質の決め方は,い わゆ るリバースリ

ス ト方式(リ ス トに載っていない物質を禁止

する)に移行することになっている。CO2海 洋

処分の事業化には,CO2を 投棄可能物質 とし

てリス トに載せ ることが必要である。その科

学的なバ ックデータ として,CO2の 海洋処分

にかかわる環境影響評価が必要になるのはい

うまで もない。

CO2の 地中処分について も,安 全面か らの

環境影響評価が求められていることを考 える

と,CO2の 溶解型の海洋処分について も,まず

局所への短期的な生物影響の研究が具体的な

処分技術に則 して実施される必要がある。

(2)環 境影響評価研究の長期的展開

一 その時期 と方法 について 一

筆者は,新 エネルギー ・産業技術総合開発

機構(NEDO)か らの要請により,1995年 か

らIEA(国 際エネルギー機関)の 「温暖化ガス

研究開発プログラム(GreenhouseGasR&D

Programme)」 で実施 しているCO2海 洋処分

に関わる専門家会合 に出席している。海洋物

理学者 ・海洋生物学者 ・海洋法の専門家など

を交えた会合が,こ の1年 あまりの問に4回

ほどもたれ,環 境影響評価 を国際的な枠組み

の中でいかに進めてゆくのかの議論がなされ

た。

ここで,こ れらの会合での議論 を踏まえ,

国際的な連携 を重視 して環境影響評価の研究

を推進するにあたっての長期的な展開を示 し

てみたい。筆者のカバーすべ き範囲を超えて

いるのを承知の上で,あ えて議論 を提起す る

次第である。

さて,仮 に2010年 の時点でわが国の産業界

がCO2回 収の事業化 を求められるとしよう。

その場合,政 府においては地中隔離について

の国内調整が完了していることが必要 と見込

まれる。国内における地中隔離の方策に政策

判断をす るためには,他 の隔離方策 との比較

考量が不可欠であ り,その時点で,CO2海 洋処

分の国際的合意形成の可能性について十分 な

見通 しを得ておく必要があると思われ る。

この仮想的なシナ リオに沿って研究展開を

考える。2010年 の時点で海洋処分に関する具

体的な可否の判断を,た とえば国際海事機構

の ような場に求 めようとした場合,お よそ

2005年 までには,特 定の投入技術について現

場海域 でのCO2放 出試験をパイロッ ト規模 で

実施 しておく必要があると思われる。この際,
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海洋 トレーサ として,例 えばCO2に 比較 して

より長期間海洋中での希釈移流の過程が追跡

できる六フッ化硫黄(SF6)を 同時に投入する

ような計画を盛 り込むことができれば,大 洋

の中深層での海洋流動に関する知見の信頼性

向上に多大の効果 をもたらす ものと予想され

る。ここでは,投 入技術 を明確化 し,一 方で

影響評価の基礎 となる実地データの取得が 目

指される。

次いで提起 されるのが 「CO2の 投入方法 と

海域および投入量」をどの程度 まで明確にし

て国際合意 を形成するのが妥当なのか,と い

う問題である。筆者はこの問題に対して,現

在の ところ答 えをもっていない。上記のIEA

温暖化ガス研究開発プログラムのCO2海 洋処

分に関わる専門家会合での議論では,国 際的

に取 り組む 「生態系 を対象 とした影響評価の

研究プログラム」の必要性が提唱されている。

これは,閉 鎖的で深海(海 洋の表層でない と

いう意味での深海)の 生態系の性質を備えた

モデル海洋 としての海域(例 えばフィヨル ド

など)にCO2を 実際に注入 し,生 態系への長期

的な影響 を数年以上の期聞にわたって監視 し

ようという提案である。個々の生物種に共通

的な生理学的な研究とあいまって,真 に後悔

することのない技術 として,CO2海 洋処分技

術 を認定するためには必須の研究プログラム

として議論 されているものである。

このような研究プログラムの実現性につい

ては,今 後 とも十分な議論が必要である。実

際に過去には大洋底からのマンガン団塊の採

鉱技術について,小 規模 ではあるが現場生物

影響実験が実施された例がある。しか し,CO2

海洋処分技術 についてここで提案されている

規模は,筆 者には過大であるように感 じられ

る。 このような研究に踏み込まないで も合意

形成可能な 「投入方法 と海域お よび投入量」

があ り得 るのではないだろうか。

一方,大 気へのCO2蓄 積が今後 も現状 のま

ま継続 した場合,海 洋表層の生態系への直接

的なpH低 下 という影響が無視で きな くなる

ことも確実である。海洋表層 という,生 物量

も多 く,地 球環境全体への関わ りの深い重要

な生態系への未知の リスクを考 えると,危 険

分散 という観点か ら海洋中層へのCO2溶 解処

分 の有効性 を導 き出す こともできるであろ

う。また,実 際に大量のCO、が海洋の深層に注

入溶解 している海底熱水活動についての知見

から,CO2海 洋処分の許容量に関 して議論を

進めることも可能である。いずれにせ よ,海

洋処分方策の環境影響評価の観点か らの是非

は,地 球環境 と海洋の炭素循環 という大きな

文脈な中での検討 を常に必要 とすることは確

かである。

11.お わ り に

通産省工業技術院は,CO2の 海洋隔離に関

して,そ の環境影響予測技術の開発 を目的 と

した平成9年 度からのプ ロジェクトを計画 し

ている。筆者 としては,こ のプ ロジェク トが,

上述の ようなCO2海 洋処 分技術 の位 置づ け

と,こ れまでのわが国を中心 とす る研究成果

を踏 まえつつ,国 際的な連携 を保った形で遂

行されることを期待 している。

なお,本稿は,(社)国 際海洋科学技術協会の

依頼により同協会の機i関誌 「Sci.&Tech.」

に発表 した拙稿 をもとに,そ の後の考察を加

筆 したものである。
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〔調査研究報告〕

CO2回 収 ・処理 を考慮 した

火力発電システムの ライフサイクル分析

田 中 敏 英(㈲ エネルギー総合工学研究所プロジェクト試験研究部 研究貝)』
笛
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1.は じめ に

現在,地 球温暖化防止策の一つ として,大

量のCO2固 定発生源である火力発電システム

からCO2を 回収 ・処理する技術が注 目され,そ

の研究開発がなされている。

地球環境対策技術 として,こ のようなCO、

回収 ・処理技術 を付加 した火力発電 システム

の実現可能性や環境影響 を評価す るために

は,燃 料の採掘 ・輸送か らCO2の 回収 ・処理に

至る トー タルシステムについて,ラ イフサイ

クルの観点か らエネルギー収支やCO2等 の環

境汚染物質の排出量を計量する必要がある。

さらに,最 近では,CO2,NOx,SOx,煤 塵

等の環境汚染物質による環境影響 を外部 コス

トとして評価す る必要性 も認識されている。

そこで,新 エネルギー ・産業技術総合開発

機構の委託の下,CO2回 収・処理 を考慮 した火

力発電システムのライフサイクル分析を実施

し,環 境外部性評価 も一部試みた。

本 稿 で は,

告 す る。

そ の ケ ー ス ス タデ ィ につ い て 報

2.ケ ー ス ス タ デ ィの 対 象 シ ス テ ム

(1)検 討範囲

ケーススタディの検討範囲を図1に 示す。

(2)発 電プラン トとCO2回 収技術

分析対象 とする発電プラン トおよびこれに

適合するCO,回 収技術 を表1に 示す。

発電プラン トは,2000～2010年 頃に新設が

想定 される高効率火力発電プ ラン トを選定

し,日 本での立地および設備利用率70%を 仮

定 した。発電容量は,CO2を 回収 しないべ一ス

ケースの発電端出力 を600MWに 設定 し,CO,

回収 ・処理ケースでは燃料使用量をべ一スケ

ースと同一 とし,CO2回 収 ・液化等による動力

ロスを送電端出力の低下 として算定 した。

各発電プラン トに適合するCO、回収技術に

ついては,図2に 示す方式 を考慮 し,こ れま

①べ一… ス團 一

②鯉 三[}麺]一

採掘 ・

液化/選 炭

採掘 ・

液化/選 炭

一[輸送]一[亜]一 電カ

ー[輸送]-CO
・叢 装置:総 石

、
輸送処理

図1ケ ー ス ス タ デ ィ の 検 討 範 囲
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での分析結果1)か らCO2回 収 による送電端

効率の低下および発電 コス トの上昇が小 さく

なるものを選定 した。

(3)回 収CO2の 輸送 ・処理システム

回収 したCO2の 輸送 ・処理 システム として

は,大 量のCO2の 処理が可能 と期待 される海

中処理,お よび原油増進回収法(EOR,Enhan一

表1ケ ー スス タデ ィの対 象 と した発 電 プ ラン トお よびCO2回 収 技術

発 電 プ ラ ン ト CO2回 収 技 術

方 式
送電端効率

(%)
方 式 CO2回 収率

(%)

LNG

火力

LNG複 合発電

(LNG-GTCC)*1
46.5

排 ガスか らの分離 ・回収

(化学吸収/MEA法)
90

石炭
火力

酸素吹 き石 炭ガス化複合発電

(OB-IGCC)*2
43.0

燃焼前分離 ・回収

(物理吸収/SELEXOL法)
90

空気吹 き石炭 ガス化複合発電

(AB-IGCC)*3
43.0

燃焼前分離 ・回収

(物理吸着/PSA法)
80

微粉炭焚 き発電

(PCF)*4
40.9

排 ガスか らの分離 ・回収

(化学吸収/MEA法)
90

排 ガスか らの直接 回収

(0、/CO、 燃焼)
100

石炭 ガス化溶融炭酸塩型燃料電池

複合発電

(MCFC)*5

53.1

ア コー ドガスか らの分離 ・回収

(化学吸収/炭 酸カ リ法)

排ガスか らの分離 ・回収

(化学吸収/MEA法)

90

加圧流動床複合発電

(PFBC)*6
41.5

排 ガスか らの分離 ・回収

(化学吸収/MEA法)
90

*1LNGFueledGasTurbineCombinedCyclePlant

*3AirBlownlntegratedCoalGasificationCombinedCyclePlant

*5CoalGasificationMoltenCarbonateFuelCellPlant

*202BlownIntegratedCoalGasificationCombinedCyclePlant

*4PulverizedCoaユFiredPlant

*6PressurizedFluidizedBedCombustionCombinedCyclePlant

CO2回 収技術

燃焼前分離 ・回収

(物理 吸収/SELEXOL法)

(物理 吸着/PSA法)

排 ガスか らの分離 ・回収

(化学吸収/MEA法)

排 ガスか らの直接回収

(0、/CO、燃焼)

CO2回 収 の シス テ ム フ ロー

燃料

H20

水蒸気改質
H2

CO2
CO2分 離

H,

施智CO
2エ ヌ1

偽断
ガ スタ ー ビ ン

蟹一惚

N,COiHzO
CO2分 離

N2

H,O

COi

ガスター ビン

饗〒誕
02

図2選 定 し たCO2回 収 技 術
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cedOilRecovery)へ の利用 を含む地中処理

を選定 し,CO2の 輸送距離i,注入深度は表2の

ように設定 した。ただ し,これ らはCO、処理 の

ためのシステム構成の代表例 として選定 した

ものであり,CO2の 処理方式(例 えば海中処理

における溶解 ・希釈方式あるいは貯留方式等)

そのものを特定 している訳ではない。

3.ケ ー ス ス タ デ ィの 項 目

CO2回 収型発電プラン トお よび回収CO2輸

送・処理 システムごとに,下 記項 目について算

定 した。本分析では,デー タ入手が可能な範囲

内で,積 み上げ法によ りライフサイクルにお

けるインベン トリを作成 した。なお,分 析対象

とした各設備の耐用年数は25年 と仮定 した。

① 発電 コス ト[円/kWh]

(設備費×年経費率+燃 料費)[円/年]定義
'送 電端電力量[kWh/年]

② 総合 効 率[%]

送電端電力量[kWh/年]×860[kcal/kWh]定 義

(発電用燃料+投入エネルギー)[kcal/年]

投 入 エ ネ ル ギー とは,ト ー タル シ ス テ

ム の 各 設 備 の 生 産,建 設,運 用 等 に係 る

全 エ ネ ル ギー で あ る。

③ 環 境 排 出物 発 生 量[g一 物質/kWh]

・CO
2:発 電 時,ト ー タル シ ス テ ム に お

け る各 燃 料 燃 焼 時,燃 料 採 掘 時

(随伴CO,),CO、 回 収 ・液 化 時

(漏れ),設 備 素 材 生 産 時 に 排 出

す る量

・CH4:燃 料 採 掘 ・輸 送 時 に 排 出 す る量

・NOx ,SOx,煤 塵,N20:発 電 時 に 排

出す る量

④ 温 暖 化 効 果[g-C/kWh]

CO2,CH、,N20の 温 暖化 物 質 の排 出 量

を,文 献2)の 時 間 ス ケ ー ル が100年 に お

け る 地 球 温 暖 化 指 数(CO2:1,CH、:

24.5,N20:320)を 用 い て,CO2の 温 暖

化 効 果 に 換 算 した 。

⑤ 環 境 外 部 性 評 価(試 行)

ラ イ フ サ イ クル 分 析 に お け る環 境 負荷

影 響 評 価 の 一 つ の視 点 と して,環 境 外 部

性 を 試 算 した。

表2ケ ー ス ス タデ ィの対 象 とした回収CO2輸 送 ・処 理 システ ム

ケー ス 処理地点 回収CO2
前処理

輸送形態 輸送距離
(km)

処理形態 注入深度
(m)

ケー ス1

海中処理

㎜ CO、パイプライン輸送

(発電所 ・処理地点)

100

500

1,000

2,000

深層海水注入 3,000

ケ ー ス2 液化 ・貯蔵
液化CO,船 輸送

(発電所 ～処理地点)

100

500

1,000

2,000

洋上基地からの

深層海水注入
3,000

ケ ー ス3

地中処理

EOR利 用

}
CO、パイプライン
(発電所 ～処理地点)

100

500
地 中,油 田注入 2,000

ケ ー ス4 液化 ・貯蔵

液化CO,船 輸送

(発電所 ～受入基地)

100

500

5,000*1

12,000*2

受 入基地か らの

地中,油 田注入
2,000

液化CO2パ イプ ライン輸送
(受入基地 ～処理地点)

100

*1東 南 ア ジア,*2中 東
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4.ケ ー ス ス タ デ ィで 用 い た デ ー タ

本 ス タデ ィ で 用 い た デ ー タ(各 種 原 単 位 等)

と して,エ ネ ル ギー 原 単位 は 表33),設 備 素 材

の 生 産 に係 る エ ネ ル ギー 原 単 位 は 表44),燃

料 の 燃 焼 や セ メ ン ト生 産 時 のCO2排 出係 数 は

表55)・6)の 値 を用 い た 。 各 発 電 プ ラ ン トの 発

電 時 のNOx,SOx,煤 塵,N20の 排 出係 数 は

表6,天 然 ガ ス お よ び石 炭 の 採 掘 ・輸 送 時 の

CO、,CH、 の 排 出係 数 は 文 献2)・5)・7)～10)を参 考

に して 表7の 値 を用 い た 。

表3エ ネル ギー原単 位

電 力 2,250kca1/kWh

石 油 11,280kca1/kg(9,250kca1/尼)

A重 油 11,071kca1/kg(9,300kcal/尼)

C重 油 10,538kcal/kg(9,800kcal/尼)

石 炭 6,200kcal/kg

天然ガス 13,000kcal/kg(9,800kcal/mr)

表4素 材 の エネ ル ギー 原単 位

電 力

(kWhlt)

石 』油

(Mcal/t)

石 炭

(Mcal/t)

合 計

(投入エネルギー換算)(
Mcal/t)

鉄 500 0 5,000 6,125

銅 1,700 5,900 1,000 10,725

アルミニウム 17,500 11,000 0 50,375

一

ス ァン レス 1,000 0 10,000 12,250

ニ ッ ケ ル 6,100 0 0 13,725

ポリエチレン 2,000 6,000 0 10,500

コン ク リー ト 32 104 188 365

表6発 電プラン トのNOx,SOx,煤 塵,N20の 排出係数

(9/kWh)

発電プラント NOx SOx 煤塵 N20

LNG-GTCC 0.10率1 0 0 …

IGCC 0.10*1 0.22率2 0.03*3 一

PCF 0.30宰3 0.45*3 0.03串3 0.004～0.047串5

MCFC 0*4 0.003*4 0.002魍
一

PFBC 0.30*3 0.45宰3 0.03*3 0.24～0.67*5

*1文 献")で 用 いた現在計画 され ている複合 発電プ ラン ト

の期待値(NOx:10ppm程 度(LNG-GTCC))

*2文 献11)で用 いたEPRIガ ス化会議で発表 された建設 中プ

ラン トの設計値(SOx:25ppm程 度)

*3文 献12>による石炭汽力発電の排 出設計値(NOx:45ppm,

SOx:50胆,煤 塵:0.01g/ma)

*4文 献13)の排 出設計 値(NOx二 な し,SOx:1隅 煤塵:

0.001g/MS)

*5文 献14)の微粉 ボイラ,流 動床 ボイラの推計値

※排出原単位(g/kWh)は 発電端出力あた り。

※LNG-GTCCの 排 出物濃度 は酸素16%換 算値。IGCC,

PCF,MCFC,PFBCの 排出物濃度は,酸 素6%換 算値。

表7天 然 ガ スお よび石 炭 の採掘 ・輸 送時 の

CO2,CH4の 排 出係i数

天然ガス 石炭

(随伴CO、)

ボ ンタ ンLNGの 最 近 のデ
一 タよ り,産 出ガスの6%vl

を随伴CO、 とす る。 (炭層ガス)

CO2
4.079-C/McaI 炭 層 ガ ス 中 の

CO、分 はほ とん ど

(フ レア燃焼 によるCO、) ないため,考 慮 し

産出ガスの1%v1未 満であ ない もの とす る。

り,液化動力のための燃焼ガ
ス(産 出ガスの9%vl)か らの

CO2に 含 まれ るもの とす る。

CH4

(採掘,輸 送時の漏洩)
日本の電力向けLNG設 備

ということで,漏 洩は極めて

少ないもの と考えられるた

め,世 界平均の排出量よりも

(炭層 ガス)

炭種,深 度 によ

り発生量 に幅が あ

る。

少ない値 とす る。 0.07～2.75

0.5～1.09-CH、/Mcal
9-CH、/Mcal

表5CO2排 出係 数

燃料等 単位 CO2排 出係数

電力 9-C/kWh 107.00

石油 9-C/Mcal 78.11

A重 油 9-C/McaI 79.11

C重 油 9-C/Mca1 81.80

石炭 9℃/Mcal 103.44

天然ガス 9℃/Mcal 56.39

セメン ト製造時 9℃/9一 セ メン ト 0,214

5.ケ ー ス ス タ デ ィ結 果

CO2回 収 型 発 電 プ ラ ン トお よ び 回 収CO2輸

送 ・処 理 シ ス テ ム ご とに,ト ー タ ル シス テ ム

の分 析 を行 っ た 結 果,発 電 コ ス ト,総 合 効 率

は,表8,9に 示 す もの と な っ た。 ま た,各 発

電 シス テ ム のCO2,CH4,N20の 排 出 に よ る温
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暖化効果を図3(a)～(9)に 示す。

以上の結果 より,ラ イフサイクルの観点か

らみた ときの火力発電システムのCO2回 収 ・

処理による影響および効果をまとめると表10

に示すものとな り,以 下のことが言える。

① 発電 コス トの上昇および総合効率の低

下 をみると,CO2排 出規制や炭素税の導

入等のインセンティブがないと,火 力発

電プラン トか らのCO2回 収 ・処理技術の

導入の実現性は乏 しい。 したがって,実

用化のためには,そ の低 コス ト化および

CO、回収率や所要動力の高効率化が課題

となる。

② 発電プラン トでのCO、 回収率が80～90

%で あっても,主 として,燃 料の採掘 ・

液化/選 炭や輸送に要す る運用エネルギ

ーに起因す るCO
2排出があるため(図4

参照),ト ータルでのCO2低 減率 は54～87

表8ト ー タル シス テム の発電 コス ト(対 べ 一 スケー ス)

発電システム CO2 LNG-GTCC OB-IGCC AB-IGCC PCF PCF MCFC PFBC

輸送距離 排ガス 燃焼前 燃焼前 排ガス 排ガス アノード・排ガス 排ガス
回収CO2輸 送 ・処理方式 (km) 分離・回収 分離 ・回収 分離 ・回収 分離 ・回収 直接回収 分離・回収 分離・回収

べ一 スケー ス(CO2回 収 なし) 一 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ケース1 100 1.30 1.44 1.49 1.64 1.70 1.35 1.58

パイプ輸送/海中深層注入 500 1.44 1.72 1.76 1.98 2.13 1.56 1.56

1,000 1.74 2.29 2.31 2.68 3.Ol 2.02 1.83

2,000 2.55 3.88 3.85 4.64 5.48 3.27 2.37

ケー ス2 100 1.36 1.57 1.63 1.77 1.83 1.44 1.67

船輸送/海中深層注入 500 1.37 1.58 1.64 1.79 1.84 1.45 1.68

1,000 1.38 1.60 1.65 1.81 1.86 1.46 1.70

2,000 1.39 1.63 1.68 1.85 1.90 1.48 1.73

ケー ス3 100 1.29 1.41 1.47 1.62 1.66 1.33 1.54
パ イプ輸送/地 中・EOR注 入 500 1.34 1.51 1.57 1.75 1.84 1.41 1.65

ケー ス4 100 1.36 1.56 1.62 1.76 1.82 1.43 1.66

船輸送/地 中・EOR注 入 500 1.37 1.58 1.63 1.78 1.83 1.44 1.67

5,000 1.45 1.74 1.78 1.98 2.03 1.56 1.83

12,000 1.58 2.00 2.00 2.29 2.33 1.75 2.07

表9ト ー タル システ ムの総合 効率(%)

発電システム
CO2 LNG-GTCC OB-IGCC AB-IGCC PCF PCF MCFC PFBC

輸送距離 排ガス 燃焼前 燃焼前 排ガス 排ガス アノード・排畝 排ガス
回収CO、 輸送 ・処理方式 (km) 分離・回収 分離 ・回収 分離 ・回収 分離 ・回収 直接回収 分離・回収 分離・回収

べ一 スケー ス(CO2回 収 なし) } 41.5 38.9 38.5 36.4 36.4 47.3 36.9

ケ ー ス1 100 36.1 31.0 31.9 28.0 28.1 38.8 28.5

パイプ輸送/海中深層注入 500 35.7 30.4 31.4 27.4 27.4 38.1 27.9

1,000 35.5 30.1 31.1 27.1 27.1 37.8 27.6

2,000 35.0 29.3 30.4 26.4 26.4 36.8 26.9

ケース2 100 35.6 29.5 29.9 27.1 26.7 37.4 27.6

船輸送/海中深層注入 500 35.5 29.5 29.8 27.0 26.7 37.3 27.5

1,000 35.4 29.4 29.7 26.9 26.6 37.2 27.4

2,000 35.3 29.1 29.6 26.7 26.4 36.9 27.2

ケース3 100 35.6 30.4 31.2 27.3 27.2 38.0 27.8
パイプ輸送/地 中・EOR注 入 500 35.2 29.6 30.4 26.5 26.3 37.2 27.0

ケース4 100 35.4 29.3 29.7 26.8 26.5 37.1 27.3

船輸送/地中・EOR注入 500 35.3 29.2 29.6 26.8 26.4 37.0 27.3

5,000 34.7 28.3 28.8 26.0 25.7 35.9 26.4

12,000 33.8 27.0 27.7 24.8 24.6 34.3 25.3
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温 暖化 効 果(g・-C/kWh)
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ベー スケー ス(CO2回 収 な し)

ケー ス1
パ イプ輸送(500km)/海 中深層 注入

ケース1
パイプ輸送(2,000km)/海 中深 層注入

ケース2
船輸送(500km)/海 中深層 注入

ケース2

船輸送(2,000km)/海 中深 層注入

ケー ス3
パ イプ輸送(500km)/地 中 ・EOR注 入

ケー ス4

船輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4

船輸 送(5,000km)/地 中 ・EOR注 入

ケー ス4
船輸 送(12,000km)/地 中・EOR注 入

■ 設備エネルギー

臼 運用エネルギー

囲 発電燃料

圏 随伴CO2

CH4排 出

口 推定の下限値
じコ ロ ヨ

・;推 定の下限値か ら上限値 まで の幅

N20排 出

懸 擬 の下限値

継 推定の下限値から上限値までの幅

(a)LNG-GCTT(排 ガ ス分 離 ・回収)

温暖化効果(g-C/kWh)

050100150200250300350

(b)OB-IGCC(燃 焼 前 分 離 ・回収)

べ 一 スケー ス(CO2回 収 なし)

ケー ス1
パ イプ輸送(500km)/海 中深層注入

ケー ス1
パ イプ輸 送(2 ,000km)/海 中深層注入

ケー ス2
船輸送(500km)/海 中深層注入

ケー ス2

船輸送(2,000km)/海 中深層注入

ケー ス3
パイプ輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4

船輸送(500km)/地 中 ・EOR注 入

ケー ヌ、4

船 輸送(5,000km)/地 中・EOR注 入

ケース4
船 輸送(12,000km)/地 中・EOR注 入

温暖化効果(g-C/kWh)

050100150200250300350

(c)AB-IGCC(燃 焼 前分 離 ・回収)

図3各 発 電 プ ラ ン トの 温 緩 化 効 果
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温暖化効果(g-C/kWh)
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(d)PCF(排 ガ ス分 離 ・回収)

温暖化効果(g-C/kWh)
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べ一 スケース(CO2回 収 な し)

ケー ス1
パ イプ輸送(500km)/海 中深層注入

ケー ス1
パ イプ輸送(2 ,000km)/海 中深層注入

ケース2

船輸送(500km)/海 中深層 注入

ケース2
船 輸送(2,000km)/海 中深層 注入

ケース3
パイプ輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4

船輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4

船輸送(5,000km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4
船輸送(12,000km)/地 中・EOR注 入

べ一 スケース(CO2回 収 な し)

ケー ス1
パ イプ輸送(500km)/海 中深層注 入

ケー ス1
パ イプ輸 送(2 ,000km)/海 中深層注 入

ケー ス2

船輸送(500km)/海 中深層注入

ケー ス2
船輸送(2,000km)/海 中深層注入

ケー ス3
パ イプ輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4

船輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケース4
船輸送(5,000km)/地 中・EOR注 入

ケース4

船輸送(12,000km)/地 中 ・EOR注 入

温暖化効果(g-C/kWh)

050100150200250300350

(e)PCF(排 ガ ス直 接 回収)

温暖化効果(g-C/kWh>

050100150200250300350

(f)MCFC(ア ノードガス・排ガス分離・回収)

図3各 発 電 プ ラ ン トの 温 緩 化 効 果(つ づ き)
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表10火 力発電システムのCO2回 収 ・処理による

影響お よび効果(対 ベー スケース)

発電 コス トの上昇 1.29～5.48〔2.33〕 倍

総合効率の低下 13.0～32.5%

CO,排 出量の削減率 54～87%

温暖化効果の削減率 47～77%

※CO2排 出量,温 暖化効果 の削減率 は送電端舳 あた り。

※ 〔 〕 内はケー スの1,000kmと2,000kmを 除 いた値。

※温暖化効果 につ いては,CH,,N20は 排 出推定値の 中間値

で算定 した。

%程 度になる。

③ さらに,CH、やN、0の 温暖化ガスを含め

た トータルでの温暖化効果としてみると,

温暖化効果の低減率は47～77%程 度に留

まるものの,発電プラン トの高効率化等に

投 入 エ ネル ギ ー(kca1/kWh)
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(a)LNG-GTCC(排 ガ ス分 離 ・回収)

より得 られる低減効果に比べ て,CO2回

収 ・処理による低減効果はやは り大 きい。

ただし,CH4やN20の 排出量 とその算定精

度が大 きな影響を与える可能性がある。

この他,特 徴的な結果については次の とお

りである。

④ 発電 コス トの上昇および総合効率の低

下は,CO2負 荷の小 さいLNG火 力の方が

石炭火力 より小さい。

⑤ コス ト面では 「地中 ・EOR処 理,パ イ

プ輸送一注入」(ケ ース3)が 有利。「海

中処理,パ イプ輸送一深層注入」(ケース

1)は,CO2輸 送距離が長距離になると高

コス トとな り実現性は低 い。

ベー スケース(CO2回 収な し)

ケース1
パイプ輸送(500km)/海 中深層 注入

ケー ス1
パ イプ輸送(2,000km)/海 中深層注 入

ケー ス2

船輸 送(500km)/海 中深層注入

ケー ス2
船輸 送(2,000km)/海 中深層注入

ケー ス3
パ イプ輸送(500km)/地 中 ・EOR注 入

ケー ス4

船輸送(500km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4
船輸送(5,000km)/地 中・EOR注 入

ケー ス4
船輸送(12,000km)/地 中・EOR注 入

投 入 エ ネ ルギ ー(kcal/k冊1)

0100200300400500600

(b)OB-IGCC(燃 焼 前分 離 ・回収)

設備エネルギー ■ 採掘 ・液化 日 輸送 ■ 発電 ・C・・回収 圏C・ ・翰送処理

運用エネルギー □ 採掘 ・液化 目 輸送 ■ 魏 ・C・・回収IZCO・ 輸送処理

図4代 表 的 な発電 プ ラ ン トの投 入 エネ ル ギー
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⑥ 各 システムの総合効 率やCO、 排 出量

は,回 収CO,の 処理方式による差 より,

CO2輸 送距離による差の方が大 きくなる

傾向にある。ただ し,船 輸送方式(ケ ー

ス2,4)で はCO2を 液化する際に,混 入

している不凝縮性ガス とともにCO2の 一

部が放出され ることによりその回収率が

低下するため,パ イプライン輸送方式(ケ

ース1 ,3)よ りCO、発生量が多い。特に

排ガス直接回収方式では回収CO2純 度が

低 くなるため,こ の影響が大 きい。

⑦ 天然ガスお よび石炭の採掘,輸 送時の

CH4排 出は,CO2回 収 ・処理ケースにおけ

る温暖化効果の20～50%程 度を占める可

能性があるため,そ の排出低減あるいは

回収による有効利用が課題 となる。

⑧PFBCか らのN、0排 出は,CO、 回収 ・処

理ケースにおける温暖化効果の40～50%

程度 を占め る可能性があるため,そ の排

出低減が課題 となる。

6.環 境 外 部 性 評 価 の 試 行15)一一21)

(1)環 境外部性評価 にあたり

エネルギーシステム(発 電システム)の 外

部性は,環 境排出物による公衆の健康,生 態

系,建 造物等への影響や地球温暖化等の環境

外部性 と,補 助金やセキュ リティ等の非環境

外部性に区別 される。

今回,火 力発電システムを対象 とした環境

外部性評価 を,ラ イフサイクル分析 における

環境負荷影響評価 の一つの視点 として試行 し

た。ただ し,こ れは,評 価の手順 を明確にし

た上で,今 後わが国においてエネルギー シス

テムの外部性に関す る研究の進めるべ き方向

性 を検討す ることを主眼 としている。 このた

め,評 価項 目として省略 したものや,欧 米の

指標 をそのまま流用 した ものがあ り,結 果の

絶対的な値には本質的な意味がないことに注

意する必要がある。

また,現 在,欧 米を中心 とした外部性評価

の研究は,方 法論の確立に主眼が置かれてお

り,社 会科学的情報の欠如等か ら,定 量化が

困難な外部性が多くある。そのため,こ うい

った評価には大 きな不確実性が伴 うのは必然

と考 えるべ きである。

(2)環 境外部性試算の内容

今回のスタディ(試 行)で は,様 々な環境

外部性の事象の内,次 の事象について試算 し

た。 また,そ の外部 コス トは,影 響(被 害)

を補 うために必要 となる費用であるダメージ

コス トとして算定 した。

① 地域規模の環境外部性

煤塵,NOx,SOxに よる公衆の生命 ・

健康への影響(煤 塵,NOx,SOxに よる

拡散のみで,化 学変化 による影響 は考慮

しない)

② 地球規模の環境外部性

CO2,CH4,N20に よる温暖化の影響

(3)環 境外部性評価の手順 と試算結果

欧米の既往の研究等による環境外部性評価

の一般的な手順 と本スタディの手順,お よび

試算結果 を表11に 示す。

(4)環 境 外 部 性 試 算 の ま とめ

本 ス タデ ィ で は,公 衆 の 生 命 ・健 康 へ の 影 響

お よ び 温暖 化 の影 響 を環 境 外 部 性(外 部 コ ス

ト)と して試 算 し た結 果,そ れ ぞれ,10'8-一 一6お

よ び0.1[セ ン ト/kWh]の オ ー ダー の値 とな
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った。 しか し,上 述 したように,環 境への影

響度および経済価値換算の算定方法が未成熟

なため,こ れ らの絶対的な値 には意味はない。

一方,温 暖化等の影響評価の考 え方によって

も,結 果に大 きく差が現れ ることもあ り,現

状において,こ のような環境外部性が,無 視

できる値であると言える段階で もない。

そこで,今 後,明 確な外部性評価 を行 うた

めには,次 のような課題が挙 げられる。

・算定対象事象の明確化

・環境 インパ クトの算定法 とその根拠の明確

化

・コス トの内部化 メカニズムの明確化

・わが国の社会 ・地域状況に応 じた経済価値

評価法の明確化

7.あ とが き

本稿では,地 球環境対策技術 としてCO2回

表11環 境外部性評価のケーススタディの手順 と試算結果

一般的な

環境外部性評価手順

本 ス タ デ ィ

地域規模の環境外部性 地球規模の環境外部性

1)シ ステムや地域等の

検討対象 の設定

わが 国 立 地 のLNG-GTCC,OB-IGCCの 発 電 プ ラ ン ト

・仮 想 都 市(人 口約120万 人)で の 立地 を仮 定

・250mメ ッシ ュ で 人 口分布 を考 慮

燃料 の採掘か ら発 電,CO2処 理

までの トー タルシステム

2)環 境排 出物の

インベ ン トリ分析
煤 塵,NOx,SOx CO2,CH4,N20

3)環 境排出物の.

拡散算定

・風下側に都 市が広が る状況 を想定

・拡散 モデル(プ リュームモデル)を利用 し,250

mメ ッシュで排 出物拡散濃度 を計算

考慮せず

4)環 境への

影響度の算定

・「煤塵濃度 と死亡率」のDRF*1よ り,統 計的推

定値 を算定
・「煤塵,NOx,SOx濃 度 と各種疾病率」のDRF

より,統 計的推定疾病数 を算定

地球温暖化指数に よ り,CO2の

温暖化効果 に換算

↓

CO2あ たりのダ メー ジコス トの

値*3を用 いて経済価値換算
5)環 境への影響度の

経済価値へ の換算

・VOSL*2の 値 を用 いて ,ダ メー ジ コス トに価値

換算

・疾 病 に対 して は,そ の内容 が 多様 なた め,経 済

価値 換 算 を行 わ な い。

試算結果

※試算方法が未成 熟であ

るため,結 果の絶対的

な値 には意味はない。

・煤 塵 に よ るダ メ ー ジ コス ト

OB-IGCCに つ い て,

3×10-8～-6[セ ン ト/k陥(120万 人都 市)]

・煤塵 ,NOx,SOxに よ る疲 疾 患,喉 頭 炎,目 の

炎症,気 管 支 炎等 の 疾 病 人 数

LNG-GTCC,OB-IGCCに つ い て,

10-5～1[人/年(120万 人都 市)]

(疾病 の 種 類 に よ り分 散)

温 暖 化 に よ る ダ メ ー ジ コ ス ト

・LNG-GTCC:0
.32[セ ン ト/盛Ψh]

(0.10～0.13)

・OB-IGCC:0
.55[セ ン ト/㎜1]

(0.17～0.23)

()内 はCO2回 収 ・処 理 ケ ー ス

*1DRF(Dose-ResponseFunction):環 境 因子 量 とその 影 響度 の関 係 を表 した関数 で,環 境 へ の影 響 度 算 定 に

用 い るこ とが 多 い。 当然,こ の測 定 も必 要 とな るが,今 回 は欧 米 の既 往 の研 究 に よ る もの を用 いた 。

*2VOSL(ValueofStatisticalLife):Ottinger(1991)に よ る4 .0[106$],Hohmeyer(1992)に よ る1.0[lO6

$],Fankhauser(1994)に よ る0.357[106$]の 値 を用 い た。
*3CO2あ た りの ダ メー ジ コス トの値 と して,Fankhauser(1994)に よ るCO

2濃度 の倍 増 時 を想 定 して 算 出 した22
.8[$/t-C]の 値 を用 い た。
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収 ・処理 を考慮 した6種 類の将来型の火力発

電システムを対象 とし,そ のライフサイクル

分析 を実施 した。これによ り,CO,回 収 ・処理

によって,発 電 コス ト,ト ータルシステムの

総合効率,CO2排 出量および温暖化効果に及

ぼす影響 ・効果 を分析 した。また,ラ イフサ

イクル分析 における環境負荷影響評価の一つ

の視点 として,環 境外部性評価を試行 し,わ

が国におけるエネルギー システムの外部性に

関する研究の今後の進めるべき方向性を検討

し た 。

地球環境問題や資源制約 を考えると,CO2

の回収 ・処理 のような地球環境対策技術を評

価するためには,従来の技術のコス トや効率,

ローカルな環境負荷の評価だけでな く,ト ー

タルシステムのライフサイクルにおける環境

影響や化石燃料の利用効率 を,環 境面,資 源

面における持続可能性の評価要素 として考慮

する必要がある。このようなシステム評価を

実施す るにあたっては,次 のような課題につ

いて引 き続 き検討 してい くことが必要 と考え

られ る。

・システム性能評価の効率的な実施

・ラ イ フサ イ ク ル ・イ ンベ ン ト リ分 析 の ため

のデー タ蓄積

・外部性評価のための自然科学的 ・社会科学

的デー タの収集 ・蓄積 と本格的な研究着手

・LCA ,外 部性評価,将 来 シナ リオ検討等の

システム評価手法の確立

・他の技術 オプションとの比較評価および将

来シナ リオの検討
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〔調査研究報告〕

天然ガスの資源状況 と

燃料 メタノールへの転換
一 中小規模 ガス田 とCO

、高含有率 ガス田の有効利用 一

松 沢 忠 弘(㈲ エネルギー総合工学研究所プロジェクト試験研究部 専門役)
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は じ め に

メタノールは,化 学工業用原料 として従来

か ら広 く使われているが,石 油危機 を契機 と

してエネルギー(燃 料)と して利用する動 き

が現れ,発 電,自 動車,都 市ガス等の分野で

種々利用のための研究が行 われてきた。これ

らの利用技術は,基 本的には既に実用化可能

のレベルに到達 していると考えられる。 しか

し,1986年 以降,石 油の供給が比較的安値で

安定 した状態が続いていることもあり,燃 料

としての本格的な導入には至っていない。

近年,地 球環境問題の高まりに伴 い,メ タ

ノールのエネルギー としての利用が見直 され

ているが,現 状ではメタノールの価格が高い

ことが最大の難点 となっている。

燃料用メタノールの製造 コス ト低減 を図る

ことを目的 として,新 しいメタノール製造法

の開発を行 う 「液体燃料転換技術開発」プロ

ジェク トが,資 源エネルギー庁の補助を受け

て新エネルギー ・産業技術総合開発機構(N

EDO)お よび㈲石油産業活性化センター(P

EC)に より実施されている。

これに関連 して,当 研究所ではNEDOの

委託により,「メタノール新製造プロセスに適

す るガス田調査」を平成5年 度 より実施 して

いる。この調査 は,上 述のメタノール新製造

技術の導入,実 用化に資することを目的 とし

て,産 ガス国におけるメタノール製造事業の

可能性やその実施場所,実 施形態等に関して

の調査 ・検討を行 うものである。

そこで,平 成7年 度までの調査結果の概要

を,最 近の情報 ・データや当研究所における

知見等 も加味 して以下に紹介する。なお,原

委託調査は 「メタノール新製造プロセスに適

するガス田調査」 となっているが,こ こでは

「天然ガスを有効利用する手段 としてのメタ

ノール燃料」 という論旨で整理 ・考察 してみ

たい。

1.世 界の天然ガス資源およびその利用状況

(1)天 然ガスの賦存状態

天然ガスとは,広 義には自然界で地下から

産出し,地 表条件では気体 となる物質の総称

であるが,通 常はメタンを主成分 とす る低級

のパラフィン系炭化水素か ら成る可燃性ガス

を指す。

天然ガスを地下における賦存状態で分類す

ると,石 油に溶け込んで存在 している油 田ガ

ス(随 伴ガスともいう)と,地 層中にガス単

独で存在 している構造性ガス(非 随伴ガスと

もいう)と がある。そのほかに,地 下水に溶
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解 して存在 している水溶性ガスもある。 日本

における天然ガスには,こ の水溶性ガスが他

国に比べて例外的多い。

天然ガスは,性 状か ら ドライガス(乾 性ガ

ス)と ウェットガス(湿 性ガス)と に区分 さ

れ る。 ドライガス とは,そ の成分のほとんど

がメタンであるガスをいい,ウ ェットガスは,

プロパ ン以上の重質の炭化水素 をある程度含

んでいるガスである。油田ガス(随 伴ガス)

は,通 常 ウェットガスの状態で産出される。

構造性ガスは,ド ライガスの場合 もあるが,

随伴ガス と同様にウェットガスの状態で産出

され る場合 も多い。ウェッ トガスでも地上施

設で湿性成分 を分離す れば ドライガスとな

り,分 離された湿性成分はLPG等 の製品と

なる。

(2)天 然ガスの埋蔵量および生産量

1996年1月1日 現在の世界の天然ガス確認

埋蔵量は,約140兆m・ とされている。 これは,

同 じ時期の石油の確認埋蔵量の92%に 相当す

る。

最近の5年 間でみると,原 油埋蔵量の年聞

平均伸び率 は僅か0.17%で ほぼ横ばい状態で

あるのに対 し,天 然ガス埋蔵量の年間平均伸

び率は3.2%で,年 々新 しいガス田が発見され

ている。

天然ガスの埋蔵量を国別 でみ ると,第1位

は旧ソ連(CIS)で,以 下イラン,カ ター

ル,ア ブダビ(UAE),サ ウジアラビア,米

国と続いている。

一方,生 産量は,第1位 はやは り旧ソ連で

あるが,以 下米国,カ ナダ,オ ランダ,英 国

の順になってお り,自 国内での消費量の多い

国で生産量が多くなっている。

天 然 ガ ス の確 認 埋 蔵 量 お よび 生 産 量 を表1

に示 す 。石 油 に 比べ る と世 界 の 各 地 に分 散 し

て い る と も い え るが,や は り偏 在 傾 向 が あ る

の は否 め な い。

こ こ で埋 蔵 量 の定 義 につ い て触 れ て お こ う。

石 油 ・ガ ス の埋 蔵 量 とは貯 留 岩(油 ・ガ ス 層)

中 に存 在 す る石 油 ・ガ ス の 量 を い い,原 始 埋 蔵

量(originaloil[gas]inplace)と 可 採 埋 蔵

量(recoverablereserves)と に 大 別 され る。

前 者 は,生 産 開始 以 前 に存 在 して い た油 層,ガ

ス 層 内 の 原 油 ・ガ ス の 総 量 をい い,後 者 は,現

状 の 技 術 ・経 済 条件 に お い て,今 後 採 取 可 能 な

原 油 ・ガ ス の 量 を い う。 通 常 単 に 埋 蔵 量 とい

え ば,可 採 埋 蔵 量 を意 味 す る。 また,埋 蔵 量

は,そ の確 実 度 に よ っ て 確 認 埋 蔵 量(proved

reserves),推 定 埋 蔵 量(probablereserves)

お よび 予 想 埋 蔵 量(possiblereserves)と に

分 け られ る。

(3)天 然ガスの流通状況

天然ガスは,化 石燃料の中では最 も環境影

響の少ない優れた燃料であり,そ のため世界

的に利用拡大の方向にある。

欧米では1950年 代から天然ガスの利用が飛

躍的に拡大 し,天 然ガスパイプライン網が発

達 している。 したがって,さ らなる利用拡大

への対応 も比較的容易である。 しか し,ア ジ

ア ・太平洋地域では天然ガスのパイプライン

はほ とんど敷設されておらず,日 本をはじめ

韓国,台 湾等の天然ガス輸入国は,専 らLN

Gの 形で輸入 している。

石油が完全に国際的な商品になっているの

に対 して,天 然ガスは,生 産 されるガスの大

部分が生産 国内で消費されてお り,国 を越 え

ての貿易量は15%(1992年)に 過 ぎない。

第19巻 第4号(1997)
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天然 ガス を遠隔地に輸送す る手段 として

は,パ イプラインによる輸送 と,LNGに 変換

してタンカーで輸送する方法 とがあるが,1992

年現在,天 然ガス貿易の約76%が パイプライ

ンによって取引され,LNGの 割合 は約24%

である。また,1992年 におけ るLNGの 貿易

量の うち,日本の輸入量が65%を 占め,こ れに

韓国,台 湾の輸入量を加えると74%に 達する。

このように,LNGの 消費国は極東アジアに

集中 して いるので,LNGの 生産地 もアジ

ア・太平洋地域の産ガス国が多くなっている。

(4)LNGプ ロジェク トの動向

天然ガスを長距離輸送するパ イプライン

は,上 述のように,ア ジア ・太平洋地域には

ほ とんどなく,天 然ガスは専 らLNGの 形で

輸入 されている。

LNGは,-162℃ という超低温の物質であ

表1天 然ガスの確認埋蔵量および生産量

国 名

(埋蔵量順)

確 認 埋 蔵 量

(1995.1)

[TCF]*1

生 産 量

(1994)

[BCF]*1

R/P*2

石 油埋蔵量
(参考)[

109バーレル]
○内の数字は順位

旧 ソ 連 1,977 25,756 77 57.0⑦

イ ラ ン 742 990 749 89.3⑤

カ ター ル 250 432 579 3.7

アブダ ビ 188 846*3 >222 92.2④

サ ウジアラビア 185 1,254 148 258.7①

米 国 162 19,740 8 23.0⑩

ベ ネズエラ 130 833 156 64.5⑥

ア ル ジ ェ リア 128 1,779 72 9.2

ナ イ ジ ェ リア 120 162 741 17.9

イ ラ ク 110 103 1,068 100.0②

カ ナ ダ 79 5,863 13 5.0

ノル ウェ ー 71 938 76 9.4

メキ シ コ 70 1,325 53 50.8⑧

マ レー シア 68 872 78 4.3

オランダ 66 2,931 23 0.1

イ ン ドネ シ ア 64 1,951 33 5.8

中 国 59 586 101 24.0⑨

クウ ェー ト 52 165 315 94.0③

リ ビ ア 46 226 203 22.8

パ キス タ ン 28 576 49 0.2

そ の 他 385 10,608 36 67.9

全 世 界 計 4,980 77,935 64 999.8

注*1TCF:1012立 方 フ ィ ー ト,BCF:109立 方 フ ィ ー ト

*2可 採 年 数(確 認 埋 蔵 量 をそ の年 の 生産 量 で割 った値)

*3ア ラブ 首 長 国連 邦 全体 の生 産 量

(出所)InternationalPetroleumEncyclopedia1995を 基 に作 成
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るため,製 造,輸 送,貯 蔵などの取扱いには

特殊 な構造,材 質の設備が必要であり,そ の

設計 ・建設には高度の技術を要することから

設備費が非常に高価 となるため,LNGプ ロ

ジェク トには巨額の投資を必要 とする。その

ため,取 扱い量を大 きくしてコス トメ リッ ト

を出そ うとしているが,そ れがまた所要資金

の一層の増大 を招いている。

このようなことか ら,LNGプ ロジェク ト

は,天 然ガスの開発 ・生産一製造(液 化)一

輸送一消費が一貫 したクローズ ド・システム

として成 り立っており,取 引量も長期間にわ

た り契約で決められているのが通例 である。

このことは,関 与す る各事業者の リスクを抑

制することに役立っているが,反 面,取 引が

硬直化するという弊害 をもっている。

LNG製 造(液 化)プ ラン トの規模は,今

日では300万 トン/年 ×2系 列が標準であ り,

かつ,こ の程度が最小規模 となっている。こ

れに使 われ る天然ガスの量は年間90億m・で,

これを20年 以上 にわた り安定的に供給するに

は,埋 蔵量7tcf(約2千 億m・)を もつガス田

が必要 となる。

日本では,現 在,LNGを 米国(ア ラスカ),

ブルネイ,ア ブダビ,イ ン ドネシア,マ レー

シアおよびオース トラリアの6ヶ 国から輸入

しているが,1997年 からはカタールからの輸

入が加わることになっている。 日本のLNG

の生産国別輸入量 を表2に 示す。

また,マ レーシア,オース トラ リア,オ マー

ン,カ タール,イ エメン等で新規あるいは増

設プロジェク トが計画されてお り,さ らに,サ

ハ リンでもLNGの 生産が検討されているな

ど,ア ジア ・太平洋地域および中東地域にお

けるLNG生 産の動 きが活況を呈 している。

表2日 本 のLNG輸 入 量

(単位:千 トン)

輸出元国 1993 1994 1995

アラスカ 1,047 1,162 1,219

ブルネイ 5,535 5,455 5,543

アブダビ 2,481 3,149 3,963

イン ドネ シア 17,875 18,472 17,325

マ レー シア 7,476 7,855 8,033

オ ー ス トラ リア 4,877 5,985 6,824

計 39,290 42,078 42,906

出所:大 蔵省 「日本貿易月表」

2.天 然ガス資源国の動向

天然ガスを日本に現在輸出しているか,あ

るいは将来輸出する可能性が考 えられる国や

地域について,天 然ガスの開発,利 用の動 向

を述べ る。

(1)イ ンドネシアおよびマレーシア

東南アジア地域では,天 然ガスはイン ドネ

シアとマレーシアに埋蔵量が多い。両国とも

現在LNGを 生産 してお り,主 として日本に

輸出している。

この地域のガス田は,一 般に規模の小 さい

ものが多いが,そ の中では比較的大規模 なガ

ス田がLNGの 生産に利用 されている。未開

発で残 されているガス田でLNGに 適する大

規模なガス田は,少 な くなって きている。

現在,LNGの 生産を行 っているイン ドネ

シアのアルン ・ガス田は,既 に当初埋蔵量の

約半分 を使い切 っており,今 後新たな発見が

なければ,こ こ数年のうちに操業 を縮小せ ざ

るを得 なくなろうといわれている。そのため,

イン ドネシアは,ナ ツナ ・ガス田の開発 ・利

用の実現に向けて積極的に取 り組んでいる。

同ガス田は,可 採埋蔵量が炭化水素分だけで

第19巻 第4号(1997)
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45tcf(約1兆3千 億m・)と いう巨大ガス田で

あるが,ガ ス中に炭酸ガスが含有率70%も 含

まれてお り,そ の分離および処理に多大 な費

用を要す ることか ら,需 要家側にはLNGの

コス ト増 を懸念す る空気がある模様である。

イン ドネシアのジャワ島,マ レーシアの半

島部などでは人口が多く,産 業が発展の一途

を辿っている。これに連れてエネルギー需要

も急激に増加 している。両国政府 とも,国 内

のエネルギー需要には天然ガスの利用 を主 と

して充てる方針であるため,こ の地域 では天

然ガスは,主 として国内需要に向けられるこ

とになろう。

インドネシアのカリマンタン,マ レーシア

のサラワク州では人口が少ないので,今 後 と

もLNGを 主体 とする輸出用の需要が中心 と

なろう。

天然ガスの価格は,イ ン ドネシア,マ レー

シア とも開発 コス トを考慮 しつつ政治的な要

素 も加味 して決められているようである。用

途により大 きな幅があるが,後 述の中東諸国

に比べ ると,3倍 以上の価格になっている模

様である。

(2)中 東 諸 国

この 地 域 に は,埋 蔵 量 世 界 第2位 か ら5位

ま で の イ ラ ン,カ タ ー ル,ア ブ ダ ビ,サ ウ ジ

ア ラ ビ ア とい う天 然 ガ ス 資 源 国 が あ る。

この 地 域 の ガ ス 田 の 特 徴 は,先 ず 第 一 に 規

模 が 大 きい こ と で あ る。 世 界 最 大 の カ タ ー ル

の ノー ス フ ィー ル ド ・ガ ス 田 は,約240tcf(約

6兆8千 億m・)の 埋 蔵 量 を もつ 。

イ ラ ン に は構 造 性 ガ ス と石 油 随 伴 ガ ス の 両

方 が あ り,油 田,ガ ス 田 と も規 模 の 大 きい も

の が 多数 存 在 す る。

サウジアラビアの天然ガスは,そ の大部分

が石油随伴性ガスであるが,や はり油 田の規

模が大 きく,世 界一の油田 とされ るガワール

油田は65tcf(約1兆8千 億㎡)の ガス埋蔵量

をもつ。そのほかにアブカイク,ベ リ,ズ ル

フ,サ ファニアなどの大規模ガス埋蔵量をも

つ巨大油田が存在 し,国 全体のガス埋蔵量は

世界第4位 である。

天然ガスの利用に関しては,ア ブダビで以

前からLNGを 生産 し,日 本に輸出 している

が,最 近,カ タールおよびオマーンでもLN

Gプ ロジェク トが相次いで立ち上がろうとし

ている。

しか し,中 東諸国では今 日でも概 して石油

の生産が中心であ り,利 用 されずに焼棄 され

ている石油随伴ガスは相 当量 にのぼってい

る。 とはいえ,各 国 ともガスの有効利用を政

策に掲げてお り,そ の実現に向けて積極的に

取 り組んでいる。

サウジアラビアでは,随 伴ガスを回収 し,

有効利用するための壮大なネッ トワークシス

テムが既にできあがってお り,今 後 さらに増

強される計画がある。そして,ア ル ・ジュベ

ール とヤンブーにはこのガスを利用 した石油

化学等のプラン トを配す るコンビナー トがあ

る。 また,カ タールのウムサイ ド,ラ スラフ

ァン,ア ブダビのルワイス等にも石油化学関

連施設がつ くられている。これらの地区では,

港湾,道 路,通 信等のインフラス トラクチャ

ーが整 ってお り
,メ タノール製造事業をこれ

らの地区で行 う場合 には,既 存のインフラス

トラクチャーの利用が可能 と思われる。

天然ガスの利用に関 して,中 東地域の最大

の魅力はガスの価格が安いことである。サウ

ジアラビアでは0.5US$/MMBtu(約0 .22円/
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103kcal)と い わ れ て い る 。

(3)オ ース トラ リア

西オース トラ リア州ダンピアで稼働 中の北

西大陸棚LNGプ ロジェク トでは,現在の750

万 トン/年 の能力を1,430万 トン/年 に倍増す

る計画が進行 している。完成は2003年 の予定

である。現在生産 されているLNGは,ほ ぼ

全量 日本に輸出されているが,増 設分 も日本

をは じめ とするアジア地域に輸出することを

考 えている。

オース トラリアでは,天 然ガスは都市部で

民生用に使われているが,産 業用の需要は少

な く,今後 ともLNGの 生産が主体 となろう。

(4)サ ハ リン

サ ハ リン の油 ・ガ ス 田 は,サ ハ リン北 部 に

集 中 して い る。 陸 域 で は1920年 代 よ り探 鉱,

開 発 が 行 わ れ,多 くの 油 田が 発 見 され たが,

現 在 で は そ の ほ とん どが 開 発 後 期 に あ る。

サ ハ リン北 部 東 側 海 域 で は,1977年 に サ ハ

リン石 油 開 発 協 力 ㈱(旧SODECO)と,

旧 ソ連 政 府 所 属 の 企 業 体 で あ るSMOG(サ

ハ リン海 洋 石 油 ガ ス合 同)が 共 同 で探 鉱 活 動

を 開 始 し,チ ャ イ ウ ォ,オ ドプ トの2つ の 油 ・

ガ ス 田 を発 見 した。1984年 か らはSMOGが

単 独 で探 鉱 を行 い,ル ニ ・ガ ス 田,ピ ル トン ・

ア ス トフ,ア ル ク トン,ダ ギ,キ リン の 各 油 ・

ガ ス 田 を発 見 して い る。

最 近,こ れ ら の油 ・ガ ス 田 を開 発 す る ため

の 「サ ハ リン1」 お よ び 「サ ハ リン2」 と称

す る2つ の プ ロ ジ ク トが 相 次 い で 動 き だ し

た 。

「サ ハ リン1」 は,サ ハ リン石 油 ガ ス開 発

㈱(新SODECO),米 エ ク ソ ン社 お よ び ロ

シア企業2社 で構成する企業連合が,ア ルク

トン,ダ ギ鉱区での探鉱,試 掘 を開始 した。

また,チ ャイウォ,オ ドプ ト鉱区でも地震探

鉱 を行 う計画である。埋蔵量は石油24億 バレ

ル,天 然ガス14tcf(約4千 億m・)と見込まれて

いる。天然ガスは,LNGに して 日本に送 る

計画である。

「サハ リン2」 は,三 井物産㈱,三 菱商事

㈱,マ ラソンオイル社,マ クダーモッ ト社,

ロイヤルダッチシェル社の5社 が出資 し,第

一段階 としてピル トン ・アス トフ鉱区を開発

し,原 油および天然ガスを生産する計画であ

る。 当初は2001年 生産開始 としていたが,ロ

シア側の要請があって計画を2年 早め,1999

年から原油の生産 を開始することになった。

なお,ご く最近,パ イプラインでガスを日

本 まで輸送する構想が検討されているとの新

聞報道があ り,今 後の動向が注目される。

3.天 然 ガ ス の メ タ ノ ール へ の 転 換

(1)メ タノールへの転換の利点

天然ガスの もう一つの輸送手段 として,メ

タノールに転換 してタンカーで輸送する方法

が考えられ る。燃料メタノールについては,

オイルショックを契機に石油代替燃料の一つ

として着 目され,発 電,自 動車,都 市ガス等

の各分野で利用技術の開発がなされるととも

に,そ の導入に関する検討が盛んに行われて

きた。その結果,利 用技術に関 しては,各 分

野とも既に実用化可能のレベルに達 している

ようであるが,石 油の供給が比較的安値安定

で推移 していることもあ り,最 近では,燃 料

メタノー ルはあま り注 目され な くなってい

る。

しか し,燃 料 メタノールは,環 境影響面で
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優れた特徴 をもっていること,お よび天然ガ

スの輸送手段 として,LNGに 比べて次の よ

うな利点があるので,今 後 も有望な代替燃料

の一つであることには変わ りがない。

天然ガスをメタノールに転換 して利用す る

場合の利点を,LNGと 対比 しながら以下に

述べ る。

① 中小規模のガス田利用が可能

前述のごとく,LNG製 造(天 然ガス液化)

プラントは,今 日では年産600万 トン位が最低

の規模 であり,こ れに天然ガスを供給す るガ

ス田としては,最 低7tcf(約2千 億m3)の 埋蔵

量が必要である。これに対 して燃料メタノー

ル製造プ ラン トの規模 は,5,000～10,000ト

ン/日(165～330万 トン/年)が 考えられてお

り,こ れに対応するガス田は,1.5～3tcf(約

425～850億m3)の 規模で十分である。つ まり,

LNGの 製造には向かない中小規模のガス田

でも,メ タノールの製造には利用す ることが

できる。

さらにメタノールの場合には,中 小規模の

オフショアガス田のす ぐ近 くでバー ジ上に設

置 したプラン ト(洋 上プラン ト)で 製造す る

構想 もあ り,そ のためのパイロットプラン ト

試験が,現在オース トラリアで進行中である。

② フレキシブルな天然ガスの炭酸ガス含有

率

天然ガスか らメタノールを製造する場合,

そのガス中に含 まれる炭酸ガスもメタノール

の原料 として有効に利用 されるので,含 有率

が十数パーセン ト程度 までであれば,炭 酸ガ

スの存在は問題がないばか りか,む しろ,あ

る程度含 まれている方がよい と考 えられてい

る。このようにメタノールの場合には,原 料

となる天然ガスの組成に関してフレキシブル

である。

一方
,LNGの 場合には,天 然ガス中に含

まれる炭酸ガスは液化の弊害になるので,100

ppm以 下に除去する必要がある。炭酸ガス含

量が多いほど,そ れを除去す るための設備費

や操業コス トが高 くなるので,LNGの 製造

においては,炭 酸ガスの含有率は少ない方が

好 ましい。

したがって,LNGの 製造に対 しては、炭

酸ガスが多いために敬遠されているガス田で

も,メ タノールの製造には利用できる場合が

ある。

③ 割安な海上輸送コス ト

メタノールは常温で液体であるので,石 油

と同等の方法で輸送す ることができる。(ただ

し,単 位容積当たりの発熱量が石油の約半分

であるため,同 じカロ リー当た りの輸送量で

みると,メ タノールは石油の2倍 の容量が必

要 となる。)

すなわち,石 油 と同 じく大型 タンカーでの

輸送が可能であり,後 述のごとく,LNGに

比べ ると輸送コス トは格段に安 く,ま たその

ため,輸 送距離による輸送 コス トの差が小 さ

い。つ まり,メ タノールの輸送においては,

海上輸送距離が長いことは,そ れほど大 きな

制約条件にはならない。なお,場 合によって

は石油 タンカー をメタノールに転用す ること

も可能である。

LNGの 輸送は,-162℃ とい う超低温の積

み荷を扱 うため,特 殊 な材質 と構造のタンク

をもつタンカーが必要 となり,積 み荷の熱量

当た りのタンカー建造費は,大 型原油タンカ

ーに比べて数倍 となる。そのため輸送 コス ト

が高 くな り,海 上輸送距離の長短が,LNG

プロジェクトの経済性に大 きな影響を及ぼす
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ことになる。

④ 割安な受入れ基地コス トと操業の柔軟性

海上輸送の場合 と同 じ理由によ り,LNG

の貯蔵には,特 殊の材質 と構造をもっタンク

が使われている。 また,LNGは ガス化 して

使用するので,そ のための設備 も必要であ り,

LNG受 入れ基地の設置には,液 化プラン ト

と同様に膨大な投資 を必要 とす る。

メタノールの場合には,石 油 とほぼ同等の

取扱いができるので,LNGに 比べると設備

費は大幅に安 くなる。

また,設 備費が安いことから,貯 蔵容量を

大きくしても受入れ基地 コス トへの影響 は軽

微 なので,貯 蔵容量に余裕 をもたせて製造側

と使用側 の需給量のアンバランスを吸収でき

ること,ひ とつのタンクに異なる産地の製品

を混合 して貯蔵できることなど,柔 軟な取扱

いが可能であ り,LNGで 問題 となる硬直性

を解消することができる。石油タンクのメタ

ノールへの転用 も可能である。

(2)燃 料 メ タ ノ ール の経 済 性

燃 料 メ タ ノー ル を 日本 に お い て 発 電 に 利 用

す る こ と を想 定 して,LNGと と もに そ の炉

前 コス トを試 算 し,比 較 して み る。 試 算 の 条

件 は 次 の とお り とす る。

・製 造 規 模:メ タ ノー ル330万 トン/年

(10,000ト ン/日)

LNG600万 トン/年

・製 造 プ ロセ ス:

メ タ ノー ル 気 相 流 動 層 法

LNGプ ロパ ン予 冷MCR法

・天 然 ガ ス 原 単 位:

メ タ ノー ル7.10×106kcal(LHV)/T

LNG12.93×106kcal(LHV)/T

・製 造 立 地:A .東 南 ア ジア

B.中 東

・日本 ま で の 輸 送 距 離(片 道):

東 南 ア ジア2,600海 里

中東6,500海 里

・輸 送 規 模:

メ タ ノー ル タ ン カー10万DWT

LNGタ ン カー135,000m3

(載 貨 重 量 約6万 トン)

・発 電 規 模:

メ タ ノー ル,LNGと も70万kW×2

設 備 利 用 率70%

・天 然 ガ ス価 格:

東 南 ア ジ ア1.5US$/MMBtu

(約0.65円/103kcal)

中 東0.5US$/MMBtu

(約0.22円/103kcal)

試 算 結 果 を図1に 示 す 。

この 試 算 結 果 に よ る と,メ タ ノー ル を発 電

の 燃 料 に 利 用 す る場 合 の 炉 前 コス トは,LN

Gに 比 べ て 東 南 ア ジア 立 地 で15%増,中 東 立

地 で5%増 と若 干 高 い もの の,メ タ ノー ル の

取 扱 い の 利 便 性 を考 慮 に 入 れ る と,こ の 程 度

の 差 は 容 認 で き る範 囲 に あ る とい え よ っ。

(3)中 東地域 におけるメタノール製造プロジ

ェク ト

今後,天 然ガスに関 しても,中 東への依存

度が高まって くるものと予想される。 日本で

発電の燃料に利用す ることを前提 として,天

然ガスをメタノールに転換す るプロジェクト

を中東地域で行 う場合 には,日 本までの輸送

距離が長いことから,輸 送 コス トがLNGに

比べて大幅に安いため,LNGと ほぼ同等の

経済性が得 られることが,上 述の試算結果か
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ら考 察 され た 。

中 東 で は,勿 論,特 定 の 地 区 に お い て で は

あ るが,メ タ ノー ル 製 造 プ ロ ジ ェ ク トを実 施

す るの に 必要 な,原 料 供 給,港 湾 等 の イ ン フ

ラス トラ クチ ャー が 整 っ て い る。 ま た,各 国

政 府 も,メ タ ノー ル ・プ ロ ジ ェ ク トの 実 施 に

は 積 極 的 な姿 勢 を示 し て い る。

こ の よ う な こ とか ら,中 東 地 域 は,メ タ ノ

ー ル ・プ ロ ジ ェ ク トに とっ て 好 都 合 な 条 件 が

揃 っ て い る とい え よ う。

お わ り に

以上の調査 ・検討の結果,LNGに は向か

ない中小規模のガス田や炭酸ガス含有率の高

いガス田の有効利用には,メ タノールへの転

換が適 してお り,し か もLNGと 大差 ない経

済性 をもっているとの結論が得 られた。

また,中 東地域においては,メ タノール ・

プロジェクトは,ガ ス田の条件に関わりな く,

LNGプ ロジェク トとほぼ同等の経済性を有

してお り,実 施に好都合 な条件が揃っている

ことが考察 された。

わが国における天然ガスの輸入の形態 とし

ては,今 後 ともLNGが 主体であることは間

違いないが,あ る条件の もとでは,LNGを

補完す る形で燃料 メタノールが導入され,エ

ネルギー安定供給の確保 と経済性の維持に寄

与するものと期待 される。
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〔内外情勢紹介〕

TheSixthInternationalConferenceonColdFusion

(新水素エネルギー国際会議)報 告

松 井 一 秋 陣畿 燐議旛議臓嚢)

y

Et一
懸

L
・・i

鳳 一 、 、 ノ

写 真1

・薪魑融 幽

㎡'恥
4R

会議における発表状況

dix

璽.は じ め に

「新水素エネルギー国際会議」が
,1996年

10月13日 より18日の6日 間,新 エネルギー ・

産業技術総合開発機構i(NEDO)の 主催によ

り,北 海道洞爺湖を望む丘の上にあるホテル

エイペ ックス洞爺で開催 された。当研究所の

新水素エ ネル ギー実証研究 センター(以 下

NHEセ ンター)は,こ の会議の実質的な事務

局の役割 を務めたので,こ こに会議の概要 を

報告す る(写 真1)。

本会議 は,英 語名にもあるとお り 「常温核

融合」に関する第6回 目の国際会議であり,

通称 「ICCF6」 と呼ばれている。

「常温核融合」は
,1989年 にサザンプ トン大

学 フライシュマン教授および米国ユタ大学ポ

ンズ教授によって発表 された,パ ラジウム金

属 を電極 として重水 を電気分解することによ

り発生 したとする過剰熱の現象,な らびに水

素同位体が関連する異常現象の総称である。

当所は,こ の過剰熱発生現象を 「新水素エ

ネルギー(NewHydrogenEnergy,NHE)」

として とらえ,将 来のエネルギー源 としての

可能性 を追求する技術開発を,通 商産業省 ・

第19巻 第4号(1997)
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資源エネルギー庁 の補助 を受けたNEDOか

らの委託により1993年 か ら実施 している。当

所は,同 年,新 水素エネルギー実証 ラボラ ト

リー(以 下NHEラ ボ)を 札幌市郊外に,新

水素エネルギー実証センター(以 下NHEセ

ンター)を 東京に設置 している。

これに加え,当 所は,民 間企業約20社 の支

援 を得て,全 国10大 学における本件の基礎的

研究を,国 の補助事業 を補完 して実施 してき

ている。

「常温核融合」の存在 については議論のあ

るところであ り,当 所では関連する異常現象

の再現性についての精緻な検証 を基 とする研

究開発を実施 してきている。従 って,会 議の

和名は 「新水素エネルギー国際会議」とし,

会議報告のプロシーディングスの題 もe'Prog-

ressonNewHydrogenEnergyResearch"

とさせていただいた。

ここで,新 水素エネルギー研究 とは一体何

かについて,一 言述べることにす る。実在す

る現象なのか?こ の問いに対 して今 までの

国際会議においても,ま た当所のプロジェク

トにおいて も,残 念ながら答え切 っているわ

けではない。

パ ラジウム電極 による重水の電気分解の際

に異常な熱発生が見 られた という報告が発端

となった研究であり,異 常発熱が新種 の核融

合反応を示唆するものではないかとして注目

を集めた。世界で多 くの学者や研究所か ら,

この事象を見たとか,見 ないとか,同 時に放

射線 を計測 したとか しない とかの報告があっ

た。 しか し,率 直に言って,こ の現象に関す

る研究報告には,精 密度に不足す るところが

あり,科 学的にきちんと認知された事象(当

然再現性を伴 う)で もない し,ま たおおかた

の納得のい く理論は存在 していない。

科学技術 として新 しい分野は,一 般に独創

的発想であればこそ,世 の中には信 じない人,

あるいは信 じたくない人が必ず存在する。20

世紀に花開した,量 子力学,核 物理,素 粒子

実験物理,宇 宙論などは,「 物の理」を解明し

て くれたかの感があることは否めない。本当

に解明 しつ くされたのだろうか?

そうではない,物 性物理 をは じめ,ま だま

だ科学のフロンティアは存在するのである。

その拓かれ方は,未 だ定 まっていない。現象

の存在は確認されている超電導現象や,ま だ

なんのことや らはっきりしないこの 「常温核

融合」も,こ の新 しい21世 紀に開花するはず

の,い や しなければならないパラダイムチェ

ンジの担い手かもしれないのである。この可

能性がどの程度かに注 目が集まるところであ

る。

2.経 緯と開催準備

(1)経 緯

本会議は,こ れ まで表1の とお り,5回 開

催 されている。

前回の第5回 会議は,1995年4月,モ ナコ

のモンテカルロで開催 された。会議開催中に

開かれた国際諮問委員会において,我 が国に

第6回 の開催要請がなされた。 この国際会議

は,こ れまで,北 米,欧 州,ア ジアの3地 域

の持 ち回 りで約1年 半 ごとに開催 されてお

り,第3回 は名古屋で行 なわれている。2回

目のアジア開催 ということで,は じめ中国が

候補に上ったが実務的に無理 とのことで,再

度の 日本開催 となった。1995年 夏,前 述の国

際諮問委員会 より正式の依頼 を受け,ま ず岡

本眞實東京工業大学教授(当 時,現 東北大学
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教授)を 委員長 とす る国内組織委員会が設立

され,開 催に向けて準備が開始 された。 メン

バーは,表2の とお りである。

開催時期は,一 年半周期 ということで1996

年10月,開 催場所は,NHEラ ボが札幌市郊

外にあることから,札 幌ないし北海道 という

ことが認識されていた。

表1会 議開催場所

開 催 場 所

第1回 ソル トレイ クシテ ィ(米 国)

第2回 コ モ(イ タ リア)

第3回 名 古屋(日 本)

第4回 マ ウイ(米 国)

第5回 モ ンテ カル ロ(モ ナ コ)

表2国 内組織委員会メンバー

氏 名 所 属

議 長 岡 本 眞 實 東京工業大学 教授

副議長 浅 見 直 人 (財)エ ネル ギー総 合工 学

研究所
新水素エネルギー実証ラ
ボラ トリー 副主席 研 究員

池 上 英 雄 名古屋大学 名誉教授

大 村 哲 臣 NEDO

産業技術研究開発部
国際共同研究課長

太田健一郎 横浜国立大学 教授

高 橋 亮 人 大阪大学 教授

(2)開 催 方 針

今回の国際会議は,国 内組織委員会,特 に

委員長か らの強い要求があり,前 回までに比

べて学術的内容の審査 を厳 しくして,一 定水

準 までのレベルアップが図られた。前回まで

は口頭,ポ スターの形式の違いはあったにせ

よ,基 本的には,ほ とん どすべての論文発表

を受け入れていたようである。 これは他の学

会で も多 くの例があるが,し かし,こ の分野

は,核 物理,電 気化学,材 料物性 と幅が広 く,

またいわゆる世の異端の研究が発表される場

で もあった。さらに,世 に認められないこと

への不満発散 もあったようであ り,す なわち

玉石混清の相であった。

このような状況から脱却 し,よ り学術的な

発表 と議論 を求める声は,1993年,マ ウイの

本会議の際にも,当 方のプロジェクト関係者

のみならず国際的に もささやかれていた。

そして,国 際技術プログラム委員会(委 員

長高橋亮人大阪大学教授,米 国より2名,イ

タリアより2名 を含む)が 今 回初めて組織さ

れ,昨 年6月,東 京で1週 間にわたる審議 と

なった。その時点 までに提出された約140件 の

アブス トラクトの精査があり,そ の結果,会

議の趣旨とあわないもの,あ るいは値 しない

もの として,そ の3分 の1が 拒否された。そ

の中には国内の別の学会では口頭発表 されて

いるものや,著 名 な先生による論文なども含

まれていた。た とえ出席者の数が減ろうとも,

内容水準を保持するという方針に基づ くもの

であった。

(3)開 催 場 所

開催場所は,当 初,北 海道大学の国際会議

場 ということで準備 を始めていたが,最 終的

には洞爺湖並 びに噴火湾を望む絶景の地,ホ

テルエイッペクス洞爺を選択 した。

この地の選択に当たっては,次 のような得

失が予測された。道内随一の風光明媚な観光

地である反面,洞 爺湖畔の温泉街から丘の上

の ホテルまでタクシーで10数 分の距離 にあ

第19巻 第4号(1997)
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り,交 通の便がよくない。ホテルは立派なプ

ールなどのスポーツクラブとゴルフ場がある

が,他 には施設がないため,会 議参加者の同

伴者用のプログラムに難があった。 また,会

場のホテルに全員宿泊 し,い ったん泊 まれば

ほ とんど外出で きないのである。

しか らば とい うことで,こ れを幸い として,

プログラムに会議の初 日と二 日目に夜間のセ

ッション,夜8時 か ら10時 までを設けたこと

である。

(4)プ ログラム

プログラムを表3に 示す。月曜,火 曜,水

曜,木 曜の午前中と木曜午後の前半に口頭発

表のセッションを,月 曜 と火曜の午後にボス

ターセッションを設けた。

口頭発表 とポスター発表についてはさほど

大きな違いを意識しないこととして,ボ スタ

ーセ ッションのは じめに約1時 間をとって発

表者 による各2分 間の概要紹介 を実施 した

後,ポ スター会場での議論 とした。発表には

持ち時間の超過 も少なく,予 想以上にスムー

表3会 議 プ ログ ラム

13日(日) 14日(月) 15日(火) 16日(水) 17日(木) 18日(金)

9:00 開会式 NHE 材料科学 核物理 NHEラ ボ
セ ッ シ ョン1 アプ ロー チ 見学会

(札幌)

10:00
ヘ リウム と発

熱 の関係

11:00 過剰熱1 過剰熱II イノヴェイティヴ

アプ ローチ

12:00

昼 食

13:00

1 エクスカー ション・
ポ ス タ ー セ ッ シ ョン ツアー

14:00 概要紹介 概要紹介 過剰熱と
過剰熱と 核物理 核反応生成物

核反応生成物 アプ ロー チ

15:00
登録受付

材料科学
イノヴェイティヴ

16:00 アプ ローチ 会議総括

17:00 閉会式

18二〇〇

歓迎19:00
レセプション

夕 食 囹
20:00 ロシアにおけ CETIセ ッシ ョン

る常温核融合
の研究状況

21:00
特別 セ ッション

晩餐会

核変換
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ズに進み,そ の後のポスター会場での議論 も

予期以上に活発で,好 評だった。

(5)セ ッション

会議のセ ッションを大別すると表4の ごと

くとな り,こ れはそのまま本件の研究方針 と

一致 している
。すなわち,始 めに過剰熱現象

の実験報告 をして,次 に過剰熱実験 と関連す

る,な いしは独立の実験 による放射線 の計

測,第3に,以 上の異常現象 と材料の関係に

関する実験報告である。最後に 「その他」 と

しているが決 して軽い ものではなく,い まだ

に整理不明なるもののセ ッションと考 えて頂

きたい。

表4セ ッ シ ョンの分類

区 分 内 容

過 剰熱 関 係

パ ラジ ウム重水 系 な どの

電解 に よるエ ネル ギーバ

ラ ンス

核物理関係

電解 中,ガ ス充 填,放 電

中あ るい は反 応生 成物 か

らの放 射線 計測,低 エ ネ

ル ギー 重 イ オ ン照射,理

論 的考 察 な ど

材料科学関係
(重)水素吸蔵金属の特性

など

そ の 他

設 立 され た会 社 で あ る,ク リー ン エ ネ ル ギ ー

テ ク ノ ロ ジー社(CleanEnergyTechnology

Inc.)の 名 を取 って,CETIセ ッシ ョ ン を火 曜

の 夜 に 企 画 した 。

表5分 野別発表件数

口頭発表

ヘ リウムと発熱の関係

NHEセ ッション

過剰熱

材料科学

核物理アプローチ

イノヴェイティブ

過剰熱と核反応生成物

特別講演

(合計)

アプ ロー チ

(合計)

ロ シアにお け る研 究 の現 状

イン ドにお け る研 究 の現 状

CETIセ ッシ ョン

核 変換

ポ ス ター発 表(合 計)

4

5

5

7

5

5

2

5

9

1

1

2

5

7

3

7

また,分 野別発表件数は表5の とお りであ

り,口 頭発表では過剰熱関係が1番 多いこと

になった。

また,こ の関係で唯一特許(米 国)が 成立

しているパターソン パ ワー セル*に ついて

は関連の技術発表をまとめ,そ れに特化 して

3.会 議の模様

(1)開 会 式

登録受付は,10月13日(日)の 午後より開

始 した。参加者は,日 本,米 国,イ タリアを

中心に表6に 示す登録者176名,同 伴者約20

名があった。続いて,同 日夕刻,ホ テルテラ

スにおいて歓迎レセプションを催 した。

開会式は,14日 朝9時 より,岡 本国内組織

委員会委員長の開会宣言があり,引 き続 き湯

上博NEDO理 事,田 中隆則資源エネルギー

庁公益事業部電気用品室長,稲 葉裕俊(財)エ

ネルギー総合工学研究所専務理事 より歓迎の

挨拶をいただいた。

*軽 水電解液 中でパ ラジウムな どを被覆 させた微粒子(マ イ クロビーズ)と 対極の間に電流 を流す ことに より,

入力電力以上の発熱 があると称 する装置の商標名

第19巻 第4号(1997)
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表6登 録者数一覧表

国 名 人数 国 名 人数

日 本 91 オー ス トラ リア 1

米 国 37 カ ナ ダ 1

イ タ リ ア 15 ハ ン ガ リ ー 1

ロ シ ア 8 イ ン ド 1

フ ラ ン ス 6 ス ペ イ ン 1

中 国 4 台 湾 1

ド イ ツ 3 英 国 1

韓 国 2 ウ ク ラ イ ナ 1

ス イ ス 2

合 計176名

(2)セ ッシ ョン寸 描

次 に,主 な セ ッ シ ョ ン の 印 象 を,プ ロ グ ラ

ム 順 に述 べ る こ とに す る。 筆 者 の 私 見 で あ る

こ とを ご了 承 い た だ き た い 。

①[過 剰熱 とヘ リウムの相関]

この異常現象の原理,反 応機構 は,過 剰熱

を計測す ると同時にヘ リウム4の 発生 を確認

で き,か つその再現が容易であるならば,解

明されることになるはずである。 このセ ッシ

ョンは,本 会議の 目玉 となる発表の5件 で,

電解系並びにガス系における過剰熱 とヘ リウ

ムの計測実験であるが,繊 細な実験であるこ

ともあり,お もしろそうなデータもあったが,

発表内容の限 りでは,ま だはっきりとした確

信があるわけではないと考 えられ る。

②[ロ シアおよびイン ドにおける研究の現状]

ロシア とイン ドにおける 「常温核融合」関

係の研究状況 を,そ れぞれロシア科学アカデ

ミーのツァレフ教授 と,イ ン ドのバーバ原子

力研究所のス リニヴァサン物理部次長から報

告願った。

ロシアの物理は,基 礎 も理論 も結構強 く,

突拍子もないように見えても,ま た恵まれぬ

研究環境の中で,多 くの研究所や大学などで

研究されている。本国際会議 と本プロジェク

トの国際ワー クショップ以外では,例 年 ロシ

アで行われて きているこの分野の会議が有名

である。

ス リニヴァサン氏は,バ ーバ研究所 でこの

分野に関わるただ一入の研究者の模様だが,

生物関連の実験を含めて積極的な活動をなさ

れている。

③[NHEセ ッション]

NHEラ ボか ら4件,再 委託先のSRIイ ン

ターナショナル社か ら1件 の報告である。過

剰熱の計測は再現が見られ るものの確認 まで

は至っていないという,極 めて慎重な報告 で

あった。(図1,写 真2参 照)

④[過 剰熱](そ の1)

フライシュマン教授 とともに常温核融合の

提唱者の一人のスタンレー ・ポンズ教授の発

表か ら始 まった。当研究所の札幌ラボには彼

らか ら提供を受けた,「 イゥロス*」 の名称を

持つ電解装置のバー ジョン2ま であるのだ

が,そ の装置のバージョン9に よる過剰熱計

測結果を報告 していた(図2参 照)。 当所のラ

ボにあるもの とは,電 解装置の主要部をなす

電解 セルの本体,陰 極 ・陽極の配置などは変

わっていない と見 られたが,当 所のものでは,

今 までの ところ過剰熱は計測されていない。

続いてイタリアの国立核物理研究所のチェ

*「 イカロス」 は装置名 の英語の頭文字を とった ものだが,太 陽に近付 き過 ぎ蝋が溶けて体に付 けていた羽根

が とれ墜落 したギ リシヤ神話の イカロスにも掛けている.
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概 要:電 解セル冷却水出入ロ温度差と質量流量による熱■測定

ヒータ入力併用による一定入力方式

対極にガス拡散電極を用いる燃料電池型電解セル

特 徴1真 空断熱方式を採用 し、熱回収率98%以 上

酸素発生 しないクローズ ドシステム

密封重水素ガス圧減から吸蔵率(D/Pd比)を 測定評価

口

流量計から

UVラ ンプ

日

浄化器システム概略図 恒温水槽B

恒温水槽Aへ

口

電解セル概略図

真空容器

電解セル

ガス拡散電極

Pd電 極

図1NHE型 マ スフ ロー カ ロ リメ トリシステ ム

耗
残

ト

}弔
函
凱銅

㌔
肌ソ轡

写 真2NHEシ ス テム の電解 セ ル

馨

熔
ン
等
繁

ラー二博士 より高周波電源 と細線電極 を使用

し,高 吸蔵率 をご く短時間に得た実験の報告

があった。 日頃交流があるラボ研究者にはな

じみのある報告であったが,細 線 を電極 とし

て使用 し,軸 方向に過大の電位差 を与えた状

態での電気分解は,電 気化学者には異論のあ

るところと思われる。

ロスア ラモス研究所 の元研究員エ ドモ ン

ド・ス トームズ博士の話に続いて,グ ルノー

ブルのフランス原子力庁(CEA)研 究所から

の発表があった。フライシュマン ・ポンズの

実験の追試である。当所のラボと類似 した実

験ながら過剰熱ありとの報告であった。昨春

グルノーブルを訪問 された池上英雄名古屋大

学名誉教授から伺っていたとお り,研 究の進

度は まだかな りの初期段階 にあると見受け

た。 しか し,フ ランス政府関係の研究機関が

この研究に乗 り出 してきたことは,極 めて注

目すべ き事柄 といえる。

⑤[CETIセ ッ シ ョ ン]
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概 要=対 極に白金を用い、酸水素放出する開放型セル

ヒータによる定期的キャリブレーション

デュワービン型の電解セルで輻射伝熱支配の熱量計測

特 徴:フ ライシュマン ・ポンズ教授 らが開発 した電解 システム

開放型のため定期的に重水補給が必要

沸騰蒸気を捕集計量 し、沸騰時の熱量評価が可能

データ収録

口 制御 システム

HP3852A

システム概略図

「]

デュワービン型

電解セル

ヒー タ

サーミスタ

対 極(Pt)

Pd電 極

電解セル概略図

図2開 放 型電解 シス テム(イ カ ロス ー2)

CETIセ ッションの発表は,会 議直前に欠

席 となった同社 の研究員に代わ り,イ リノイ

大学核融合研究所のマイリー教授により行な

われた。発表は,期 待 されていた発熱実験の

報告ではな く,微 粒子のパラジウムが核変換

しているというもので,昨 年夏テキサスで行

われた第2回 国際低エネルギー核反応会議の

ときと同 じ内容 と思われた。

⑥[特 別セッション 核変換]

期せず してなのだが,CETIセ ッションの

後に核変換の特別セッションを設けていた。

核変換の研究は,本 会議の趣 旨と合致するか

は議論の余地のあるところだが,応 募件数 も

相当あ り,そ の中の代表的なものを特別セッ

ションで取 り上げ,紹 介 した。

マイ リー教授の発表に勢を得て,北 海道大

学水野忠彦博士のほか4件 の発表があり,ほ

ぼ同 じく核変換 を認めた旨の報告が なされ

た。

これに対 し議論百出したが,議 長の高橋亮

入大阪大学教授 は,核 変換が もしあったとす

れば,反 応生成物 としての不安定核種か らの

放射線があるはずであ り,そ のあた りをきっ

ちり押さえた分析が必要,と のコメン トをも

って締め括 られた。(写 真3)

⑦[材 料科学]

イ タ リア の 代 替 エ ネ ル ギ ー 研 究 所

(ENEA),ス ペインのマ ドリッ ド大学サン

チェス教授,SRIイ ンターナショナル社のタ

ンゼラ上級研究員,(株)イ ムラ材料開発研究

所の寺澤俊久主任研究員,米 国海軍研究所の

L.P.ヘ イガン氏から異常現象 と材料問題に
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写真3会 議の討議状況

関す る発表があった。いずれ も基礎が しっか

りした地道な研究であった。

国際技術プログラム委員会の委員で,パ ラ

ジウム水素系の物理化学がご専門の坂本芳一

長崎大学教授は,急 病のため,残 念ながらご

発表を伺 うことができなかった。

⑧[過 剰熱](そ の2)

イタ リア物理学会の大物の一人であるミラ

ノ大学プ レパ ラー タ教授の発表か ら始 まっ

た。前述のチェラー二博士の実験の追随 とい

う印象である。 イタリアの物理学会の大物で

あるが興奮 しやすい方であるせいか,そ れ以

上の議論の展開はなかった。

当所の札幌ラボに隣接す るイムラジャパン

(株)か らは,過 剰熱を精密測定する一方法の

フロー カロリメ トリーによる電解実験の報

告があった。彼 らの電解セルによる過去の発

熱実験データは,こ のフロー実験では再現 さ

れていない。実験装置 自体 は高精度の熱計測

が可能 なものと思われるが,異 常現象発現の

ための トリガー(引 き金)の 欠落がその原因

ではないか とのコメン トがあった。

続いて,荒 田吉明大阪大学名誉教授から,

発熱 を伴 う電解実験 と電極からのヘ リウムの

検出についての実験,計 測の報告があった。

ヘ リウムについては既報のものに比べてより

詳 しい説明があ り,好 評であった。

⑨[晩 餐会]

晩餐会は,岡 本国内組織委員長の挨拶,大

村哲臣NEDO産 業技術研究開発部国際共同

研究課長の乾杯か ら始 まった。次回の開催国

候補になっている米 国のENECO社 イェガ

ー社長の紹介や米国海軍研究所フェローのマ

イルズ氏,北 海道大学の能登谷玲子博士のロ

シア語による挨拶(ロ シア人女性の露英通訳

付 き)が あ り,ま た勇壮な太鼓の余興を楽 し

んでいただいた。

⑩[核 物理アプローチ]

笠木治郎太東北大学教授の報告に関心が集

まった。本プロジェクトの基礎研究の一つで

ある低エネルギー領域での核反応事象が,従

来の想定以上に高い可能性 を示唆するもので

ある。

岩村康弘三菱重工業(株)基 盤技術研究所主

任は,重 水素吸蔵パ ラジウムからの放射線 を

計測 してお り,こ の研究には当所のラボも研

究協力 を行 っている。

⑪[NHEラ ボ見学会]

アカデ ミックプ ログラム を終 えた次の 日

に,NHEラ ボへの見学会 を催 した。

日本人約10名 を含み,お よそ80名 の参加者

があ り,熱 心 な質疑が交わされた。最新かつ

最高級の研究 ・実験設備 に,多 くの参加者が

第19巻 第4号(1997)
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、 碧二隔

驚嘆,羨 望 とも思われる眼を向けていた。(写

真4,5)

それと同時に,当 ラボにおける研究継続の

希望が申し述べ られていた。 また,イ ン ドの

原子力研究所か らは,若 手研究員受け入れ可

否の打診もあった。

イタリアの国立核物理研究所 プレッサー二

教授は,今 回の発表成果などから,ヘ リウム

4の 検出を支持するとし,同 時に計測に関し

さらにつめる必要があるとして,ヘ リウム4

同定,定 量について国際共通方式を考えよう

との提案があった。

米国のSRIイ ンターナ ショナル社 エネル

ギー研究センターのマツクブ リ部長からは,

いつ もの歯切れよい口調で,過 剰熱実験につ

いてのまとめがあった。異常発熱は多 く報告

されてはいるものの,計 測精度の高い熱測定

装置 を持つ ところで過剰熱がみられていない

という事態に対 して,材 料調整上の課題およ

び反応の トリガー となる事象について,よ り

掘 り下げるべ きとのコメン トがあった。

最後に,池 上英雄名大名誉教授か らは,今

回の会議全体 を通 じてのコメン トとして,一

つはヘ リウム4の 検 出等将来の期待 を膨らま

す事象について数多 くの報告があり,ま た一

方,パ ラジウム中の重水素の運動を活発化ざ

せ る可能性をもつ電気泳動のようなアイディ

アの発表もあって,こ れ らにまだ具体的な目

標,真 の姿は見えていないものの,新 水素エ

ネルギーの研究には着実な前進がみ られてい

るとのメッセージをもって,本 会議を締め括

られた。

(2)会 議発表に見られた研究概要

発表内容 をまとめると,次の とお りとなる。

3.会 議 の ま とめ

(1)会 議発表へのコメント

本会議の国際技術プログラム委員会を代表

して,ア カデ ミックプ ログラムの終 りに日米

欧の3委 員よ り,次 のような総括があった。

① 過剰熱の存在について

前に も述べたが,今 回の会議において も過

剰熱の存在 を示すデータを示 したグループが

数多 くあったが,再 現i生にはまだ多 くの問題

を残 している。
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逆に,精 密熱測定法であるフローカロ リメ

トリーを確立しているグループのSRI,イ ム

ラ ジャパン(株)お よびNHEラ ボは,今 回の

報告ではフローカロ リメ トリーで過剰熱のデ

ー タを得ていないとしている。その理由には,

パ ラジウムに十分な重水素が吸蔵 されていな

いことや引き金についての検討が十分進んで

いないことが指摘されている。

② パラジウム電極材料の電解前処理につい

て

(株)イ ムラ材料開発研究所,代 替エネルギ

ー研究所(イ タリア)お よびNHEラ ボか ら,

パラジウムのアニー リングによる前処理が重

水素吸蔵率の向上に効果があるとの報告があ

り,報 告数は少ないものの,(重)水 素吸蔵金

属の基本的な熱力学特性についての知見がよ

り深まってきていることが示 された。

③ 反応生成物の存在

過剰熱に伴い,少 ないながらもヘ リウム4

の存在 を示すデー タを発表 したグループが多

くみ られた。 もちろん,核 反応生成物がみ ら

れないと報告 したグループもあった。ヘ リウ

ム4の 測定方法についてはより慎重な吟味が

必要である。

また,現 在のところ異端 とも思えるが,特

別セッションで紹介された原子核変換の報告

にも注意 を払いたい。電極表面で異常な核種

を見つけた り,重 水素ガス中に トリチウムを

見いだした発表があった。

4.お わ り に

本大会は,登 録者数約180名 のうち半数が

海外か らの参加者であったこと,ま た日本組

織委員会の意向もあ り,大 会の水準保持の見

地か ら発表を制限した経緯 もあって,成 功 と

の評価 を多 く頂いている。

また,次 回の第7回 については,会 議期間

中に国際諮問委員会が開催され,幹 事役には

ENECO社 が第一候補に選出された。なお,イ

タリアの代替エネルギー研究所 も次回の主

催 を主張しており,提 案の吟味がなされるこ

とになっている。

事務局として本国際会議が無事かつ成功裏

に終わったことを心より喜んでいる。 これは

当研究所の所員,特 に,札 幌 ラボのメンバー

はもとより,実 に多数の方々のご協力の賜物

と感謝 している。特に,(株)テ クノヴァ,ア

イシン精機(株)の みなさん,(株)コ ンベ ンシ

ョン リンケージ,(株)日 本旅行,ホ テル・エ

イペ ックス洞爺のみなさん,さ らにイタリア

のチェラー二博士夫人およびNHEラ ボ浅見

プロジェクトマネージャー夫入にお世話にな

った。誌面 を借 りてお礼 申し上げる。

第19巻 第4号(1997)
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私たちの毎日の生活に欠かせない電気をつくる発電所,か つては灰色をしたコン

クリート造りの建物がイメージに浮かびました。でも,環 境にクリーンとグリーン

が求められ,ま た個性の時代と謳われている現在,発 電所にもイメージチエンジが

図られているようです。

そこで,私 たち1AE女 性研究員取材チーム(丸 山,高 部)は,今 回,環 境に優

しく,地 域との共生に数多くのアイディアが取り込まれている関西電力(株)南 港

発電所を訪問しました。

藩

∴

^

碍

高さ200mの 煙突 「白ねぎ君」と 「エル ・シティ ・ナンコウ」の全景
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メ ハ ド

lAE姫 研究員取材チ論 講

螺 、碁鑛

濃謹鴨』 謙 繍 叢輪.。.鴇
こ鍵麟

漁 ・_.・.舞麟 轟 ・

6
r亀

ボイラー室屋上から大阪港を望む

《地域と共に》

大阪は,昔 から商業と港の町として栄えてきました。南港発電所は,そ の海の玄関ロに

あり,第1号 の発電機は平成2年11月 に運転を開始しました。現在では,3基 の発電機に

より180万 キロワットの規模で電力を大阪市南部に供給しています。

しかし,こ の発電所は,単 なる電気づくりのプラントとして街の一画に存在するのでは

なく,地 域との共存にも大変な気配りがなされています。

工場敷地の周囲には緑化マウンドがあって,約35万 本の樹木が植えられおり,こ の樹林

帯の一部は,散 歩やジョギングなどがで

きる遊歩道,ク リやカキのなる果樹園と

して,人 マの憩いの場所となっているの

です。

また,発 電所構内の敷地の1割 がエル・

シティ・ナンコウ(ELCITYNANKO)

として一般に開放されており,訪 れる人

は,年 間およそ18万人。電気工ネルギー

の情報を提供するエル ・シティ館,野 球

場やテニスコートといったスポーツ施設

があり,エ ル ・シティ館内にある 「ベン

チャー ・トリップL」 は,電 子の世界の

旅をテーマとした,ア ドベンチャー気分

を楽 しめる乗り物になっています。

ζへ※ 響 鵬・

鞠
礫

肇

4

夢

へ 轟

発電所の位置
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南港発電所は,電 気の消費地に近く立地する点では恵まれていますが,一 方,そ のため運転に

よる周辺地域への環境面での影響に,特 に配慮が払われているのに驚きました。

この発電所は,ク リーンな天然ガスを燃料として使用しています。この天然ガスは,輸 入され

たLNGを 大阪ガス(株)の 泉北製造所で気化して送られてきます。LNGは,輸 出元の生産地

で液化の時に不純物を除去していますので,燃 焼の際に環境を悪化する亜硫酸ガス,ぱ いじんの

発生がありません。燃焼時に空気中の窒素から発生する窒素酸化物は,排 煙脱硝装置で80～85%

除去されるシステムで,大 気の汚れを防ぎます。

また,ボ イラー,タ ービン発電機等から出る騒音は,防 音壁構造の囲いと消音装置で抑えてい

ます。

ボイラ

●蒸 発 量1,860t/h
●LNG消 費量100t!h

窓気野熱器

、揚職 硝装罐

蒸気タービン

●蒸蕪 力246kg酒c婦

安傘弁 度538℃
i「欝器 ●回 転 数3

,600回ノ分

搾込フアン

発電機

●定格出力60万kW

照メ ーヒン

駄化マウンド 煙突

L-_._

放水口

アンモニア ガス混舎
注入装潰 プアン

菰

放水路

復水器

防貯懸

滋要変些

↓

噛1。。IZ

。欝 矯 、北,断 。。ン 燃料配。 灘1鷲響轡
海底トンネル

↑

循環水笹(放水管)

←1齎 環水管{取水管)

獣

地巾送電線

循環水ポンプ
スクリーン 取水

r1

寧 マ 、くらげ防止網
力一塗ン ＼

ウ誘榊ル＼

懸 鎌 蕪 鍵

そして,何 といっても目を惹くのが高さ200mの 煙突。3基 のボイラーからの排煙を最大秒速35

mの 速さで排出し,上 空高く拡散させるのが本来の役目ですが,景 観への配慮が大きく,下 から

上にかけて細くなっていく曲線のデザインがとても優しく,港 の玄関ロにふさわ しいシンボルに

なっています。側面は,白 地にグリーンのストライプを入れた明るい配色で,こ れから 「白ねぎ

君」という愛称になりました。

夜間は,春 はグリーン,夏 はブルー,秋 はパープル,冬 にはゴールドと四季ごとに色分けされ

たライトアップで彩られ,「 白ねぎ君」は,単 なる 「煙突」だけでなく 「ランドマーク」にもなり,

航行する船の安全にも役立っているとのことでした。

このような周辺の環境や地域の人々への配慮が評価され,平 成3年 度に国際照明デザイン賞と

公共の色彩賞,平 成6年 度にグッドデザイン施設,平 成7年 度に大阪まちなみ賞と,数 々の受賞

に輝いています。
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《運転と安全管理》

南港発電所では,中 央制御室に

ある最新鋭のコンピュータが,3

基の発電設備をユニットごとに運

転し,安 全を見守っています。

「自動化盤」は,起 動から停止

まで通常の運転操作すべてを行っ

ています。

「防災監視盤」は,プ ラント内

の防災を管理しています。
緑のある中央制御室

CRT画 面には主要な機械の運転状況がすべてリアルクイムに表示され,居 ながらにして各ユ

ニットの運転監視ができます。

また,各 ユニットごとにピンク,グ リーン,ブ ルーの色分けになっていて,操 作員の思い違い

による事故の防止策も取り入れています。

このシステムにより,オペレークーは,当直課長の1名 を含み,直 当たり8名 のみとのことでした。

※)K※ ※ ※ ※ ※

《CO2吸 収 ・固定化の研究》

発電所設備の見学を終えた私たちは,同 じ構内にある環境技術研究センクーを訪れました。

ここでは,地 球温暖化の原因といわれ,石 炭 ・石油の火力発電所から大量に排出されるCO2の

吸収 ・固定化の研究に取り組んでいました。

CO2の 分離と回収

これには,「排煙脱炭パイロット

プラント」という装置を平成3年

4月 に設置し,CO2の 分離・回収

の大容量化が容易と考えられる化

学吸収法についての実証試験が進

められていました。

排煙脱炭パイロットプラント

第19巻 第4号(1997)
一89一



CO2か らメタノール合成へ

排煙脱炭パイロットプラントにより回収されたCO2

と水素からメクノールを合成し,こ れを燃料としてリサ

イクルする技術が検討されています。

発電所内のメクノール合成触媒試験装置では,銅,亜

鉛,ア ルミなどから成る触媒の改良,プ ロセス条件の把

握試験等の実証試験を行っていました。

メク ノールに点火,確 認している井形 さん

微生物を用いた水素生産

また,CO2か らメクノールを合成す

る際に必要な水素を製造する一つの万法

として,自 然界の生物によって生産する

方法があります。

ここではある種の微細藻類が水素を発

生することに着目して,「 緑藻」と 「光合

成細菌」を培養して水素を生産する方法

を研究していました。現在のところ1日

6リ ットルの水素の生産が可能(最 終計

画量は9リ ットル)と のことでした。

「光合成細菌」を説明する平野さん

増殖されたマングローブ(手 前)を 示す辻本さん

マングローブなどの綿織培養

大気中のCO2を 吸収(固 定)す る他の万法と

して,植 物の機能が期待されています。

ここでは,バ イオテクノロジー技術を用いた

植物の大量生産や貴重種の増殖技術の確立,実

用化の研究が進められており,熱 帯樹林である

マングローブやエビネラン,ユ リ類を大量増殖

させる研究が見られました。
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お世話になった香川所長さん(中 央),森 塚さん(左)と 松葉さん(右)

発電所の周辺には,埋 め立てによる造成区画が列なり,マ ンション,ホ テル,博 物館,

水族館,ス ポーツセンターなどの施設が建ち並ぶ,近 代的なウォーターフロントになって

います。これから開発が進めば,さ らに大勢の人々が集まり住む場所になるでしょう。

そのような中で,ま すます需要が高まる電力の安定供給という使命を負いながら,地 球

環境を保全する研究に積極的に取り組まれる姿や,周 辺の環境を大切にし地域にうまくと

け込んでいる様子が,と ても印象的でした。

最後になりましたが,お 忙しい中,親 切に説明をして下さった所長の香川さんをはじめ,

発電所を案内して下さった森塚さん,松 葉さん,エ ル ・シティ館館長の滝沢さんや奥村さ

ん,そ の他取材にご協力いただいた方々に,心 よりお礼申し上げます。

**敷*******敷 敷***敷**

～ 交通案内 ～

関 西 電 力 南 港 発 電 所

〒559大 阪 市住 之江 区南 港南7-3-8

TEL(06)613--0101㈹
・JR大 阪駅よ り車で35分

・地下鉄住之江公園駅 より車で15分

_醒'醐
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〔随 想〕

ク リー ンエ ネル ギー 自動 車 レポー ト(第2報)

蓮 池

電気自動車のゆ くえ

宏 饒 勢猫 鎌 鷺 長雛)
竃 竃 竃 竃 竃 竃 竃 観 …●…竃 竃 …●…竃 竃 ◎ …●…観 …●…竃 竃 竃 ◎ 棄 竃 観 竃 竃 竃 ●…竃 竃 竃 ●…竃 竃 竃 ●…

レ ポー トの 第2回 目 に あ た る本 稿 は,ク リ

ー ン エ ネ ル ギー 自動 車 の 象徴 的 な 存在 で あ る

電 気 自動 車 につ い て ま とめ て み た 。

電 気 自動 車(ElectricVehicle:以 下EVと

略 す)に つ い て は,話 題 も 多 く社 会 的 な 注 目

度 や期 待 度 も高 い。 一 方 で,技 術 的 に は 電 池

の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 密 度 と い う本 質 的 な 問 題 を

抱 え て い る。 そ の た め,理 想 と現 実 との 間 で

見 込 み 違 い や 期 待 は ず れ が 起 き る こ とが あ

る。 カ リフ ォ ル ニ ア 州 のZEV計 画 は そ の一 例

と言 え る。

〈カ リフ ォ ル ニ ア 州 のZEV計 画 〉

こ こ数 年,EVの 開 発 の 原 動 力 とな っ て き た

の は,間 違 い な くカ リフ ォ ル ニ ア州 の ゼ ロ ・

エ ミ ッ シ ョ ン 自動 車 計 画(ZEV計 画)で あ っ

た。1990年 に発 表 され た 当初 の 計 画 で は,同

州 で の 販 売 実 績 が 多 い 自動 車 メー カ ー7社

(GM,フ ォー ド,ク ラ イ ス ラー,ト ヨ タ,ホ

ン ダ,日 産,マ ツ ダ)は,1998年 か ら販 売 台

数 の2%を,2001年 か らは5%を,2003年 か

らは10%を ゼ ロ ・エ ミッ シ ョン 自動 車 とす る

ことが義務付けられていた。この計画をその

まま実行す るかどうかについては膨大な議論

が戦わされ,1996年 春,つ いに修正が決定 さ

れた。

まず,台 数比率に基づ く販売義務づけは,

1998年 の2%,2001年 の5%は 撤廃 され,2003

年か らいきなり10%で スター トす ることとな

った。そして対象メーカーは前出の7社 だけ

でな く,す べてのメーカーに拡大 された。

同時に,1998年 の2%の 販売i義務づけの代

替 として,主 要7社 は,1998～2000年 に合計

で3,750台 のEVを 販売するという覚え書きを

交わした。各社の年次別販売台数は表1の よ

うに配分されている。また,こ の覚え書きに

は,航続距離の長いEVや 高性能の電池を使っ

たEVの 場合には,1台 を2台 または3台 とし

てカウン トする,と いう優遇措置がつけ加え

られている(表2お よび表3)。 これにより,

より高性能なEVの 開発を促 そ うというね ら

いである。

全体的に,「EVの 技術はまだ未熟で,市 場

シェアの2%を 占めることは不可能」 という

筆老は,こ こ10年 ほど各種 の代替エネルギー 自動車や新型エ ンジン自動車の調査研究に携 わって きた。自動

車用エネルギーの問題 は,エ ネルギーの面か らも都市大気汚染の面か らも地球 温暖化の面か らも,今 後 ます ま

す重要になってい くであろう。さまざまな情報の ポイン トを整理 し,ク リーンエネルギー 自動車の今後 を展望

してみ る,と い うのが この レポー トの趣 旨である。ここで述べ ることは筆者個人の見解であ り,間 違 った認識

もあるか と思 う。読者諸兄の ご批判 を仰 ぎたい。E-mail二hasuike@iae.or.jp
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表1カ リフォル ニア州 のゼ ・ ・エ ミッシ ・ン 自蝉 の販 売翻 付 け(靴 台数)

GM フ オー ド トヨタ ホンダ 日産 クライスラー マ ツダ 合 計
1998年 182 181 135 101 70 51 28 748

1999年 365 363 271 202 141 103 55 1500

2000年 366 363 271 202 141 103 55 1,502

計 913 907 677 505 351 257 138 3,750

表2航 続 距離 に基づ く優 遇 措置(単 位:マ イル)一

台数 1996-1997年 1998-1999年 2000-2002年

2 any >100 >140

3 >70 >130 >175

表3搭 載される電池のエネルギー密度に基

つ く優遇措置
(単位:Wh/kg)

台数 1996一 ユ997年1・998-1999年 2000-2002年

2 any >50 >60

3 >40 >60 >90

自動車 メーカーの主張が取 り入れ られた格好

になった。実際,冷 静に考 えれば,世 界で1万

台程度 しか普及 していないEVが カ リフォル

ニア州だけで毎年数万台(7社 合計)も 売れ

るというのは,現時点では夢物語で しかない。

米国東部のニュー ヨー ク州 とマサチューセ

ッツ州は,依 然 として1999年 からのZEV販 売

義務付け という方針 を維持 しているが,こ れ

らの州 も,早 晩,計 画 を修正す るであろうと

いう予測が支配的になっている。

カ リフォルニア州のZEV計 画はやや後退

したが,こ の計画が発表になって以来6年 の

間,EVの 技術の進歩への貢献は非常に大 きな

ものがあった。「大 きなものがあった」と過去

形で言 うのは間違いで,現 在 も,今 後 も大 き

な推進力であ り続けるであろう。

自動車メー一・カー としては,EV開 発の手綱 を

緩めるわけにはいかない。1998年 に2%と い

う基準に比べて,2003年 に10%と い うのは,

決 して易 しい目標ではない。ZEV計 画が1990

年に発表 されて6年 余 りが経過 したが,2003

年まであと6年 であ り,時 間的余裕は多いわ

けではない。また,覚 え書 きにより,各 社 と

も数百台のEVを 販売 して これ らが一般ユー

ザーの元で使われるようになると,そ のケア

に追われることになるであろう。初期故障や

誤操作 な どに よる トラブルが続出す ること

は,大 いに考 えられる。メーカー としては,

た とえ誤操作による トラブルでも,す べて対

応せ ざるを得ない。

<カ リフォルニア州向けのEV>

さて,日 米の各社は1998年 に向けて どのよ

うなEVを 市場に投入 しようとしているので

あろうか。

各社か ら発表されているカリフォルニア州

向け市販EVの 概要を表4に 示す。GMは 既に

1996年 末からロサンゼルス等でEV1の 販売 を

開始 した。1997年 中に販売 した台数は,表1

に示 した1998年 の台数の一部 とみなされる。

その際,表2の 優遇措置の適用 を受け,航 続

距離が70マ イルのEV1で あれば1台 が3台 分

としてカウン トされる。 トヨタも日本国内で

1996年9月 からRAV4EVの 販売を開始 し,

米国での販売に備えている。

各社のEVに 使用されている電池は,ニ ッケ

ルー水素電池が2社,リ チウムイオン電池が

1社,そ の他 は鉛電池である。ニッケルー水

素,リ チウムイオンといった新型電池は,航
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表4自 動車メーカーが米国で販売予定の電気自動車

メ ー カ ー 車 名 車 種 電池 航続距離 投 入 市 場 時 間
一

フ オー ド TDM

Renger

ピ ッ クア ップ

トラ ッ ク

鉛 50マ イ ル カ リフ ォル ニ ア州 の フ リー ト 1996年 夏

米国全体のフ リー ト 1998モ デ ル年

一

GM EV1 乗用車 鉛 70マ イル 都市内

90マ イル 高速道路

ツ ー ソ ン,フ ェ ニ ック ス,サ

ンデ ィエ ゴ,ロ サ ンゼ ル ス

1997モ デ ル 年

Chevrolet

S・Series

ピ ッ クア ップ

トラ ッ ク

鉛 40マ イル 都 市内

45マ イル 高速道路

米国全体 のフ リー ト 1997モ デ ル 年

一

ホ ンダ HondaEV 乗用車 ニ ッケ ル

ー水 素

125マ イ ル 都 市 内 カ リフ ォルニ ア州 の フ リー ト

向 け に300台 リー ス

1997年 春

一

トヨタ RAVE4-EV ス ポー ツ ・ユ

ー テ ィ リテ ィ

ニ ッ ケル

ー水 素

118マ イル

都市/高 速混合

カ リフ ォル ニ ア州 の フ リー ト

向 け に320台 リー ス

1998モ デ ル年

日産 PrairieJoy

EV

ミニ バ ン リチ ウム

イ オ ン

120マ イル 都市内 カ リフ ォル ニ ア州 の フ リー ト

向 け に30台 リー ス

1998年

クライスラー EPIC ミニバ ン 鉛 60マ イル 未定 1998モ デル 年

続 距 離 は 長 い が価 格 は 高 い 。 日本 の メー カ ー

が新 型 電 池 を指 向 し,カ リフ ォ ル ニ ア州 で の

自動 車 の使 い 方 を肌 で知 っ て い る はず の 米 国

メー カー が航 続 距離 の 短 い鉛 電 池 を採 用 して

い る とい うの が 興 味 深 い。 ユ ー ザ ー は 果 た し

て ど ち ら を選 択 す る だ ろ うか 。

た だ し,米 国 メー カー が 新 型 電 池 に 無 関 心

とい うわ け で は な く,実 際 は全 くそ の 逆 で あ

る。 ビ ッ グ ス リー と米 国 エ ネ ル ギ ー 省,電 力

研 究 所 が 資 金 を 出 して い る米 国新 型 電 池 コ ン

ソー シ ア ム(U.S.AdvancedBatteryCon-

sotium)は,第1期 の1991～1996年 に は,ニ

ッケ ル ー水 素 電 池,リ チ ウ ム イ オ ン電 池,リ

チ ウ ム ポ リマ ー 電 池 な どの 研 究 に250百 万 ド

ル を投 資 し,1996年 か ら開 始 され た 第2期 で

は,リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 を 中心 に,さ ら に106

百 万 ドル の 資 金 を投 入 す る予 定 で あ る。

〈国際電気自動車シンポジウム〉

こうした状況の下,去 る平成8年10月16～20

日,国 際電気 自動車シンポジウムが 日本で初

めて開催 された。このシンポジウムは,EVの

分野では最 も歴史があり,最 大規模の国際会

議である。

当初はEVに 関する研究発表が主体 の会議

であったが,カ リフォルニア州のZEV計 画が

間近に迫ってきた前回(1994年,ロ サンゼル

スで開催)あ たりから,次 第にビジネス色が

強まってきている。会議 と並行 して展示 も行

われたが,そ こはモーター ショーの一一部 を切

り取ってきたような様相であった。

会議は非常に盛況で,参加者数は1,500人 を

超えて過去最高を記録 し,2日 目の午後には

資料(論 文集)の 余部が底をついて,資 料が

もらえずに参加 した人もいた という。 日産 自

動車の リチウムイオン電池自動車や トヨタの

燃料電池 自動車など,注 目の論文が発表され

たセッションは,立 ち見どころか部屋か ら溢

れるほ どの聴衆がつめかけた。

先に紹介 したカ リフォルニア州向けのEV
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のいくつかは,プ ロ トタイプ車が展示 され,

試乗会にも提供された。加減速のフィー リン

グや乗 り心地などについては,か な り完成度

が高いとの評判であった。電池は床下に収め

られ居住スペースや トランクをつぶす ことも

ない。かつて 「電池運搬車」 と皮肉られた面

影は,も うない。短時間の試乗であれば,「今

す ぐにでも実用化できるのでは」 と思 って し

まう人がいても不思議 ではない。

新聞各紙は,こ のシンポジウムの状況を「電

気 自動車,実 用化へ加速」「勢いづ く電気 自動

車の開発」などと積極的に報道 した。

しか し,EVが 既存のエンジン自動車に肩を

並べて普及してい くには,ま だ問題は多い。

一番の問題はやは り電池
,特 に,そ の寿命 と

充電時間とコス トである。

〈新型電池の課題 〉

電池の候補は,当 面,鉛 電池,ニ ッケルー

水素電池,リ チウム電池の3種 類に絞 られた

と言ってよい。 この他に,ナ トリウムー塩化

ニッケル電池,亜 鉛一空気電池などの発表が

あったが,や は り自動車メーカーが採用 を決

めない とインパク トは弱い。

EVの 歴史が始 まって以来,ほ とんどの実用

EVに 鉛電池が使用され続けて きた。その鉛電

池に代わるEV用 電池 として,ニ ッケルー水素

電池に期待がかけられている。エネルギー密

度,出 力密度,寿 命などEV用 電池に求め られ

る多くの点で,ニ ッケルー水素電池は鉛電池

を上回っている。

ニ ッケルー水素電池にも問題はある。 まず

第一はコス トである。ニッケルも水素吸蔵合

金 も,鉛 よりはるかに高価 な材料であり,エ

ネルギー密度が高いことを加味して も,ニ ッ

ケルー水素電池は鉛電池より高 くなるであろ

う。寿命に関 しては,車 としての使用期間中,

交換は不要 と想定されているが,実 使用状態

で期待 どお りの寿命性能が得 られ るどうかが

問題である。 この他,夏 場 などの高温時に充

電効率が悪 くなることや メモ リー効果の対策

も解決が必要な課題である。

現時点で,鉛 電池に代わる高性能電池 とし

てニッケルー水素が最有力であることは間違

いない。 しか し,い ずれは リチウム電池や燃

料電池に取って代 わられるのでは,と いう声

があるの も事実だ。

その リチウム電池にして も,実 用化への道

は簡単ではない。日産がプレー リージョイEV

に搭載 している電池は,正 極にコバル ト酸 リ

チウムを用いている。 コバル トは希少金属で

あ り,価 格 も非常に高い。 リチウム も高価な

金属 であるような印象があるが,負 極にリチ

ウム金属でなく炭素材料を用いるリチウムイ

オン電池では,リ チウムの使用量はかな り少

な く,コス ト的にはあまり問題にはならない。

問題は正極 のコバル トである。コバル ト酸 リ

チウムの代替 として,ニ ッケル酸 リチウムや

マンガン酸 リチウムを用いることも研究され

てるが,サ イクル寿命などの点で実用レベル

には達 していない。一

リチウム電池がEV用 電池 として現実味が

出て くるのは,コ バル トに代わる安価な正極

材料の適用が成功 したときである。

二次電池に代わる電源 として トヨタが開発

した燃料電池自動車 も新聞報道では大 きく取

り上げられた。カナダや ドイツでは既に開発

例があるが,今 回の トヨタの発表により日本

での燃料電池 自動車の認知度は飛躍的に向上

したことであろう。この燃料電池 自動車につ
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いては改めて報告 したい。

〈ウル トラキャパシタに注目〉

新聞や雑誌には全 く取 り上げられなかった

が,今 回のシンポジウムの発表の中で筆者が

個人的に注 目しているのは,ウ ル トラキャパ

シタである。

ウル トラキャパシタは非常に容量の大 きな

コンデンサである。(電気の分野のコンデンサ

は英語ではキャパ シタ〈Capasitor>と 呼ぶ。

英語でCondensorは 一般 には凝縮器 の意味。)

ウル トラキャパシタは出力密度が高 くサイク

ル寿命が長い,と い う特長があるが,エ ネル

ギー密度が小さい(鉛 電池の1/10以 下)の が

欠点 とされてきた。

しかし今 回のシンポジウムにおいて,岡 村

研究所 という無名企業から,同 社が開発 して

いるキャパ シタのエネルギー密度は 「従来の

20%の 向上ではなく,20倍 の向上が見込める」

という発表があった。従来の1～2Wh/kgの

20倍 と言えば20～40Wh/kgと い うことに な

る。共同開発 しているパワー システム社のブ

ースに展示 されていたのは10Wh/kgの セル

であった。これでも,今 までの常識からする

と正に桁違いのエネルギー密度である。

この技術が,信 頼i生や コス トの面でどの程

度の ものかは不明であるが,性能だけ見れば,

ハイブ リッ ド自動車 のエネルギー貯蔵用 な

ら,す ぐにでも二次電池に取って代わって実

用車ができるレベルだ。もし,30～40Wh/kg

が実現するなら,ウ ル トラキャパシタだけを

電源にしたEVさ え考えられる。ウル トラキャ

パシタEVは 充電の残量を正確に計測でき,急

速充電 も可能で,二 次電池の問題点のい くつ

かが一挙に片付 くことになる。

仮定ばか りに基づいて過度な期待 をかける

ことは戒めなければならないが,今 回のこの

発表は,今 後のハイブ リッ ド自動車を含めた

EV開 発に大 きな影響 を与 える可能性 を秘め

ていると思う。

<長 期的視点での開発が必要>

EVは,ク リーンという意味では(特 に大都

市の大気汚染対策 として)理 想的な自動車で

あり,華 やか さや夢がある。 しか し,早 期の

大量普及 という観点か らは,性 能面でも経済

性の面でも問題が多い。最初に書いたように,

理想と現実のギャップを見極めない と,机 上

の空論 で実力に不相応の計画 を立てて しま

う。結果論ではあるが,カ リフォルニア州の

最初 のZEV計 画は,よ く言えば野心的,悪 く

言えば無謀なもので,修 正されるべ くして修

正されたと言える。修正後の1998～2000年 の

販売義務付け台数3,750台 は当初計画の約1/

50で あるが,こ れさえも簡単な数字ではない

と思 う。

ここ数年,EVの 技術の進歩は確かにめざま

しいものがある。 しか し,実 用的な商品 とし

て普及 してい くレベルに達するには,ま だ時

間がかか りそうだ。EVに 短期的に大 きな期待

をかけるのは無理があ り,長 い目で開発を進

めた方がよい,と 筆者は考 える。

原稿執筆中に,カ リフォルニア州でハイブ

リッ ド自動車 もZEVと してカウン トする,と

いうニュースが飛び込んできた。インタビュ

ーに基づ く報道 なので正式決定ではないが
,

これが実現すれば影響は大 きい。次回は,こ

のハイブ リッド自動車について報告 したい。
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研究所の うごき

(平成8年10月1日 ～12月31日)

◇ 第2回 賛助会員会議

日 時=11月15日(金)15:00～18:00

場 所:経 団連会館(9階)901号 室

議 事 次第:

1.平 成7年 度事 業 報告 お よび収 支決 算

2.平 成8年 度事 業 計画 お よび収 支予 算

3.講 演 「グローバ ル エネ ル ギー 戦略 」

(東京大 学 教 授 山地憲 治 氏)

◇ 第6回 新 水 素 エ ネ ル ギ ー 国 際 会 議

(TheSixthInternationalConference

onColdFusion)

日 時:10月13日(日)～10月18日(金)

場 所:ホ テ ル エ イ ペ ッ ク ス 洞 爺(北 海 道)

◇ 月例研究会

第140回 月例 研 究会

日 時:10月17日(木)14:00～17:00

場 所:航 空会 館7階 第2・ 第3会 議 室

議 題:

1.国 際電 気 自動 車 シン ポジ ウムの概 要 とわが

国 にお け る電気 自動 車 の動 向

(東京 大 学 工 学 系 研 究 科 地球 シス テ ム

工 学専 攻 教 授 石 谷 久氏)

2.カ リフォ ルニ ア州 お よび米 国に おけ る電気

自動 車 の将 来展望(=逐 次 通訳付)

(カ リフォル ニア大学 デ イ ビス校 交 通研究

所 理事 ・教授 ダニエル ・スパー リング氏)

第141回 月例研 究会

日 時:11月29日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会 館6階 中 ホー ル

議 題:

1.低 品位 炭改 質技 術

一 そ の1油 中改質 技術 一

((株)神 戸 製鋼 所 技術 開発 本部

石 炭 液化推 進部 次長 勝 島 眞一 氏)

2.低 品位炭 改質 技術

一 そ の2ジ メチ ルエー テル合成 技術 一

(日本鋼管(株)技 術開発本部

技術企画部 主幹 大野陽太郎氏)

第142回 月例 研 究会

日 時:12月20日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会館6階 中 ホー ル

議 題:

1.我 が 国の 次世代PWRの 概要 及 び欧米 の新

型軽水 炉 開発 の動 向

(三菱 重 工 業(株)軽 水 炉 プ ロ ジ ェ ク ト部

次 長 松 岡 強 氏)

2.欧 州 加 圧水 型軽 水炉(EPR)の 概 要 と開

発状 況

(原子 燃料工 業(株)BWR燃 料事 業部

主 幹技 師長 森 一麻 氏)

◇ 主なできごと

10月1日(火)

2日(水)

8日(火)

9日(水)

11日(金)

16日(水)

20日(金)

23日(水)

11月1日(金)

・第2回 残渣油発電の環境影響調査

委員会
・第2回 低質燃料利用高効率発電技

術調査委員会
・第1回 負荷集中制御専門委員会

・第2回 長期的工ネルギー ・環境技

術の研究開発に関する調査委員

会
・第2回 石油活用型スーパーごみ発

電システムの普及促進に係るモデ

ル調査委員会

・第2回 原子炉総合数値解析システ

ム実用化検討委員会

・第1回 先進型高温高効率エンジン

調査委員会
・第1回 自動車排出ガスに係わる未

規制有害物質調査委員会
・第1回 分散型電源動向分析調査委

員会
・第2回 分散型電源としてのHAT

サイクルガスタービン実用化可能

性調査委員会
・第1回 長期電力需要要因分析委員

会
・第2回 含酸素軽油の開発可能性に

関する調査委員会11月5日(火)・

第1回 地球環境対策技術としての

グローバルエネルギーシステムの
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評価 に関す る調査 委 員会

・第2回 軽 水 炉技 術 開発 の方 向 に関

す る調査 委 員会

・第1回DSM技 術検 討委 員会

6日(水)・ 第2回WE-NET革 新 的 ・先 導 的

技術 に関す る調 査 ・研究 委 員会

8日(金)・ 第1回 分 散 型電 源動 向分 析調 査委

員会

・第1回 地熱 開発 技術 調査 委 員会

15日(金)・ 第3回 長期 的 エネ ル ギー ・環境 技

術 の研 究 開発 に関 す る調 査委 員会

・第1回 地層 処分 研 究委員 会

18日(月)・ 第2回 高速 増殖 炉利 用 システ ム開

発 調査 検討 委員 会

19日(火)・ 第2回WE-NET全 体 シ ス テム

概 念 設計 一安全 対 策 ・評価 技術 委

員 会

20日(水)・ 第2回 実用 発 電用 原子 炉廃 炉 技術

調 査委 員会

21日(木)・ 第3回 残 渣油 発電 の環 境影 響 調査

委 員会

25日(月)・ 第7回TRU廃 棄 物 中深地 層処 分

シナ リオ調査検 討 委員 会

29日(金)・ 第4回 長期 的 エ ネル ギー ・環 境技

術 の研 究 開発 に 関す る調査 委 員会

・第7回 原子炉 安全 数値 解析 高 度化

委 員会

12月3日(火)・ 第2回WE-NET総 合 評 価 と開

発 計 画 の ため の調 査 ・研 究委 員会

4日(水)・ 第1回 将 来型 軽水 炉要 素 技術 調査

検 討 委員 会

6日(金)・ 第3回 原子炉 総合 数値 解析 シス テ

ム実 用化検 討 委員 会

10日(火)

11日(水)

16日(月)

17日(火)

20日(金)

・第5回 長期的エネルギー ・環境技

術の研究開発に関する調査委員会
・第2回 先進型高温高効率エンジン

調査委員会
・第2回 地層処分研究委貝会

・第2回 高度脱灰火力技術に関する

調査委貝会
・第1回 石炭水添ガス化高度化調査

分科会
・第2回 高温ガス炉プラント研究会

・第2回 地球環境対策技術 としての

グローバルエネルギーシステムの

評価に関する調査委貝会

◇ 人事異動

010月14日 付

(昇任)

泉 寛 章

011月20日 付

(出向解 除)

加 藤 恭 義

南 雲 利 夫

011月21日 付

(採用)

広 瀬 八州雄

012月31日 付

(退職)

中 川 稔

プロジェクト試験研究部

主管研究員

(プロジェクト試験研究部

副主席研究員)

(プロジェクト試験研究部

主管研究員)

プロジェクト試験研究部

主管研究員

(総務部長)
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編集後記

巻頭言は,電 気事業連合会副会長の外 門一

直氏に寄稿頂いた。 同氏は,昨 年6月 に現職

に就かれたが,同 時に当所の理事に もなって

頂 いている関係 もあ り新年 を飾 るメッセー ジ

をとい うこ とで御願 いし快 く引き受けて頂い

たものである。

理事長対談は,昨 年6月OECD/IEAよ り通

産省に戻 られ たエネ庁長官官房審議官の谷 口

富裕氏 との対談である。当季報刊行上 の慣例

としてエネ庁審議 官が替わ られた時にはご登

場頂いてお り今回 も御願い した次第である。

エネルギー問題特に原子力行政面において豊

富な知見を有 される同氏 との対談は,原 子力

発電 を核 としての我が国エネルギー政策の在

り方,原 子力PA,国 際化・情報化時代へ の対

応等昨今話題のテーマ を中心 に予定時間を越

える程熱心 に展開され た。

外部 よりの寄稿 は3編 あ る。 その1は,東

京大学の安成弘名誉教授に よる 「高温ガス炉

と原子力エ ネル ギー利用の拡大」,そ の2は

(社)海外電力調査会 の飯沼芳樹氏に よる 「米

国における電気事業構造の現状 と将来」であ

り,そ の3は,(財)電 力中央研究所の大隅 多

加志氏による 「CO2の 低減 と処分についての

内外動向紹介」である。いずれ も,当 研究所

が昨年実施 した月例研究会で講演頂いた もの

であるが,昨 今 の状況下で益 々話題性 を有す

テーマであ り,そ の後の最新情報 を加 え文章

化 して頂 いたものである。

所 内よりの調査研 究に関す る発表 は2編 あ

る。 その1は,松 沢忠広専 門役による 「天然

ガスの資源状況 と燃料 メタノールへ の転換」,

その2は,田 中敏英研究員に よる「CO、回収 ・

処理 を考慮 した火力発 電システムのライフサ

イ クル分析」 である。前者 は,中 小規模ガス

田 とCO、 高含有 率ガ ス田の有効 利用 を提 言

したものであ り,後 者は,開 発 中の各種CO2

回収新技術 の評価 を,素 材 を含むプラン ト建

設か ら運転 までの全エネルギー投入量の大小

という観点か ら整理 した ものであ る。

内外状況紹介 としては,昨年開催 された「新

水素エネルギー(常 温核融合)国 際会議」の概

要 を事務局 を代表 して松井一秋部 長が報告 し

た。内外か らの出席者約200名(含,同 伴者)が,

北海道洞爺湖畔のホテルで4日 間ほぼ缶詰状

態の中で熱心に発表,討議 が行われた様子が,

現在 までの研究成果の概要 とともに臨場感あ

ふれる記述で紹介 されている。

最後 に,女性研究員に よる訪問記であるが,

今 回は,グ ッ ドデザ イン施設,国 際照 明デザ

イン賞等数々の受賞 を得 るなど,地 域共生あ

るいは環境研 究で有名な関西電力(株)の 南港

発電所 を訪問 した。女性の感性に より捉 えら

れた発電所が,単 なる技術紹介 でな く,地 域

と共生す る血の通 った設備 として生 き生 きと

紹介 されてい るのではなかろ うか。

編集責任者 小 川 紀 一 郎 記
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